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ごあいさつ 
 

 

潮来市では，平成 11 年度に「潮来市男女共同

参画都市」の宣言，平成 15 年度に「潮来市男女

共同参画基本条例」を制定しました。平成 18 年

度は「潮来市男女共同参画基本計画」を策定し全

庁的な取組を推進するとともに，「ITAKO フェス

タ」をはじめとする男女共同参画啓発事業を通じ

た市民の皆様への周知啓発に力を入れ，男女共同

参画社会の実現に努めてまいりました。 

しかしこの間，急速な少子高齢化の進展と本

格的な人口減少社会の到来，家族形態の変化や

価値観の多様化など社会情勢が大きく変化するとともに，個人の生き方や考え

方も多様化しています。 

また，近年あらゆる分野において女性の活躍推進への気運が高まり，潮来市に

おいても，平成 18 年度の第１期計画策定以降，女性の労働力率は大きく上昇

し，Ｍ字カーブの改善が見られるなど，女性の活躍が進みつつあります。 

こうした社会情勢の変化に対応するとともに，これまでの成果をふまえ，これ

からの 10 年間の総合的な施策を推進するための指針となる「潮来市第２期男女

共同参画基本計画」を策定いたしました。 

新たな計画では「性別ではなく，その人らしい生き方ができるまちづくり」

を基本理念に，すべての人が生き生きと暮らすことのできる潮来市を目指して

います。 

今後は本計画に基づき，さまざまな施策を実施し男女共同参画社会の実現に向

けて，市民の皆様をはじめ，事業者，市民団体の皆様と家庭・職場・学校・地域

などのあらゆる場において男女共同参画に関する取組が推進されるよう，一層の

ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

結びに，この計画の策定にあたりまして，アンケート調査にご協力を頂きま

した市民・事業者の皆様をはじめ，潮来市男女共同参画審議会委員等，関係各位

の皆様に対しまして，心から感謝申し上げます。 

 

令和３年 ３月 
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計画の策定にあたって 
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１ 計画策定の目的 

本市では，男女が，社会の対等な構成員として互いを認め合い，ともに責任を担い，

意欲に応じてあらゆる分野で活躍する男女共同参画社会の実現を目指して，平成 15

（2003）年に制定した「潮来市男女共同参画基本条例」に基づき「潮来市男女共同

参画基本計画」を策定し，市民，事業者，行政が連携しながら男女共同参画に関する

施策を総合的かつ計画的に推進してきました。 

これまでの取組により，男女の固定的な役割分担意識※は，少しずつ是正に向かって

います。しかし，令和元（2019）年に実施したアンケート調査からは，地域，家庭の

中での不平等な社会慣行が根強く残るなど，男女共同参画の概念が十分に浸透して

いるとは言えない状況です。 

この間，少子高齢化の進展や，それに伴う人口減少社会の到来，雇用形態の多様化，

家族形態の変化など社会が大きく変化するとともに，個人の生き方やライフスタイル

の多様化がみられます。 

今後，少子高齢化や人口減少が一層進む中で，国が提唱する「Society5.0※（革新技術

を社会に取り入れることで実現する新たな未来社会）」等，これから大きな社会変化を

迎える日本社会において，誰一人取り残さない，持続可能で多様性，包摂
ほうせつ

性のある社会※

を実現するためには，家庭，職場，地域に残る男女の固定的な役割分担意識をさらに

是正し，性別に関わりなく個性と能力が発揮される社会，男女共同参画社会の実現が

欠かせません。 

また，平成 27（2015）年には「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」

（以下，「女性活躍推進法」）が施行され，地域経済や地域社会の活性化に向けて，

あらゆる分野における女性の活躍を進めようとする気運が高まっており，働き方改革を

追い風に，ワーク・ライフ・バランス※への注目が高まりつつあります。 

こうしたことから，本市がこれまで取り組んできた男女共同参画施策の見直しを

図りつつ，取組をさらに加速させるための指針として，「潮来市第２期男女共同参画

基本計画」を策定するものです。  

 
男女の固定的な役割分担意識（性別役割分担意識）／男性，女性という性別を理由として役割を固定的に分ける考え方を

いう。「男は仕事，女は家庭」「男は主要な業務，女は補助的業務」など固定的な考え方により，男性，女性の役割を決め

ている例。【P28 コラムを参照】 

Society5.0／「Society5.0」は，サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムに

より，経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会（Society）を創ろうとする概念で，様々な問題について，情

報技術を活用することにより問題を解決していこうとするもの。 

誰一人取り残さない，持続可能で多様性，包摂性のある社会／ＳＤＧｓ（持続可能な開発のための 2030 アジェンダ）で

目標とされる社会のあり方。【P3 脚注及び P31 コラム参照】 

ワーク・ライフ・バランス／国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き，仕事上の責任を果たすとともに，

家庭や地域生活などにおいても，子育て期，中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できること。

【P34 コラム参照】 
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２ 計画の背景 

（１）国の動向 

国は，平成 11（1999）年に，「男女共同参画社会基本法」を施行し，基本理念として

①男女の人権の尊重，②社会における制度又は慣行についての配慮，③政策等の立案

及び決定への共同参画，④家庭生活における活動と他の活動の両立，⑤国際的協調

を掲げ，国・地方公共団体及び国民の責務を定めています。 

平成 12（2000）年には，「男女共同参画社会基本法」の基本理念を実行に移すため，

「男女共同参画基本計画」が策定され，これまで４次にわたる計画が策定，推進され

ています。また，「男女共同参画基本法」の施行と前後して「男女雇用機会均等法」や

「育児・介護休業法」などの改正が行われました。 

以降，「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」（以下，「ＤＶ※

防止法」），「女性活躍推進法」の施行など，社会情勢の変化やニーズの多様化に合わせた

法令等の整備を重ねています。 

近年では，平成 30（2018）年５月の「政治分野における男女共同参画の推進に

関する法律」の施行や令和２（2020）年６月には「女性活躍推進法」において，一般

事業主行動計画の策定義務の対象が，労働者が 301 人以上から 101 人以上の事業主に

拡大（令和４年４月１日施行）されるなど，女性活躍を推進する動きが一層高まって

います。また，令和２（2020）年 12 月には，新たに「第５次男女共同参画基本計画」

が閣議決定されました。 

一方，平成 27（2015）年，国連サミットにおいて，「持続可能な開発のための 2030

アジェンダ（2030 アジェンダ）」※が採択され，17 の目標と 169 のターゲットから

なる「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：SDGs）」が掲げられ

ました。ＳＤＧｓの目標の５番目に「ジェンダー※の平等を達成し，すべての女性と女児

のエンパワーメント※を図る」とあり，「誰一人取り残さない」というＳＤＧｓの理念

や目指す方向性について，日本全体で国際社会と広く共有していくことが求められて

います。 

  

 
ＤＶ／「Domestic Violence」（ドメスティック・バイオレンス）の略。配偶者や恋人など親密な関係にある，又はあった者

から振るわれる暴力。【P43 コラム参照】 

持続可能な開発のための 2030 アジェンダ（2030 アジェンダ）・ＳＤＧｓ／2015（平成 27）年，ニューヨークで開催さ

れた国連サミットで採択された 2030（令和 12）年を年限とする国際目標。【P31 コラム参照】 

ジェンダー／生物学的な性別（sex）に対して，社会的・文化的につくられる性別のこと。社会的・文化的に規定される

ジェンダーが，私たちの考え方やファッション，言葉遣い，職業選択，家庭や職場での役割分担等に反映する。 

エンパワーメント／「力（パワー）をつける」ということであり，女性（女児）のエンパワーメントは，女性（女児）が

自分自身の生活と人生を決定する権利と能力を持ち，様々なレベルの意思決定過程に参画し，社会的・経済的・政治的な

状況を変えていく力を持つことを意味する。 
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（２）茨城県の動向 

平成 13（2001）年に，「男女共同参画社会基本法」の理念を受けて，男女共同参画

社会の実現に向けて，県・県民・事業者が一体となって取り組むための基本となる

「茨城県男女共同参画推進条例」を施行し，平成 14（2002）年には，条例の基本理念

を具現化し，実効性のある施策を展開するため，「茨城県男女共同参画基本計画」

（平成 13～22 年度）を策定するとともに，具体的な施策展開の方向を示した「茨城

県男女共同参画実施計画」（平成 13～17 年度）を策定しています。 

以降，平成 23（2011）年には，「茨城県男女共同参画基本計画（第２次）いきいき 

いばらきハーモニープラン」（平成 23～27 年度），平成 28（2016）年には「茨城県

男女共同参画基本計画（第３次）」（平成 28～令和２年度）を策定し，様々な分野に

おける施策を総合的に推進してきました。また，平成 30 年 11 月には「活力があり，

県民が日本一幸せな県」を基本理念とする新たな総合計画を策定し，「人権を尊重し，

多様性を認め合う社会」を目指すこととしています。それを受け，平成 31 年には

性的マイノリティへの不当な差別的取扱いの解消を図るため「茨城県男女共同参画

推進条例」の一部改正を行いました。 

令和元（2019）年８月には，県民向けに「茨城県男女の働き方と生活に関する調査」

や企業向けに「茨城県女性活躍推進に関する調査」を実施し，令和３（2021）年３月

新たに「茨城県男女共同参画基本計画（第４次）」が策定されました。 

茨城県男女共同参画基本計画（第４次）の体系 

基本目標Ⅰ あらゆる分野における男女共同参画の推進 

施策の方向性(1) 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

施策の方向性(2) 雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和 

施策の方向性(3) 地域における男女共同参画の推進 

施策の方向性(4) 科学技術・学術における男女共同参画の推進 

基本目標Ⅱ 安全・安心な暮らしの実現 

施策の方向性(1) あらゆる暴力の根絶 

施策の方向性(2) 男女共同参画の視点に立った生活上の困難に対する支援と 

多様性を尊重する環境の整備 

施策の方向性(3) 生涯を通じた健康支援 

施策の方向性(4) 防災・復興における男女共同参画の推進 

基本目標Ⅲ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備 

施策の方向性(1) 男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備 

施策の方向性(2) 教育・メディア等を通じた男女双方の意識改革，理解の促進 
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（３）潮来市の動き 

本市では，平成 11（1999）年 12 月に「潮来市男女共同参画都市宣言」を制定し

ています。平成 15（2003）年３月に「潮来市男女共同参画基本条例」を施行し，平

成 16（2004）年には内閣府共催による「男女共同参画宣言都市奨励事業」を実施して

います。さらに平成 16（2004）年 12 月には，内閣府共催宣言都市奨励事業として，

潮来市第 20 回「女
ひと

・男
ひと

のつどい」20 周年記念として『男女共同参画フォーラム in 融

和のまちいたこ』を開催し，記念式典・講演会等を行いました。また，平成 17（2005）

年 1 月からは，ＤＶ等の男女共同参画総合相談窓口が開設されています。 

平成 19（2007）年３月には，「潮来市男女共同参画基本計画～性別ではなく，その

人らしい生き方が選択できるまちづくり～」を策定し，家庭・学校・地域・職場に

おいて実現すべき姿のほか，国際社会への協調，市民と行政の意識づくり，推進体制

の充実など７つの基本目標を掲げ，政策・方針決定の場における女性の登用率向上，

女性の社会進出に不可欠な子育て支援対策，ＤＶや職場で起こるハラスメントへの

相談窓口の充実等を重点課題とし，男女平等の具体化に向けた事業を展開してきました。 

また，平成 28（2016）年４月には「潮来市における女性職員の活躍の推進に関する

特定事業主行動計画」を策定し，庁内の女性活躍の推進に努めるとともに，近年は

市民の男女共同参画に対する意識向上を目的に，各種イベントにおける講演会やワーク

ショップの開催を積極的に行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「女性議会」模擬議会風景 

男女共同参画基本計画策定委員会協議風景（平成18年） 
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３ 基本計画の基本的な考え方 

（１）計画の位置づけ 

①「潮来市男女共同参画推進条例」に基づく計画であり，男女共同参画の推進に関す

る施策を総合的かつ計画的に推進するため，豊かで活力のある男女参画を目的とし

た計画です。 

 

②「男女共同参画社会基本法」第十四条三項に基づく「市町村男女共同参画計画」で

あるとともに，「配偶者暴力防止法」第二条の三第三項に基づく市町村基本計画及

び「女性活躍推進法」第六条第二項に基づく市町村推進計画を包含しています。 

このため，基本目標２は「潮来市女性活躍推進計画」として，基本目標３の「施策

の方向１ あらゆる暴力を根絶する社会づくり」は「潮来市ＤＶ防止計画」に位置

付けます。 

 

③国及び県の「男女共同参画基本計画」の趣旨を踏まえ策定するとともに，市の最上

位計画である「潮来市第７次総合計画」をはじめ，「第２期潮来市人口ビジョン・

総合戦略」，個別計画の「第２期子ども・子育て支援事業計画」「健康潮来 21」「潮

来市教育振興基本計画」，また，関係法令等との整合性を図りました。 
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潮来市第２期男女共同参画基本計画 

女性活躍推進法 配偶者暴力防止法 

男女共同参画計画 女性活躍推進計画 ＤＶ防止計画 

第 5 次男女共同参画基本計画 潮来市第７次総合計画 

・第２期 子ども・子育て支援事業計画 

・健康潮来 21 

・潮来市教育振興基本計画 

・潮来市地域防災計画 

・潮来市観光振興基本計画  等 

趣旨を踏まえる 整合性を図る 

国 

県 茨城県男女共同参画基本計画

（第４次） 

男女共同参画 

基本法 

第２期潮来市人口ビジョン・総合戦略 

その他関連法等 

●男女雇用機会均等法 

●労働基準法 

●育児・介護休業法 

●少子化社会対策基本法 

●次世代育成支援対策推進法 

●仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・ 

バランス）憲章 

●仕事と生活の調和推進のための行動指針 

●政治分野における男女共同参画推進法 等 

その他関連法等 

●ストーカー規制法 

●リベンジポルノ被害 

防止法 等 

潮来市男女共同 

参画推進条例 
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（２）計画の期間 

令和３（2021）年度から令和 12（2030）年度までの 10 カ年計画とし，令和７（2025）

年度には社会情勢の変化や計画の進捗状況を考慮し，中間見直しを行います。 

令和元 

（2019

） 

２ 

（2020

） 

３ 

（2021

） 

４ 

（2022

） 

５ 

（2023

） 

６ 

（2024

） 

７ 

（2025

） 

８ 

（2026

） 

９ 

（2027

） 

10 

（2028

） 

11 

（2029

） 

12 年度 

（2030

） 

 

（３）計画の策定体制 

① 審議会及び策定委員会による審議 

本計画の策定にあたっては，学識経験者等で構成される「潮来市男女共同参画審議

会」及び庁内組織で構成される「潮来市男女共同参画策定委員会」において，審議等

を行いました。 

 

② アンケート調査の実施 

本計画の策定にあたり参考とするため，アンケート調査を実施しました。 

調査対象者 調査方法 調査期間 標本数 回収数（回収

率） 

潮来市在住の 

18 歳以上の市

民 

郵送配付 

・回収 

令和元年 12 月 16 日 

～令和２年 1 月 17 日 1,500 544（36.3％） 

 

③ 関係各課ヒアリング調査の実施 

男女共同参画に関連する事業等を実施している庁内関係各課から事業の実施状況や

計画の策定に向けた留意事項等を把握するため，ヒアリング調査を実施しました。 

調査対象 調査方法 

 

調査実施日 

関連する庁内 15 課 対面式ヒアリング調査 令和２年６月 30 日・７月１日 

  

潮来市第７次総合計画 

第２期潮来市人口ビジョン・総合戦略 

潮来市第２期男女共同参画基本計画 

潮来市第２期（改定）男女共同参画 
基本計画 

中間 
見直し 
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④ 事業所アンケート調査 

市内事業所における女性活躍推進やワーク・ライフ・バランス等に関する実態把握

を行い，本計画に反映させるため，市内の事業所に対し，アンケート調査を実施しま

した。 

調査対象者 調査方法 調査期間 標本数 回収数（回収

率） 

市内の従業員が 

50人以上の事業所 

訪問配付 

・回収 
令和２年10 月1 日～15 日 33 27（81.8％） 

 

⑤ パブリック・コメントの実施 

本計画に市民の意見を反映させるため，パブリック・コメントを実施しました。 

実施期間 令和２年 12 月中旬～令和３年 1 月中旬 

周知方法 広報いたこ，潮来市ホームページでのお知らせ 

閲覧場所 
潮来市立図書館，市内公民館での計画案冊子の閲覧 

潮来市ホームページでの計画案データの閲覧 

対象者 
市内に在住・在勤・在学の方，市内に事務所又は事業所を有する法人 

その他団体 

提出方法 企画調整課へ直接持参・郵送・FAX・メール 

実施結果 ８名 （９件） 

 

 

  

意見交換を行うとともに，計画策

定や施策推進に必要な提言を行いま

す。 

潮来市男女共同参画審議会 

各課の実施事業の確認や意見交換

を行うとともに，全庁的な施策の調

整等を行います。 

策定委員会 

 

男女共同参画に関する市民意識調査 

関係各課ヒアリング調査 

事業所アンケート調査 

パブリック・コメントの実施 

策定の組織体制 

市議会 市 長 

検討・調整 

意見等 
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（４）計画策定にあたっての視点 

本計画の策定にあたっては，次の４つの視点を持って取り組みます。 

１ 時代の要請に即した計画づくり 

女性活躍推進法やＤＶ防止法など本計画に盛り込むべき法令等の改正や子ども・子

育て支援法，まち・ひと・しごと創生法など，本計画を取り巻く，法令等に対応した

計画づくりを推進します。また，「誰一人取り残さない」という国連で採択された持続

可能な開発目標ＳＤＧｓに掲げる「ジェンダー平等を実現しよう」を目指した計画

づくりを推進します。 

２ 社会の変化に即した計画づくり 

少子・高齢化による人口構造の変化，単独世帯やひとり親世帯の増加など世帯構造

の変化，非正規雇用者の増加など，本計画をめぐる全国的な経済社会情勢の変化への

的確な対応を図ります。また，女性の活躍推進に関する社会の気運の高まりや働き方

改革による長時間労働の是正などを背景に，女性の活躍推進は新たなステージへ進み

つつあります。男女がともに仕事と生活を両立できる暮らしやすい社会の実現に向け

た計画づくりを推進します。 

３ 市民に分かりやすい計画づくり 

市民にとって分かりやすく，行政にとっては効率的かつ計画的な推進が図れるよう，

何を実現していくのかが分かりやすい計画とします。そのため，本計画で実現すべき

３つの基本目標のもと施策の体系化を図りました。 

４ 数値目標の設定により明確な目標を持った計画づくり 

各種統計資料及びアンケート調査結果などを総合的に分析し，数値による明確な目

標を持った計画とします。また，本計画の推進にあたっては，数値目標の進捗を把握

し，ＰＤＣＡサイクルに基づく進行管理等ができる計画とします。 
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４ 男女共同参画の主な課題と方向 

統計データ，アンケート調査結果，施策の取組状況から把握された本計画の主な

課題と方向は，次のとおりです。 

（１）男女共同参画社会実現に向けた意識の醸成 

① 根強く残る性別役割分担意識 

○アンケート調査では，「男は仕事，女は家庭」という考え方について，『同感する

（「同感する」と「どちらかといえば同感する」の合計）』との回答は，女性が 18.6％，

男性が 29.2％であり，固定的な性別役割分担意識が根強いことが分かります。 

○今後も，あらゆる機会を通じて男女がそれぞれの個性を尊重し，多様な生き方を

選択できる社会の実現を目指すことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

『同感
する』

『同感
しない』

23.0 72.1

29.2 65.7

18.6 76.9

同感する

4.8

7.7

2.6

どちらかといえば

同感する

18.2

21.5

16.0

どちらかといえば

同感しない

27.4

21.9

31.3

同感しない

44.7

43.8

45.6

わからない

4.2

4.3

4.2

無回答

0.7

0.9

0.3

（回答者数）

全体 n=544

男性 n=233

女性 n=307

『同感する』 『同感しない』

資料：潮来市男女共同参画アンケート調査（令和元年度）

「男は仕事，女は家庭」という考え方について 
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② 地域や職場への働きかけの強化 

○家庭における夫婦の役割分担については，「夫婦がともに職業をもち，家事・育児は

平等に分担する」が全体で 62.9％，男性で 57.9％，女性で 66.8％と最も多くな

っています。 

○ワーク・ライフ・バランスの実際では，「『家庭生活』または『地域・個人の生活』

と『仕事』を両立している」は，全体で 16.9％，男性で 15.0％，女性で 18.2％

となっています。また，「『仕事』に専念している」と「『家庭生活』または『地

域・個人生活』にも携わりつつ『仕事』を優先している」の合計は，全体で 39.1％，

男性で 51.5％，女性で 29.9％と，男性では半数以上が仕事を優先している状況

がうかがえます。 

○多くの市民は，家族のだれもが，家事・育児・介護等に関わり協力し合う家庭が

望ましいと考えており，その実現に向け，一人ひとりの個人や地域，職場などで

の取組が大切です。 

○特に，女性活躍推進法の観点から事業所への働きかけを強化していくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

62.9 

57.9 

66.8 

8.8 

12.0 

6.5 

7.4 

10.7 

4.9 

8.1 

7.3 

8.5 

8.3 

8.6 

8.1 

4.6 

3.4 

5.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体
n=544

男性
n=233

女性
n=307

夫婦がともに職業をもち，家事・育児は平等に分担する

夫婦がともに職業をもち，家事・育児は主に妻がする

夫婦がともに職業をもち，家事・育児は主に夫がする

夫が職業をもち，妻は家事・育児をする

妻が職業をもち，夫は家事・育児をする

どちらかが職業をもち，家事・育児は平等に分担する

その他

無回答

資料：潮来市男女共同参画アンケート調査（令和元年度）

家庭における夫婦の役割分担 
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③ 市の取組の情報発信の強化 

○男女共同参画に関する事項の周知度を見ると，全体で「知らない」が最も多いの

は「潮来市男女共同参画推進条例」の 70.4％であり，続いて「潮来市男女共同参

画基本計画」66.7％となっています。このように，潮来市の男女共同参画に関

する市民の認知度は低くなっています。今後は，潮来市の取組のＰＲなど市民に

とって分かりやすい情報発信の強化をしていくことが必要です。 

  
男女共同参画に関する事項の周知度 

0.9 

0.7 

24.6 

20.0 

66.7 

70.4 

7.7 

8.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

潮来市男女共同参画

基本計画

潮来市男女共同参画

推進条例

内容を知っている 聞いたことはある 知らない 無回答

n=544

資料：潮来市男女共同参画アンケート調査（令和元年度）

男女共同参画啓発事業（講演会場） 

男女共同参画啓発事業（リーフレット，イベント会場） 

17



 

 

④ 男女共同参画がより一層進んだ学校づくり 

○学校教育の場における男女の地位の平等に対する意識では，「平等」との回答が

全体で 40.4％，男性が 40.8％，女性が 40.1％と最も多くなっています。これは，

家庭生活や職場，政治の場などの設問９項目の中では最も高い数字となっており，

学校教育の場では男女平等が進みつつある状況がうかがえます。 

○学校教育の場においては，一定の男女平等が実現されていますが，引き続き，

より一層の男女共同参画の視点に立った教育が推進されることが望まれます。 

⑤ 目に見えない仕組みやしきたりへの取組強化 

○町内会，自治会などの住民組織の場，地域活動の場，社会通念・慣習・しきたり

などに関する男女の地位の平等に対する意識は，いずれも『男性が優遇（「男性

の方が優遇」と「どちらかといえば男性の方が優遇」との合計）』との回答が半

数を超えています。 

○今後，市民一人ひとりに男女共同参画意識が浸透し，家庭における男女共同参画

が進んだとしても，個人や家庭を取り巻く地域の環境が変化しない限り，それぞれ

の「生きづらさ」は解消できません。 

○法律や制度など「目に見える」事柄における男女共同参画の推進だけではなく，

「目に見えない」社会通念やしきたりなどにも配慮していくことが重要です。 

 

  

17.8 

17.3 

3.7 
35.8 

22.4 

14.9 

21.7 

12.1 

17.1 

31.3 

41.4 

15.8 

33.8 

37.5 

33.1 

41.4 

30.0 

44.9 

15.3 

19.3 

40.4 

9.2 

13.8 

21.3 

11.8 

28.3 

12.5 

11.2 

4.2 

4.8 

1.1 

1.8 

3.7 

2.2 

2.8 

2.6 

8.8 

1.1 

1.1 

0.0 

0.7 

0.9 

1.1 

0.7 

0.7 

9.0 

9.0 

24.8 

12.9 

17.6 

18.4 

14.0 

18.8 

15.4 

6.6 

7.7 

9.4 

7.2 

6.1 

7.7 

7.9 

7.4 

6.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

家庭生活（育児・家事など）

職場

学校教育の場

政治の場

町内会，自治会などの住民組織

地域活動

社会通念，慣習，しきたりなど

法律や制度

社会全体

男性の

方が優遇

どちらかと

いえば男性の

方が優遇

平等 どちらかと

いえば女性の

方が優遇

女性の

方が優遇

わからない 無回答

n=544

資料：潮来市男女共同参画アンケート調査（令和元年度）

分野別の男女の地位の平等に対する意識 
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（２）ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現 

① 子育てや介護環境の整備 

○男女共同参画について，潮来市が今後力を入れていくべきものとしては，「男女

がともに働きやすくなるよう，保育や介護の支援を充実する」が，全体で 61.2％

と最も多く，続いて「企業や経営者に対し，育児・介護休業制度や男女が働きや

すい環境に対する理解を進める」が 47.4％など，保育や介護支援，休業制度等の

充実へのニーズが高くなっています。 

○子育てや介護の環境整備については，取組が充実しつつあります。この流れを

一層加速するとともに，男女共同参画の視点から制度の充実を促進していくこと

が必要です。 

② 男性の家事・育児への参画の促進 

○男女の生き方や家庭生活の考え方として「男性も家事・育児に積極的に参加すべ

きである」に対し「そう思う」は，女性の 60.9％に対し，男性は 45.1％にとどま

ります。長時間労働を見直すとともに，家族と触れ合う時間を増やし，男性の家

事・育児への参画を促進することが必要です。 

 

   

61.2 

47.4 

31.1 

22.1 

16.0 

55.4 

48.1 

37.3 

24.0 

19.3 

66.1 

47.6 

26.4 

20.5 

13.4 

0 10 20 30 40 50 60 70

男女がともに働きやすくなるよう，保育や介護の支援を

充実する

企業や経営者に対し，育児・介護休業制度や男女が働き

やすい環境に対する理解を進める

広報紙やホームページなどを通して，男女共同参画に

関する意識啓発・ＰＲを充実する

学校教育や生涯学習の中で，男女平等の教育の

取り組みを進める

市の政策や方針決定過程に女性を積極的に登用する

全体 n=544

男性 n=233

女性 n=307

（％）

資料：潮来市男女共同参画アンケート調査（令和元年度）

男女共同参画について，潮来市が今後力を入れていくべきもの（上位５項目） 
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（３）女性活躍推進の環境づくり 

① 職場づくりへの支援 

○男性も女性も働きやすい社会を目指すために必要なこととして，男女ともに

「育児・介護休暇を取得しやすい環境の整備」「保育や介護の施設・サービスの

充実」「時間外勤務を減らすなど，労働時間の短縮を促進」「有給休暇の利用促進」

が上位にあげられています。 

○女性の就業率が上昇するとともに，共働き世帯が増加しています。多くの家庭で

は家事・育児負担が女性に偏っており，男性の平日の家事・育児時間は少ないの

が現状ですが，これは男性の長時間労働に問題の一因があると考えられます。 

 ワーク・ライフ・バランスを推進することで，仕事だけではなく生活も充実し，

人生が豊かになるとともに，家族にとっても暮らしの充実につながります。 

○引き続き，介護や子育てに関する施策の充実を図るとともに，育児・介護休暇取得

促進，有給休暇の取得促進など，ワーク・ライフ・バランスに配慮し，さらに

男性の家庭・地域への参画を可能にする職場環境の改善に向けた取組や男女共同

参画へ意義の理解促進，企業の男性管理職等の意識啓発の促進についても求めら

れています。 

② 職場の現状に対応した多様な啓発 

○職場で男女の地位が平等でないと思うことについては，男女ともに「賃金，昇進，

昇格」が約３割と多くあげられていますが，男性では「性別で職務内容を固定的

に分ける」や「仕事に対する責任の求められ方」についても３割台であるなど，

女性の回答（いずれも約１割）を大きく上回っています。 

○職場のあり方は多様であり，それぞれが対応策を検討していく必要があります。

また，労働の場における機会と待遇の平等を確保するとともに，ライフスタイル

やライフステージに応じて多様な働き方を選択できるよう，職場での男女共同

参画の推進が求められています。 

 

  
33.1 

22.2 

19.8 

19.4 

14.5 

30.1 

22.3 

33.0 

31.1 

18.4 

34.7 

21.5 

10.4 

10.4 

11.8 

0 10 20 30 40

賃金，昇進，昇格

能力の評価

性別で職務内容を固定的に分ける

仕事に対する責任の求められ方

休暇の取得のしやすさ

全体 n=248

男性 n=103

女性 n=144

（％）

資料：潮来市男女共同参画アンケート調査（令和元年度）

職場で男女の地位が平等でないと思うこと（上位５項目） 
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（４）ＤＶ被害防止に向けて 

① ＤＶ相談体制の強化 

○ＤＶを受けた経験は「ある」が女性で 16.3％，男性で 7.3％であり，令和元年度

の県の意識調査（女性 15.6％，男性 3.5％）を上回る結果となっています。 

○ＤＶを受けた経験のある人でどこかに「相談した」人はそのうちの２割にとどまり，

「相談したかったが，できなかった」が約３割となっています。 

○ＤＶを受けながらも，相談できなかった・相談しようと思わなかった理由は，

「相談しても無駄だと思ったから」が約５割で最も多く，続いて「自分さえ我慢

すればよいと思ったから」「相談するほどのことではないと思った」などの順と

なっています。また，男性に比べ女性で「誰（どこ）に相談してよいのかわから

なかったから」との回答が多くなっています。 

○潮来市では，地域や職場等における性差別等の人権問題，ＤＶ等の問題について

の相談に応じる潮来市男女共同参画総合窓口を開設していますが，相談窓口を

「知っている」人は男女ともに１割台前半にとどまっており，潮来市における

ＤＶ相談窓口の周知することが必要です。 

○また，被害者が安心して相談することができ，適切な対応をとれるよう，ＤＶに

関する相談体制の強化と関連機関等との連携を図ることが必要です。 

 

 

  
ある（あった）

12.3

7.3

16.3

10.3

3.5

15.6

ない

84.2

89.7

80.8

79.5

85.3

75.0

わからない

4.0

5.0

3.2

無回答

3.5

3.0

2.9

6.2

6.2

6.3

潮来市 全体n=544

男性n=233

女性n=307

茨城県 全体n=1,383

男性n=599

女性n=784

※県調査は，「ある（あった）」ではなく「ある」と表現，選択肢「わからない」は市調査では設定なし。

（％）

資料：潮来市男女共同参画アンケート調査（令和元年度）

ＤＶを受けた経験（県調査との比較） 
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（５）防災への男女共同参画の視点 

① 防災体制の強化 

○大雨・台風や地震等，毎年のように発生する大規模な災害により，市民の防災へ

の関心は高まっています。国においては，防災・復興対策に男女共同参画の視点

を取り入れる取組が進められています。 

○災害時の避難所における男女共同参画について必要なこととしては，「男女別の

トイレや洗濯干し場，授乳室の設置など，避難者のニーズに配慮すること」が

７割台と最も多く，次いで「男性及び女性が抱えたそれぞれの悩みや，避難生活

上の問題を受け付ける窓口を設置すること」「避難所の運営，方針決定などに

おいて，男性と女性がともに参加すること」の順となっています。 

○男女共同参画の視点に立った防災対策において重要なこととして，「備蓄品に

ついて女性，乳幼児，介護が必要な人，障がい者などの視点を取り入れる」が

約９割と最も多く，次いで「女性も男性も防災組織や防災研修会に参加するよう

努める」が約８割，「避難所の運営マニュアルに男女共同参画の視点を取り入れ

る」が７割の順となっています。 

○潮来市では女性消防団員の確保・育成を進めており，災害時における女性団員の

役割を明確にしていく必要があります。また，防災訓練実施時における啓発等に

は力を入れていますが，女性の参加が少ないのが現状です。 

○高齢者や障がい者，妊婦や乳幼児などの配慮が必要な人への防災対策の推進

を通して，すべての市民が生涯にわたって安心安全に暮らすことのできる環境づく

りを進める必要があります。また，防災分野における意思決定の場への女性の参

画が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.7 

62.9 

57.2 

28.9 

73.8 

57.1 

61.8 

31.3 

79.2 

67.8 

54.1 

26.7 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

男女別トイレや洗濯干場，授乳室の設置など，

避難者のニーズに配慮すること

男性及び女性が抱えたそれぞれの悩みや，避難生活上

の問題を受け付ける窓口を設置すること

避難所の運営，方針決定などにおいて，

男性と女性がともに参加すること

女性は炊き出し，男性は力仕事といった固定的な

役割分担をなくすこと

全体 n=544

男性 n=233

女性 n=307

（％）

資料：潮来市男女共同参画アンケート調査（令和元年度）

避難所における男女共同参画（上位４項目） 
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第２章 

計画のめざす姿 
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１ 将来像 

第１期計画においては，基本理念を「男女
ひ と

にやさしいあったかいまち いたこ」と

定め，この理念に基づいて男女共同参画社会の実現に向け，様々な施策を推進して

きました。本計画においては，第１期計画の基本理念を踏まえつつ，令和元（2019）

年に策定した潮来市第７次総合計画の将来都市像などを踏まえ，本計画のめざす将来

像として，次を掲げます。 

 

男女ともに支え合い みんなが活躍できるまち いたこ 

 

男だから，女だからという性別に縛られず，一人ひとりの個性と能力を十分に発揮し， 

みんなが生き生きと活躍できるまちを目指します。 

 

 

 

２ 基本理念 

基本理念については，「潮来市男女共同参画推進条例」に掲げる基本理念の実現を

目指します。 

～性別ではなく，その人らしい生き方ができるまちづくり～ 

アンケート調査では，「男だから，女だから」という決めつけが，その人の可能性を閉

じ込めてしまうという考えに同意する人が，男女とも８割以上という結果となっていま

す。その一方で，「男は仕事，女は家庭」という考えに同感する人もいることが分かりま

した。 

潮来市第２期男女共同参画基本計画においては，「性別」よりも「個性」が尊重され，

すべての人々が生き生きと暮らせることを最も大切にしていくこととします。 
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３ 基本目標 

第１期計画においては，基本理念，基本的視点を踏まえ，７つの基本目標を掲げ，

施策を推進してきました。本計画では，目指すまちの実現に向け，潮来市の男女共同

参画基本条例の基本理念に基づき，市民に分かりやすい計画とすることを主眼に３つ

の基本目標を掲げ，目標の実現に向け施策の方向を組み立て施策につなげています。 

 

基本目標１ 男女平等の意識を育む社会づくり 

男女共同参画社会の実現を目指し，性別により差別されることなく，個人としての

尊厳が重んじられ，誰もが個性及び能力を発揮する機会が確保されるよう，男女共同

参画について理解を深める教育や意識啓発を推進します。 

また，男女ともにお互いを認め合い，尊重し合う意識を持つことができるよう，

幼少期から人権尊重を基盤に男女平等を推進するとともに，家庭や地域，職場において，

誰もが自分らしく生きることができるよう，男女共同参画に対する正しい理解に向け

た普及啓発を図り，国際社会と協調した男女共同参画を推進します。 

 

基本目標２ 誰もがもっと活躍できる環境づくり 

「女性活躍推進法」第六条第二項に基づく「潮来市女性活躍推進計画」と位置付け，

男女がともに，あらゆる分野において活躍することができるよう，ワーク・ライフ・

バランス（仕事と生活の調和）を推進します。仕事だけではなく，家庭や地域活動へ

参画する時間を確保するなど，充実した豊かな生活を過ごすことができる環境を整備

します。職場においては，男女間格差の解消や労働条件の改善など，企業に対する

男女共同参画への取組を促進します。また，働く場における女性活躍とともに，政策・

方針決定の場，地域活動等への女性参画を促進します。 

 

基本目標３ 誰もが安心して暮らすまちづくり 

施策の方向１を「配偶者暴力防止法」第二条の三第三項に基づく「潮来市ＤＶ防止

計画」に位置付け，ＤＶをはじめとする重大な人権侵害である暴力の根絶に向けた

啓発活動を様々な機会を通じて推進するとともに，関係機関と連携し，ＤＶ被害者の

支援と相談体制の充実に取り組みます。また，健康づくりや防災など安心して暮らせ

るまちづくりを推進します。  
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４ 計画の体系 
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（１）男女共同参画の理解促進 

（２）メディアにおける男女の人権尊重 

（３）人権と性の尊重意識の醸成 

１ あらゆる暴力を根絶する 

社会づくり 

施策の方向 施 策 

（１）家庭における男女平等意識の醸成 

（２）男女平等を推進する教育の推進 

（３）国際理解と国際交流の推進 

（１）ワーク・ライフ・バランスの普及・啓発 

（２）子育て・介護サービスの充実 

（３）男性の家事・育児・介護への参画促進 

（１）雇用における男女の均等な機会と公平な待遇の確保 

（２）男女の能力が活かせる職場環境 

（３）農業・自営業におけるパートナーシップの促進 

（４）女性のチャレンジ支援 

（１）政策決定への男女共同参画の促進 

（２）企業や団体の方針決定への男女共同参画の促進 

（３）地域活動での方針決定への男女共同参画の促進 

（１）地域活動への男女共同参画の促進 

（２）団体活動への男女共同参画の促進 

（１）あらゆる暴力の根絶に向けた啓発の強化 

（２）ＤＶ被害者の相談・保護・支援の推進 

（１）女性の健康保持・増進 

（２）生活上様々な困難を抱える人への支援 

（１）防災分野における男女共同参画 

（２）避難所運営における配慮 

２ 健康で安心して暮らせる 

社会づくり 

３ 防災分野における 

男女共同参画 

潮来市ＤＶ防止計画 

４ 誰もが参画し活躍できる 

地域づくり 

３ 政策・方針決定への 

女性参画 

２ 働きやすい職場環境の 

整備促進 

１ ワーク・ライフ・バランスの 

環境づくり 

２ 子どもの頃からの 

平等意識の醸成 

１ 男女共同参画の普及啓発 

と学習の推進 

潮来市女性活躍推進計画 
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第２章 計画のめざす姿

 

 

第３章 

計画の内容 
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基本目標１  男女平等の意識を育む社会づくり 

【現状と課題】 

●市民アンケート調査では，「男は仕事，女は家庭」という考え方に『同感する』

（「同感する」と「どちらかといえば同感する」の合計）割合は，女性に比べ男性で

多くなっています。また，性・年代別でみると，男性の 70 歳代で 41.9%，男性の 40

歳代で 28.0％，男女ともに 30 歳代で各 25.0％，28.0％など，高齢男性と子育て世

代で『同感する』割合が多い傾向にあることから，ライフステージに応じた意識

啓発が求められています。 

●分野別の男女の地位の平等について，「社会全体」では 62.0％，「社会通通念，慣

習，しきたり」では 63.1％の人が『男性が優遇』（「男性が優遇」と「どちらかと

いえば男性が優遇」の合計）と回答しています。一方で，「学校教育の場」では 19.5％

にとどまるなど，分野により男女平等に差があることが分かります。 

●市の取組について，「潮来市男女共同参画推進条例」や「潮来市男女共同参画基本

計画」を「知らない」人は６割を超えているなど，市民に関心を持ってもらえるよ

うな男女共同参画の広報・啓発活動が求められています。 

●インターネットやＳＮＳ※等のメディアの急速な普及により，各メディアから膨大な

情報が発信されています。情報の中には誤った情報や人権侵害につながる情報も

含まれていることから，個人が情報を主体的に読み解き活用する力（メディアリテ

ラシー※）を身につけるとともに，他者の人権を侵害することがないように配慮する

必要があります。また，そうしたメディアを使わない人に対しては，楽しく便利な

ものとして安全に活用できるよう，支援が必要です。 

  

 
ＳＮＳ／「Social Networking Service」の略で，インターネットを介して人間関係を構築できるスマートフォン・パソコ

ン用のサービスの総称。 

メディアリテラシー／インターネットやテレビ，新聞などのメディア（媒体）を使いこなし，メディアの伝える情報を

理解する能力。また，メディアからの情報を見きわめる能力のこと。 
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【施策の方向性】 

●固定的な性別役割分担意識を是正し，女性も男性も性別に関わりなく個人として尊

重された生き方の理解を深めることができるよう，男女共同参画の正しい理解の普

及啓発と学習を推進します。 

●固定的な性別役割分担意識の是正や社会全体における男女平等を実現するためには，

幼少期から家庭教育や学校教育の中で学習することが重要であることから，毎日の

生活の中で自然と男女共同参画の視点を身につけることができるような教育・保育

を推進します。また，国際理解を促進するため，学校における国際理解教育の実施

や国際交流の機会の提供，男女共同参画の国際的な動向に関する情報の収集と提供

に努めます。 

 

〈 成果指標 〉 

指標 
現状値 

（令和元年
度） 

目 標 
（令和７年

度） 

「男は仕事，女は家庭」という考え方に『同感しない』人の 

（「同感しない」と「どちらかといえば同感しない」の合計）割合 

男性 65.7％ 

女性 76.9% 

男性 70.0% 

女性 80.0% 

潮来市男女共同参画基本計画の「内容を知っている」人の
割合 

0.9％ 20％ 

教育現場における役職者（校長・教頭）に占める女性の 
割合 25.0％ 

25％ 
を維持 
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施策の方向１ 男女共同参画の普及啓発と学習の推進 

（１）男女共同参画の理解促進 

市の広報紙やホームページ，国や県が作成するパンフレットなど，様々な媒体を

活用した情報提供や啓発イベント，講座などの意識啓発の機会を設けるなど，男女

共同参画への理解を促進します。 

 

主要事業 担当課 

①市広報紙・ホームページ・パンフレットによる啓発 企画調整課 

②啓発イベント，講座などによる啓発 企画調整課 

③市民意識調査の実施 企画調整課 

④学習相談窓口の充実 生涯学習課 

 

 

固定的な性別役割分担意識 

「男性は仕事，女性は家庭」のように，男女ははじめからその役割が異なり，生き方

があらかじめ決まっているという考え方や，それに沿った役割を期待することをいい

ます。 

女性の社会進出や夫婦共働きが多くなった近年では，「男性は仕事，女性は家庭と仕

事」という女性の二重負担の現実も生まれ，より一層女性の負担が増加し，男女の自由

な生き方を妨げる原因となっていることから，解消を図っていく必要があります。 

 

 

（２）メディアにおける男女の人権尊重 

個人がメディアにおける情報を主体的に読み解き発信する力を身につけるとともに，

インターネットやＳＮＳ等により人権侵害が起こらないよう，メディアリテラシーの

向上を支援します。また，市のホームページや市が作成する広報や刊行物等における情

報発信を行う際は，性別による固定観念にとらわれない表現に配慮します。 

 

主要事業 担当課 

①メディアリテラシー向上のための学習や啓発 
秘書課 

企画調整課 

②市が作成する広報や刊行物等における性別にとらわれない表現の 

普及 

秘書課 

企画調整課 
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（３）人権と性の尊重意識の醸成 

市民が人権や性を尊重し合うことができるよう，正しい知識を深めるとともに，

家庭や学校，地域，職場など，あらゆる場を通して性別や人権に関わるハラスメント
※の防止，多様な性への理解など様々な分野の人権意識の醸成を図ります。 

 

主要事業 担当課 

①人権や性に関する学習機会の充実 
生涯学習課 

学校教育課 

②発育段階に応じた性教育の充実 

学校教育課 

かすみ保健 

福祉センター 

③各種ハラスメント研修等の実施 総務課 

④多様な性に対する正しい理解を促すための研修等の実施 総務課 

⑤性に関する悩みへの相談体制の整備 

学校教育課 

かすみ保健 

福祉センター 

 

 

性の多様性 

「世の中は，男と女だけで，異性を好きになることが普通」とされている社会におい

て，性的少数者（セクシュアル・マイノリティ）と呼ばれる方々は，様々な「生きづら

さ」を抱えています。からだの性と心の性（性自認）が異なるトランスジェンダーは，

「性別取扱い特例法（平成 15 年）」により認知されるようになりましたが，外見と公

的書類の性別が異なるため，採用，昇進の際に不利に扱われることもあります。 

同性を好きになったり，自分の心の性とからだの性が一致しなかったり，セクシュ

アリティは，みなそれぞれです。誰もが社会の中で生き生きと暮らせるようになるこ

とが大切です。 

 

 

  

 
ハラスメント／ハラスメントとは，相手の意に反する行為によって不快な感情を抱かせることであり，「嫌がらせ」を指

す。行為者がどう思っているのかは関係なく，相手が不快な感情を抱けばハラスメントに該当する。職場におけるハラス

メントとしては，相手の意に反する性的言動によって，働く上で不利益を被ったり，「性的な言動」によって就業環境が

妨げられるセクシュアル・ハラスメント，「優越的な関係を背景とした言動」であり「業務上必要かつ相当な範囲を超え

たもの」により，労働者の就業環境が害されるパワー・ハラスメント，妊娠・出産・育児休業等に際して，上司・同僚か

らの言動により，妊娠・出産した女性労働者や育児休業・介護休業等を申出・取得した男女労働者の就業環境が害される

マタニティ・ハラスメントやパタニティ・ハラスメントなどがある。 
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施策の方向２ 子どもの頃からの平等意識の醸成 

（１）家庭における男女平等意識の醸成 

家庭においては，「男は仕事，女は家庭」や「男は男らしく」という考え方に代表

される固定的な性別役割分担意識の払拭を促進するとともに，家庭教育学級などを

通して保護者に対する啓発に努めます。 

 

主要事業 担当課 

①家庭教育学級による啓発 

生涯学習課 

かすみ保健 

福祉センター 

学校教育課 

 

 

（２）男女平等を推進する教育の推進 

道徳教育や人権教育を通して，子どもたちが互いに認め合い，協力し，高め合う

教育を推進します。また，教職員等が男女共同参画の視点に立った教育についても

推進します。 

 

主要事業 担当課 

①道徳教育，人権教育の充実 学校教育課 

②性別にとらわれない教育の推進 学校教育課 

③人権の尊重及び男女平等に配慮した教育・保育，教職員向け人権・ 

男女平等意識研修の実施 

子育て支援課

学校教育課 

 

  

性的マイノリティに関する講演会 男女共同参画啓発事業（紙芝居） 
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（３）国際理解と国際交流の推進 

子ども達が将来，世界で活躍できる国際感覚を養えるよう，国際理解教育を推進

するとともに，市民が異文化を理解し，交流する機会を提供します。また，国際的に

広い視野を持って男女共同参画に関する情報の収集と提供に努めます。 

 

主要事業 担当課 

①学校における国際理解教育の推進 学校教育課 

②国際交流活動の促進 観光商工課 

③ＳＤＧｓ情報の収集と広報 企画調整課 

④国際事例の情報収集と広報 企画調整課 

 

 

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標） 

2015（平成 27）年，ニューヨークで開催された国連サミットで採択された 2030（令

和 12）年を年限とする国際目標ですが，その前文に「すべての人の人権を実現し，ジ

ェンダー平等とすべての女性と女児の能力強化を達成することを目指す」と明記され

ています。また，17 の目標（ゴール）のうち，目標５に「ジェンダー平等を実現しよ

う」を掲げ，ジェンダーの平等を達成し，すべての女性と女児のエンパワーメントを図

るとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国際連合広報センターホームページ 

  

SDGｓの 17 のゴールのロゴマークと 

ゴール５「ジェンダー平等を実現しよう」のロゴマーク 
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基本目標２ 誰もがもっと活躍できる環境づくり 

 

【現状と課題】 

●男性が家事・育児等に参加するために必要なこととしては，「家事などの役割分担

について，夫婦や家族間で話し合い，協力すること」との回答が６割を超え多くな

っています。 

●女性の働き方について，男性は「出産・育児期間は職業を持たず，子どもが成長し

たら再び職業を持つ」，女性は「結婚，出産，育児等にかかわらず，職業を持ち続け

る方がよい」を最も多くあげるなど，男女で考え方に差が見られます。 

●潮来市においても，全国的な傾向と同様に非正規雇用は男性に比べ女性で多く，

子育て世代にあたる 20～30 歳代の女性では，労働力人口のうち働く意思がある人の

割合（労働力率）に対し，実際に働いている人の割合（就業率）が低くなっています。 

●男性も女性も働きやすい社会をつくるために必要なこととして，男性では「労働時間の

短縮を促進」，女性では「保育や介護の施設・サービスの充実」が特に多くなって

います。 

●事業所アンケート調査では，今後の女性の管理職の登用について 63.0％（17 社）が

「能力や経験に応じて登用していく予定である」，11.1％（３社）が「積極的に登用

していく予定である」と回答し，女性従業員を積極的に活用するための取組として

は，「性別に関わらず，働きやすい職場環境づくりに取り組んでいる」が 81.5％（22

社）で最も多くあげられています。 

●男女の地位の平等について『男性が優遇』との回答は，「政治の場」や「町内会，自

治会などの住民組織」で５割を超えるなど，男女平等が図られていない状況がう

かがえます。また，女性又は男性の人権が尊重されていないと感じるものとして，

男女ともに「冠婚葬祭や地域のつきあいに残る習慣やしきたり」との回答が最も

多くなっています。 

  

【潮来市女性活躍推進計画】 
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【施策の方向性】 

●市民一人ひとりが仕事や家庭，地域での活動について，バランスを取りながら実践

することができるよう，ワーク・ライフ・バランスの普及・啓発を図るとともに，

子育て支援，介護支援サービスの充実，男性の家事・育児への参画を促進します。 

●雇用の場における男女の均等な機会や処遇が確保されるよう企業の啓発に努めると

ともに，意欲ある男女がその能力を活かすことのできる職場環境づくりを促進しま

す。また，自営業における女性の労働に対する適正評価と経営への主体的な参画を

促進します。さらに多様な分野での女性のチャレンジを支援します。 

●様々な分野で多様な個性や価値観を持つ人材を活かすことが重要な課題となって

います。行政，就労，地域活動等における女性の積極的な参画を促進し，政策・

方針決定過程における女性活躍を促進します。 

●人口減少が進み，地域活動の担い手不足による地域コミュニティ機能の低下が懸念

される中，将来にわたって持続可能な地域社会を構築していくことができるよう，

女性の参画と活躍を推進します。 

 

〈 成果指標 〉 

指標 
現状値 

（令和元年
度） 

目 標 
（令和７年

度） 

市の男性職員の育児休業取得率 20.0％ 
20％以上を 

維持 

市における子育ての環境や支援の満足度【満足度４と５（高い）

の合計】（子ども・子育て支援ニーズ調査） 
11.4％ 20％ 

ワーク・ライフ・バランスの実際において 

「『家庭生活』または『地域・個人の生活』と『仕事』を 

両立している」と回答した人の割合 

16.9% 40% 

市の審議会等委員に占める女性の割合 26.6％ 30％以上 

管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 12.0％ 30％以上 

区長に占める女性の割合 ０％ 
３％ 

（２人） 
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施策の方向１ ワーク・ライフ・バランスの環境づくり 

（１）ワーク・ライフ・バランスの普及・啓発 

市民や事業所等への情報提供や意識啓発に努め，市民一人ひとりがワーク・ライフ・

バランスについて考えるきっかけづくりを推進するとともに，事業所等においては，

ワーク・ライフ・バランスの実現が有能な人材確保や生産性向上につながるものとして

周知を図ります。 

 

主要事業 担当課 

①ワーク・ライフ・バランスに関する講座等の実施 
企画調整課 

観光商工課 

②事業所等に対する広報・啓発 観光商工課 

③企業への育児・介護休業制度の啓発 観光商工課 

④ワーク・ライフ・バランスのモデル事業所としての市役所の取組 総務課 

⑤特定事業主行動計画の推進 総務課 

 

 

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス） 

平成 19 年 12 月に策定され，その後の社会経済情勢の変化や施策の進展を受けて，

平成 22 年６月に見直された内閣府の「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

憲章」では，仕事と生活の調和が実現した社会とは「国民一人ひとりがやりがいや充実

感を感じながら働き，仕事上の責任を果たすとともに，家庭や地域生活などにおいて

も，子育て期，中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現でき

る社会」とされています。 

 

  

職員研修 
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（２）子育て・介護サービスの充実 

家庭生活と仕事の両立における負担の軽減を図るため，保育・子育て支援，介護や

福祉サービスの充実に努め，ワーク・ライフ・バランスの実現を支援します。 

 

主要事業 担当課 

①子育てに関する情報提供と相談体制の充実 

子育て支援課 

かすみ保健 

福祉センター 

②学童保育（放課後児童クラブ）の充実 子育て支援課 

③多様なニーズに対応した保育の充実 子育て支援課 

④市民ボランティア等を活用した子育て事業の拡充 子育て支援課 

⑤地域包括支援センターにおける相談体制の充実 高齢福祉課 

 

 

（３）男性の家事・育児・介護への参画促進 

男性の家事・育児・介護への参画促進を図るため，男性の意識改革を促進すると

ともに，男性向けの講座の実施や情報提供などを図ります。 

 

主要事業 担当課 

①男性の育児・介護等に関する講座等への参加促進 

子育て支援課 

企画調整課 

生涯学習課 

かすみ保健 

福祉センター 

高齢福祉課 

②男性の育児・介護休業取得の促進に向けた啓発 
総務課 

観光商工課 

 

 

  

父親子育て応援事業（お菓子の家作り） 
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施策の方向２ 働きやすい職場環境の整備促進 

（１）雇用における男女の均等な機会と公平な待遇の確保 

企業に対し，募集・採用，配置・昇進等における性別を理由とする差別の禁止，

ハラスメント防止対策の措置の義務付け等，「男女雇用機会均等法」をはじめとする

労働に関連する法令等が順守されるよう，関係機関と連携した普及啓発を図ります。 

 

主要事業 担当課 

①企業への女性の雇用と労働条件向上に関する広報・啓発 観光商工課 

②商工会と連携した企業向け研修，講座の開催 観光商工課 

③市民や企業に向けたセクシュアル・ハラスメント等，各種ハラスメ

ントの防止に向けた啓発 
観光商工課 

 

 

 

「男女雇用機会均等法」の改正 

昭和 61 年に施行された「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に

関する法律」の通称で，募集・採用，配置・昇進等の雇用管理の各ステージにおける性別

を理由とする差別の禁止や婚姻，妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等が

定められています。 

現在までに３度の改正が行われていますが，新たに令和２年６月から改正法が施行

され，職場におけるセクシュアル・ハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハ

ラスメント防止対策が強化されるとともに，パワー・ハラスメント防止措置が事業主

の義務とされました。（中小事業主は，令和４年４月より義務化） 
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（２）男女の能力が活かせる職場環境 

意欲ある男女がその能力を十分に発揮できるよう，育児・介護休業や短時間勤務，

フレックスタイム制※，テレワーク※など，多様な働き方を選択できる就業環境の整備

に向けた企業の取組を支援します。 

 

主要事業 担当課 

①一般事業主行動計画の策定促進 観光商工課 

②助成制度の周知促進 観光商工課 

③多様な働き方に関する情報提供と環境整備に向けた支援 観光商工課 

④商工会と連携した企業向け研修，講座の開催（再掲） 観光商工課 

 

（３）農業・自営業におけるパートナーシップ※の促進 

農業や商工自営業における適切な労働時間や休日の確保，適正な労働報酬の確保等

の就業条件の整備促進に努めるとともに，女性の主体的な経営参画を促進します。 

 

主要事業 担当課 

①家族経営協定※の締結に向けた意識改革の促進 農政課 

②商工会と連携した商工自営業経営者への研修会の実施 観光商工課 

 

 

「女性活躍推進法」の制定 

2015年８月，女性の採用・登用・能力開発等のための事業主行動計画の策定を事業

主に義務付ける「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」

が成立し，同年９月４日に公布・施行されました。 

これにより，国，地方公共団体，常時雇用する労働者が301人以上の事業主は，女性

の活躍に関する状況把握・分析を踏まえ，目標や取組内容等を内容とする「事業主行動

計画」を策定・公表することが義務付けられ（2022年４月からは労働者101人以上に拡

大），我が国の男女共同参画社会の実現に向けた，新たな段階に入りました。 

 
フレックスタイム制／労働者が日々の始業・終業時刻，労働時間を自ら決めることによって，生活と業務との調和を図り

ながら効率的に働くことができる制度。 

テレワーク／情報通信技術（ICT）を活用した時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方のこと。Tel（離れて）と Work

（仕事）を組み合わせた造語であり，本拠地のオフィスから離れた場所で，ICT をつかって仕事をすることを意味する。 

パートナーシップ／「協力関係」や「提携」を意味する言葉。ここでは，世代間や夫婦間（男女）で，農業や商工業に

従事する構成員が皆で相互に責任ある経営参画を果たし，各人が共同経営者の立場を確立することを指す。 

家族経営協定／家族で取り組む農業経営について，経営の方針や家族一人ひとりの役割，就業条件・就業環境について

家族みんなで話し合いながら取り決める協定。この協定を結ぶことにより，認定農業者制度や農業者年金等の対象となる

ことができる。 
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（４）女性のチャレンジ支援 

企業のあらゆる事業活動に女性が参画できるよう，企業における女性を対象とした

人材育成の取組を支援するとともに，女性の再就業支援や起業に対する支援を拡充

します。 

 

主要事業 担当課 

①女性の参画が進んでいない分野への女性就業に関する情報発信 
観光商工課 

企画調整課 

②ハローワークとの連携による女性の就業・再就業の支援 

観光商工課 

企画調整課 

社会福祉課 

③商工会と連携した女性起業支援と制度の周知 観光商工課 

④公共調達における男女共同参画の推進 財政課 

⑤女性向けコワーキングスペース※活用の促進 観光商工課 

⑥起業ビジネスプラン塾における女性向けセミナーの実施 観光商工課 

 

  

 
コワーキングスペース／コワーキング（Co-working）とは，事務所スペース，会議室，打ち合わせスペースなどを共有

しながら独立した仕事を行う共同ワークスタイルを指し，コワーキングスペースは「共同で仕事をする場所」であり，

複数の企業や個人事業主が共用するオフィスやスペースのことを言う。 
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施策の方向３ 政策・方針決定への女性参画 

（１）政策決定への男女共同参画の促進 

女性の視点を反映させるため，審議会，委員会等への女性の登用を促進し，市の

政策や方針決定過程への女性参画を図ります。また，選挙権年齢の引き下げを受け，

子どもの頃から政治に対する興味が持てるよう，選挙や政治に関する啓発や教育を

推進します。 

 

主要事業 担当課 

①審議会，委員会等への女性登用の促進 関係各課 

②各種団体の女性リーダーの発掘 企画調整課 

③市役所の女性管理職の登用の推進 総務課 

④子ども・若者に向けた政治に関する啓発・主権者教育の推進 

企画調整課 

議会事務局 

総務課 

学校教育課 

 

（２）企業や団体の方針決定への男女共同参画の促進 

女性が自分自身を高め，方針決定過程に参画する意欲の醸成を図るとともに，女性

の能力の適切な評価に基づき，方針決定過程への男女共同参画が図られるよう，企業

や団体への啓発活動を推進します。 

 

主要事業 担当課 

①商工会と連携した女性のキャリア※形成を支援する講座の開催 観光商工課 

②企業や団体への男女共同参画促進のための啓発 企画調整課 

③いばらき女性活躍推進会議への市内企業の参加促進と広報 観光商工課 

 

 

  

 
キャリア／広義では「生き方」を指し，転職・就職においては仕事上の経歴・経験を意味する。 
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いばらき女性活躍推進会議 

茨城県では，企業，関係団体，行政が一体となって，女性が多様な働き方を実現でき

る環境づくりを進め，女性はもちろん男性も生き生きと働き，ともに活躍する活力あ

る茨城の実現を目指す「いばらき女性活躍推進会議」を平成 28 年に発足しました。 

会員登録をすることで，企業が抱える女性活躍推進についての課題解決のヒントと

なる各種講演会，研修会等のお知らせが届きます。 

また，会議のロゴマークを活用することで，女性が活躍できる環境づくりを進める

ことに積極的な企業としてイメージアップにつながることが期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）地域活動での方針決定への男女共同参画の促進 

自治会等，地域活動での方針決定に際して，女性もリーダーとして積極的に参画

できるよう，女性役員の登用を促進します。 

 

主要事業 担当課 

①女性リーダーの研修機会の提供 
生涯学習課 

企画調整課 

②区会（自治会）や地域活動における女性役員の登用促進 
総務課 

企画調整課 

 

 

  

「いばらき女性活躍推進会議」ロゴマーク 
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施策の方向４ 誰もが参画し活躍できる地域づくり 

（１）地域活動への男女共同参画の促進 

区会（自治会），ＰＴＡ活動，地域おこし活動やまちづくり活動など，誰もが参加，

参画しやすい環境づくりに努めます。 

 

主要事業 担当課 

①区会（自治会）への女性の参加促進 
総務課 

企画調整課 

②男性の地域活動へ参加するきっかけづくり 
企画調整課 

生涯学習課 

③出前講座を活用した男女共同参画の普及啓発の促進 企画調整課 

 

 

（２）団体活動への男女共同参画の促進 

ＮＰＯ団体※など地域で活動する団体と連携し，誰もが参加しやすい環境づくり

に努めるとともに，女性団体への支援に努めます。 

 

主要事業 担当課 

①地域で活動する団体と連携した男女共同参画の普及促進 企画調整課 

②女性団体への支援とネットワーク化の推進 企画調整課 

 

 

  

 
ＮＰＯ団体／ＮＰＯは，「Non Profit Organization」の頭文字をとった略語であり，日本語に直訳すると「非営利組織」と

なる。一般的には市民の発意に基づき自主的に活動する，市民が主体となった「市民活動団体」を指すことが多い。 
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基本目標３ 誰もが安心して暮らすまちづくり 

【現状と課題】 

●配偶者や交際相手等からの暴力（以下，「ＤＶ」という。）を受けた経験は，性・年

齢別でみると，男性の 40～50 歳代，女性の 50 歳代と 70 歳以上で多く，経験した

ＤＶの内容では男女ともに「大声で怒鳴られたり，暴言を吐かれる」などの精神

的な暴力が多くなっています。 

●ＤＶ被害の相談については，「相談しようと思わなかった」が男女ともに最も多く，

ＤＶの相談先としては，「親族」「友人・知人」「警察」などが主な回答で，

「行政の相談窓口」とした人は０人となっています。また，潮来市男女共同参画

総合相談窓口を「知っている」割合は，１割台にとどまるなど，相談窓口の周知と

安心して相談できる体制の整備が求められています。 

●ＤＶの相談体制については，茨城県配偶者暴力相談支援センターを中心に，県内

５か所の県民センターに女性相談員を配置し，ＤＶ相談等の業務を行っています。 

市においては，潮来市男女共同参画総合相談窓口がその役割を担っています。 

●避難所における男女共同参画については，「男性及び女性が抱えたそれぞれの悩み

や，避難生活上の問題を受け付ける窓口を設置すること」や「男女別トイレや洗濯

干場，授乳室の設置など，避難者のニーズに配慮すること」との回答は，女性が

男性を上回るなど，防災分野への女性の視点の活用が求められています。 

【施策の方向性】 

●ＤＶは犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。ＤＶ被害の多くは女性である

ことから，様々な機会を通じて，女性に対する暴力を許さないという意識づくりや，

関係機関と連携した被害者のプライバシーに配慮しながら安心して相談できる体制

の充実に努めます。また，被害者が子ども，高齢者，障がい者，外国人等である場合，

被害を訴えにくい背景があるため，十分に配慮するものとします。 

●女性は思春期，妊娠・出産期，更年期など，各段階で身体的な変化が大きいことか

ら，生涯を通じた女性の健康の保持・増進を支援します。また，ひとり親や経済的

な困窮，高齢，障がいなどにより，生活上の困難に直面する人を支援します。 

●防災に必要な施策に男女共同参画の視点を取り入れ，地域の防災力の向上が図られ

るよう，防災分野における意思決定過程や防災活動の現場や避難所運営への女性

参画を促進します。 
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〈 成果指標 〉 

指標 
現状値 

（令和元年
度） 

目 標 
（令和７年

度） 

潮来市男女共同参画総合相談窓口を「知っている」割合 12.1％ 20％ 

子宮頸がん検診，乳がん検診の受診率 
23.7％ 

26.4％ 
（令和２年度） 

ともに 

50％ 

防災会議委員に占める女性の割合 8.7％ 18％ 

消防団員に占める女性の割合 1.4％ ３％ 

 

 

ＤＶ 

ＤＶは，ドメスティック・バイオレンスの略で，相手を自分の思い通りにしようと，

夫婦や交際相手などの間で起きる暴力のことをいいます。 

暴力は「殴る」「蹴る」といった身体的暴力だけではなく，「人前で馬鹿にする」

「暴言吐く」等の精神的暴力，「生活費を渡さない」等の経済的暴力，「避妊に協力

しない」等の性的暴力も含まれます。 

ＤＶ防止法第６条の規定により，一般市民や医師その他の医療関係者がＤＶの被害

に遭った人を発見した場合は，配偶者暴力相談支援センターや警察官に通報するよう

努めなければならないことが，法律に定められています。 

 

 

 

デートＤＶ 

デートＤＶは，ＤＶ防止法に規定される配偶者等（事実婚，元配偶者，同棲相手等を

含む）に該当しない恋人同士の間で起きる暴力のことをいいます。 

「ＤＶ」の項目で紹介した暴力の他，スマホやメールを細かくチェックして行動を

監視したりすることも精神的な暴力に含まれます。 

男性でも女性でも被害に遭うことがあり，暴力が次第にエスカレートして，被害が

深刻になることがあります。  

47



 

 

施策の方向１ あらゆる暴力を根絶する社会づくり 

 

（１）あらゆる暴力の根絶に向けた啓発の強化 

若年層から高齢者まで，広く市民に向けて啓発用リーフレットの配布や出前講座を

実施するなど，暴力の当事者とならないための知識の普及をはじめ，あらゆる暴力の

根絶に向けた広報・啓発を図ります。また，アンケート調査を実施することにより，

市内におけるＤＶ被害の実態の把握に努めます。 

 

主要事業 担当課 

①ＤＶ防止に関する知識の普及と意識啓発 
子育て支援課 
企画調整課 

②若年層へのＤＶ・暴力防止に関する意識啓発 

学校教育課 

生涯学習課 

企画調整課 

③県と連携した「女性に対する暴力をなくす運動」の推進 企画調整課 

④ＤＶ実態調査の実施 企画調整課 

 

 

 

パープルリボンとオレンジリボン 

毎年 11 月 12 日～25 日は，「女性に対する暴力をなくす運動」期間であり，女性に

対する暴力根絶のシンボルがパープルリボンです。 

また，11 月は「児童虐待防止推進月間」にもあたり，児童虐待防止のシンボルが

オレンジリボンです。 

DV と児童虐待は密接に関わっており，子どもの目の前で DV が行われること 

（面前 DV）は心理的虐待に該当します。このことから，全国的に DV と児童虐待に関

する様々な啓発活動が同時に行われています。 

 

 

 

 

  

【潮来市ＤＶ防止計画】 

子ども虐待防止 

オレンジリボン運動 
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（２）ＤＶ被害者の相談・保護・支援の推進 

市の広報紙やホームページ等を通じて，ＤＶの相談窓口の周知や情報提供を推進

するとともに，男女共同参画総合相談員の確保・育成の検討など，相談体制の充実に

努めます。 

実際にＤＶに関する相談があった際には，関係部署・関係機関との情報共有や緊密な

連携の元，ＤＶ被害者への迅速かつ適切な支援と保護を図ります。 
 

主要事業 担当課 

①ＤＶに関する相談体制の充実 

子育て支援課 

企画調整課 

総務課 

高齢福祉課 

社会福祉課 

②関係機関と連携した被害者の保護及び支援 

子育て支援課 

かすみ保健 

福祉センター 

高齢福祉課 

社会福祉課 

企画調整課 

総務課 

市民課 

③ＤＶ被害者への自立支援 
企画調整課 

子育て支援課 
社会福祉課 

 

 

気をつけよう！ 若者に広がる性暴力・性犯罪 

デート DV，デートレイプドラッグ※，AV（アダルトビデオ）出演強要，JK ビ

ジネス※，コミュニティサイト※（出会い系サイト）利用による被害など，今若い世

代を中心に性暴力・性犯罪の被害に遭ってしまうケースが増えています。 

ＳＮＳ等の新たなコミュニケーションツールの広がりに伴い，暴力の形態も多様化

しています。 

 
デートレイプドラッグ／飲料に混入させ，服用した相手の意識や抵抗力を奪って性的暴行に及ぶ目的で使われる，睡眠薬や抗不

安薬のこと。 

ＪＫビジネス／女子高生（JK）による密着なサービスを売りとし，女子高生にマッサージ等を行わせたり，会話やゲームの

相手をさせたりするなどのサービスを提供する業態のこと。一部の店舗では，裏オプションと呼ばれる性的サービスが行

われていることが確認されるなど，青少年が性的被害に遭う事案が後を絶たず，その健全育成に影響を及ぼしている。 

コミュニティサイト／趣味や興味などの同じ人同士が集まるインターネット上のウェブサイトのこと。 
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ＤＶ等の相談先 

ＤＶや人権侵害に関して，潮来市をはじめ国・県等の各種機関で電話相談を受け

付けています。 

潮来市男女共同参画総合相談窓口 

０２９９－６２－２７２７ （毎月第２・４木曜日 13:00～17:00） 

女性の人権ホットライン（法務省） 

０５７０－０７０－８１０ （平日 8:30～17:15） 

茨城県女性相談センター（茨城県配偶者暴力相談支援センター） 

０２９－２２１－４１６６ （平日9:00～21:00，土日祝9:00～17:00） 

女性安心パートナー（茨城県警察本部） 

０２９－３０１－８１０７ （24 時間受付） 

「らいず」ＤＶヘルプライン（ＮＰＯ法人 ウィメンズネット「らいず」） 

０２９－２２２－５７５７ （毎週水・金曜日 10:00～15:00） 

よりそいホットライン（一般社団法人 社会的包摂サポートセンター） 

０１２０－２７９－３３８ （24 時間対応） 
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施策の方向２ 健康で安心して暮らせる社会づくり 

（１）女性の健康保持・増進 

母性の保護や女性特有の疾病予防等に対応した知識の普及及び健康診断の充実を

図ります。また，男女の身体的性差への十分な理解に基づいた，性と生殖に関する

健康（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）への正しい知識の普及及び意識啓発を

推進します。 

 

主要事業 担当課 

①女性特有の症状，病気，性に関する病気等の正しい知識の普及 
かすみ保健 

福祉センター 

②女性特有の症状，病気，性に関する病気等の健康相談 
かすみ保健 

福祉センター 

③乳がん・子宮頸がんの検診のあり方の検討と受診率向上 
かすみ保健 

福祉センター 

④妊娠期から産後までの継続した母子保健事業の充実 
かすみ保健 

福祉センター 

⑤健康づくりにおける男女共同参画の推進 生涯学習課 

 

 

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ 

リプロダクティブ・ヘルスは，日本では一般に「性と生殖に関する健康」と訳されま

す。子どもを「産む」「産まない」ことを決める自由を含め，性や子どもを産むことに

関わるすべてにおいて，身体的・精神的及び社会的にも本人の意思が尊重され，自

分らしく生きられることであり，また，自分の身体に関することを自分自身で決めら

れる権利（ライツ）のことです。 
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（２）生活上様々な困難を抱える人への支援 

ひとり親や経済的な困難を抱える人，高齢者や障がいのある人については，人権尊重の

観点からの配慮が必要です。住み慣れた地域で安心して暮らせるよう，孤立防止や福

祉サービスの充実を図ります。 

 

主要事業 担当課 

①ひとり親家庭への効果的な支援と自立に向けた総合的な支援 
社会福祉課 

子育て支援課 

②地域の見守り，孤立防止への取組 
社会福祉課 

高齢福祉課 

③高齢者や障がい者，生活困窮世帯など，支援を必要とする人への 

福祉サービスの充実 

社会福祉課 

高齢福祉課 
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施策の方向３ 防災分野における男女共同参画 

（１）防災分野における男女共同参画 

地域の防災活動に性別に関わらず，それぞれの役割を尊重しながら取り組めるよう

啓発に努めるとともに，防災会議における女性委員の登用を推進します。 

 

主要事業 担当課 

①地域防災計画への男女共同参画視点の導入 
総務課 

企画調整課 

②防災会議の女性委員の登用推進 
総務課 

企画調整課 

③自主防災組織への参画促進 
総務課 

企画調整課 

 

 

（２）避難所運営における配慮 

災害時における避難所の運営や備蓄品の選定に女性の視点を取り入れることで，

女性，妊産婦，乳幼児，高齢者，障害者，外国人等様々なニーズに配慮した防災体制

の整備を図ります。 

 

主要事業 担当課 

①避難所の管理運営チームへの女性の参画 
総務課 

企画調整課 

②女性の視点を取り入れた避難所運営の推進 総務課 

③女性や乳幼児等様々なニーズに対応した災害備蓄品の整備 総務課 
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第４章 

計画の推進 
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１ 計画の推進体制 

（１）庁内会議の充実 

男女共同参画の施策は，人権，子育て，福祉，教育など市政のあらゆる分野にわたり

ます。本計画の推進にあたりましては，関係機関と連携し男女共同参画推進の充実を図

ります。また，「特定事業主行動計画」に基づき，長時間労働の是正などをさらに推進

し，男性職員の家事や育児への参画を促します。 

（２）審議会 

男女共同参画に関する有識者や関連団体の関係者などから構成される審議会において，

本計画の実施状況や男女共同参画の推進に必要な事項についての意見や提言を求め，

適宜，施策へ反映させます。 

 

２ 計画の周知と進行管理 

（１）計画の周知 

本計画は，市の広報紙やホームページをはじめ，様々な媒体を活用し，取組や事業の

進捗状況について広く周知を図ります。 

（２）計画の進行管理 

本計画の進行管理につきましては，庁内関係各課においてＰＤＣＡサイクルに基づ

く進行管理を踏まえ，毎年度取組について点検，評価を行い，常に改善を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＤＣＡサイクル

（計画）

（実施）

（評価）

（改善）
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②組織改編にともなう変更 
 

１ 組織改編により主要事業の担当課が変更となったもの 

基本目標３ 誰もが安心して暮らすまちづくり 

施策の方向１ あらゆる暴力を根絶する社会づくり 

 （１）あらゆる暴力の根絶に向けた啓発の強化 

主要事業 担当課 

①ＤＶ防止に関する知識の普及と意識啓発 

かすみ保健福祉センター 

子育て支援課 

企画政策課 

 （２）ＤＶ被害者の相談・保護・支援の推進 

主要事業 担当課 

①ＤＶに関する相談体制の充実 

かすみ保健福祉センター 

企画政策課 

総務課 

高齢福祉課 

社会福祉課 

③ＤＶ被害者への自立支援 

企画政策課 

かすみ保健福祉センター 

子育て支援課 

社会福祉課 

 

 

２ 組織改編により課名等変更となったもの 

基本目標１  男女平等の意識を育む社会づくり 

施策の方向１ 男女共同参画の普及啓発と学習の推進 

 （１）男女共同参画の理解促進 

主要事業 担当課 

①市広報紙・ホームページ・パンフレット

による啓発 
企画政策課 

②啓発イベント，講座などによる啓発 企画政策課 

③市民意識調査の実施 企画政策課 

 （２）メディアにおける男女の人権尊重 

主要事業 担当課 

①メディアリテラシー向上のための学習や

啓発 

秘書課 

企画政策課 

②市が作成する広報や刊行物等における性

別にとらわれない表現の普及 

秘書課 

企画政策課 

施策の方向２ 子どもの頃からの平等意識の醸成 

 （３）国際理解と国際交流の推進 

主要事業 担当課 
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③ＳＤＧｓ情報の収集と広報 企画政策課 

④国際事例の情報収集と広報 企画政策課 

 

基本目標２ 誰もがもっと活躍できる環境づくり 

施策の方向１ ワーク・ライフ・バランスの環境づくり 

 （１）ワーク・ライフ・バランスの普及・啓発 

主要事業 担当課 

①ワーク・ライフ・バランスに関する講座

等の実施 

企画政策課 

観光商工課 

 （３）男性の家事・育児・介護への参画促進 

主要事業 担当課 

①男性の育児・介護等に関する講座等への

参加促進 

子育て支援課 

企画政策課 

生涯学習課 

かすみ保健福祉センター 

高齢福祉課 

施策の方向２ 働きやすい職場環境の整備促進 

 （４）女性のチャレンジ支援 

主要事業 担当課 

①女性の参画が進んでいない分野への女性

就業に関する情報発信 

観光商工課 

企画政策課 

②ハローワークとの連携による女性の就

業・再就業の支援 

観光商工課 

企画政策課 

社会福祉課 

施策の方向３ 政策・方針決定への女性参画 

 （１）政策決定への男女共同参画の促進 

主要事業 担当課 

①審議会，委員会等への女性登用の促進 関係各課 

②各種団体の女性リーダーの発掘 企画政策課 

④子ども・若者に向けた政治に関する啓発・主権

者教育の推進 

企画政策課 

議会事務局 

総務課 

学校教育課 

 （２）企業や団体の方針決定への男女共同参画の促進 

主要事業 担当課 

②企業や団体への男女共同参画促進のための

啓発 
企画政策課 

③いばらき女性活躍・働き方応援協議会への

市内企業の参加促進と広報 
観光商工課 

 （３）地域活動での方針決定への男女共同参画の促進 

主要事業 担当課 

①女性リーダーの研修機会の提供 生涯学習課 
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企画政策課 

②区会（自治会）や地域活動における女性

役員の登用促進 

総務課 

企画政策課 

施策の方向４ 誰もが参画し活躍できる地域づくり 

 （１）地域活動への男女共同参画の促進 

主要事業 担当課 

①区会（自治会）への女性の参加促進 
総務課 

企画政策課 

②男性の地域活動へ参加するきっかけづく

り 

企画政策課 

生涯学習課 

③出前講座を活用した男女共同参画の普及

啓発の促進 
企画政策課 

 （２）団体活動への男女共同参画の促進 

主要事業 担当課 

①地域で活動する団体と連携した男女共同

参画の普及促進 
企画政策課 

②女性団体への支援とネットワーク化の推

進 
企画政策課 

 

基本目標３ 誰もが安心して暮らすまちづくり 

施策の方向１ あらゆる暴力を根絶する社会づくり 

 （１）あらゆる暴力の根絶に向けた啓発の強化 

主要事業 担当課 

①ＤＶ防止に関する知識の普及と意識啓発 

かすみ保健福祉センター 

子育て支援課 

企画政策課 

②若年層へのＤＶ・暴力防止に関する意識

啓発 

学校教育課 

生涯学習課 

企画政策課 

③県と連携した「女性に対する暴力をなく

す運動」の推進 
企画政策課 

④ＤＶ実態調査の実施 企画政策課 

 （２）ＤＶ被害者の相談・保護・支援の推進 

主要事業 担当課 

①ＤＶに関する相談体制の充実 

かすみ保健福祉センター 

企画政策課 

総務課 

高齢福祉課 

社会福祉課 

②関係機関と連携した被害者の保護及び支

援 

かすみ保健福祉センター 

子育て支援課 

高齢福祉課 
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社会福祉課 

企画政策課 

総務課 

市民課 

③ＤＶ被害者への自立支援 

企画政策課 

子育て支援課 

かすみ保健福祉センター 

社会福祉課 

施策の方向３ 防災分野における男女共同参画 

 （１）防災分野における男女共同参画 

主要事業 担当課 

①地域防災計画への男女共同参画視点の導

入 

総務課 

企画政策課 

②防災会議の女性委員の登用推進 
総務課 

企画政策課 

③自主防災組織への参画促進 
総務課 

企画政策課 

 

 （２）避難所運営における配慮 

主要事業 担当課 

①避難所の管理運営チームへの女性の参画 
総務課 

企画政策課 
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男女共同参画に関する評価

　　施策の方向 　　　　　　主要事業
担当課等

①令和６年度
実施状況
（選択）

1
市広報誌・ホームページ・パンフレットによる
啓発

企画政策課 1.実施

2 啓発イベント、講座などによる啓発 企画政策課 1.実施

3 市民意識調査の実施 企画政策課 2.未実施

4 学習相談窓口の充実 生涯学習課 1.実施

秘書課 1.実施

企画政策課 1.実施

秘書課 1.実施

企画政策課 1.実施

生涯学習課 1.実施

学校教育課 1.実施

学校教育課 1.実施

かすみ保健福祉センター 1.実施

9 各種ハラスメント研修等 総務課 1.実施

10
多様な性に対する正しい理解を促すための研
修等の実施

総務課 1.実施

学校教育課 1.実施

かすみ保健福祉センター 1.実施

11 性に関する悩みへの相談体制の整備

養護教諭等を中心として相談体制を整えている。その他にスクールカウンセ
ラーとこころの相談員を配置し対応している。

保護者や医療との連携 保護者や医療との連携の推進

性に関することに特化していないが、随時健康相談を実施 相談先の周知 健康相談の随時開催を継続

職員が「カスタマーハラスメント」被害を受けたため、クレーム対応研修を実施した。職
員、会計年度任用職員含め59名参加。

ハラスメントへの理解を定着させるためには継続して研修を実施する
ことが必要である。

研修は①全職員に対して実施する、②継続して行う必要あり。新規採
用職員の入庁時研修、管理職昇格時研修などの節目での研修や、相談
窓口担当者向け研修も必要。また、全庁掲示板等を活用し情報提供を
行い、職員への周知に努める。

総務課では同和問題について担当しており、職員研修に参加している。多様な性に対
する研修については、担当課と調整していきたい。

多様な性に対する正しい理解を促すためには継続して実施することが必要。主管課（企画政策課）、関係課（生涯学習課）と連携し、今後も実施に向
け対応していく。

8 発育段階に応じた性教育の充実

養護教諭等により性教育の充実を図っている。 保護者との連携 保護者との連携推進

潮来小　39名　津知小　19名 対応できる人材の不足 対応できる人材の育成

引き続き継続する。

３．人権と性
の尊重意識
の醸成

7 人権や性に関する学習機会の充実

市職員、教職員を対象に研修会を実施。155名参加。 引き続き実施していく。

各学校での道徳の授業の中で通年実施
養護教諭を中心とした性教育の実施

ジェンダーの理解 ジェンダーの理解の推進

シティプロモーション研修で学んだ内容を活かし情報提供を行った。 関係課と連携して周知していく

6
市が作成する広報や刊行物等における性別に
とらわれない表現の普及

広報紙やSNSを活用した情報発信の際に、性別による固定観念にとらわれる表現と
ならないよう留意した。

引き続き表現内容等に留意していく。

作成の際、表現やイラストなどを固定概念に基づいたものにしていないかを見直し、
より適正な表現とすることに配慮した。

令和7年度実施予定

市民からの相談について随時対応している 引き続き対応していく。

２．メディア
における男
女の人権尊
重

5 メディアリテラシー向上のための学習や啓発

全庁職員を対象としたシティプロモーション研修の中で、メディアリテラシーを含め
た、広報部局でなくとも知っておくべき、住民に伝わる広報の手法についての講義を
実施した。
【事業実績】
・研修実施回数　　 １回
・研修参加者　　　１６名（男９名、女7名）

機会があれば、積極的に学習の機会を設ける。

男女共
同参画
の普及
啓発と
学習の
促進

１．男女共同
参画の理解
促進

市民を対象に男女共同参画に関する情報発信を行い、意識の醸成を図った。
作成の際、表現やイラストなどを固定概念に基づいたものにしていないかを見直し、
より適正な表現とすることに配慮した。

引き続き情報発信・周知を図っていく。

・「男女共同参画月間」及び「女性に対する暴力をなくす運動」に合わせて、パープルリ
ボン運動を実施し、展示コーナーを設置した。
・国や県で実施するイベントや講座の周知を行った。また、様々な媒体で発信すること
で、多世代の方へ周知を行った。
・茨城県ダイバーシティ推進センターと連携し、ダイバーシティ＆インクルージョン推進
講演会を開催しました。

令和７年度実施予定

基本目標１

男女平等の意識を育む社会づくり

②令和６年度
事業実施内容

（具体的な取り組み）
③課題・問題点 ④今後の取組方針
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男女共同参画に関する評価

　　施策の方向 　　　　　　主要事業
担当課等

①令和６年度
実施状況
（選択）

②令和６年度
事業実施内容

（具体的な取り組み）
③課題・問題点 ④今後の取組方針

生涯学習課 1.実施

かすみ保健福祉センター 2.未実施

学校教育課 1.実施

13 道徳教育、人権教育の充実 学校教育課 1.実施

14 性別にとらわれない教育の推進 学校教育課 1.実施

子育て支援課 1.実施

学校教育課 1.実施

16 学校における国際理解教育の推進 学校教育課 1.実施

17 国際交流活動の促進 観光商工課 1.実施

18 ＳＤＧｓ情報の収集と広報 企画政策課 1.実施

19 国際事例の情報収集と広報 企画政策課 1.実施

引き続き、情報収集・周知を図っていく。

内閣府発行の男女共同参画情報誌を掲示している。
（国際事例の記事が掲載されている。）

引き続き、情報収集・周知を図っていく。

継続的に実施

３．国際理解
と国際交流
の推進

ALTと教員による外国語指導の充実を図っている。小学校・認定こども園に３
名、中学校に４名派遣

ALTの授業数 ALTの拡充

11/17 日本文化体験会の開催
3/22 台湾語教室・外国料理食事交流会の開催

外国語教室や外国人との交流イベントの実施

内閣府発行の男女共同参画情報誌を掲示している。

継続的に指導していく

男女混合名簿導入済、令和１１年の統合を踏まえて、制服について、スラックス
タイプやスカートタイプを選択できるよう検討を進めている。

各家庭や社会全体の理解 各家庭や社会全体の理解の推進

15
人権の尊重及び男女平等に配慮した教育・保
育、教職員向け人権、男女平等意識研修の実
施

学童クラブ支援員に対し、人権教育に関する研修等の実施を周知。あやめこども園保
育教諭について、子どもの人権（園内研修）及び市人権研修の参加。
公立学童クラブ→委託事業者側での研修、支援員24名
あやめこども園→子どもの人権園内研修、保育教諭等２９名

人権研修は定期的に実施する必要があるが、保育等と重なり、時間が
取れない部署がある。

引き続き、研修等を実施

人権研修会を実施（性的マイノリティにおける人権問題）

啓発資料も両親を対象とした内容に工夫していく。

家庭教育学級自体が訪問型となっている 生涯学習課が主体となった啓発活動

生涯学習課と連携して、就学時健康診断の際に新一年生保護者へ家庭教育学
級の講話を行った。

欠席者への対応

子ども
の頃か
らの平
等意識
の醸成

１．家庭にお
ける男女平
等意識の醸
成

12 家庭教育学級による啓発

各小学校における就学時健康診断時に講演及び啓発活動を行った。
①家庭教育講座　②10月③年長児を持つ保護者④180家庭（内男性20名）

２．男女平等
を推進する
教育の推進

「人権」についての「考え、擁護する道徳」の推進。
人権フォーラムを実施し、人権意識の工場を図っている。

継続的な指導
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男女共同参画に関する評価

　　施策の方向 　　　　　　主要事業
担当課等

①令和６年度
実施状況
（選択）

企画政策課 1.実施

観光商工課 2.未実施

2 事業所等に対する広報・啓発 観光商工課 1.実施

3 企業への育児・介護休業制度の啓発 観光商工課 1.実施

4
ワーク・ライフ・バランスのモデル事業所とし
ての市役所の取組

総務課 1.実施

5 特定事業主行動計画の推進 総務課 1.実施

子育て支援課 1.実施

かすみ保健福祉センター 1.実施

7 学童保育(放課後児童クラブ)の充実 子育て支援課 1.実施

8 多様なニーズに対応した保育の充実 子育て支援課 1.実施

9
市民ボランティア等を活用した子育て事業の
拡充

子育て支援課 1.実施

10
地域包括支援センターにおける相談体制の充
実

高齢福祉課 1.実施

子育て支援課 1.実施

企画政策課 1.実施

生涯学習課 1.実施

かすみ保健福祉センター 1.実施

高齢福祉課 1.実施

総務課 1.実施

観光商工課 1.実施

12
男性の育児・介護休業取得の促進に向けた啓
発

男性職員の育児休業取得率：66.6％ 取得しやすい環境づくり 育児休業の取得要件について職員周知を継続していく。

国県等が発行する情報誌・チラシ等を窓口に設置し啓発・情報提供を行っている。 継続した啓発・情報提供

家族で参加できる内容を計画していく。また、啓発資料も家族を対象
とした内容に工夫していく。
家庭教育学級の実施。

ウェルカムベビー教室　年8回　48人中　22組が夫婦で参加 夫婦での参加が主流になっているためか参加者同士の交流が少ない。 参加者同士で交流できる場を設定する

市広報誌への掲載や介護事業者からの声掛け等により認知症カフェ「いたこハートカ
フェ」や家族介護者教室への参加を促した。
　認知症カフェ　開催回数１４回　参加者延べ１１０名
　家族介護者教室　開催回数２回　参加者延べ４２名

家族介護者の多様なニーズへの対応や認知症カフェの存在を広く周知
し、参加者を増やすための広報活動。認知症サポーターの養成の実施。

認知症サポーターの養成や認知症カフェの開催場所、開催時間を工夫
する。また、認知症月間には、映画や認知症当人からの講演会を予定
し、認知症や介護について他人事ではなく自分事として見つめなおす
場を提供していく。

３．男性の家
事・育児・介
護への参画
促進

11
男性の育児・介護等に関する講座等への参加
促進

子育てイベント講座等は、母親だけでなく、誰でも参加できることを案内し実施してい
る。

子育て支援課で関わる事業に男性が参加等する機会が少ない。 継続し、実施。

茨城県と共催でダイバーシティ＆インクルージョン推進講演会を実施した際は、庁内
掲示板や男女共同参画関係団体へ通知、市広報誌・市HPで周知を行いました。また、
他市で行われるイベント等についても庁内掲示板や男女共同参画関係団体へ通知し
周知を行いました。

引き続き情報発信・周知を図っていく。

「いたっこ訪問」の相談時、就学時健康診断時の講演で男性の育児・介護に関する内容
を取り入れた。

ファミリーサポートセンター事業
子育て世帯に対する児童の預かり。
協力会員により、依頼会員の児童の預かり（児童の送迎・預かり等）
　R6年度活動件数　379件

協力会員の募集（会員数はいるが活動できる会員が少ない）
事業拡充のため、民間に委託の検討

継続し、実施。

主任介護支援専門員や社会福祉士・保健師などの専門職が連携しながら配置し、市民
などからの相談業務を実施。相談延べ件数１，３２７件

専門職の確保と育成、業務負担の増があげられる。また、行政との役割
分担が曖昧になっている。問題の複雑化がある。

相談を受けるのみならず、地域ケア会議や地域資源の活用など相談者
ニーズに柔軟に対応していく。

公立学童クラブ５クラブ事業の実施
登録児童数　R6年度　315人
民間学童クラブ４クラブへの補助事業の実施

①統廃合を控えた学校での公立学童クラブにおいて、保育室のキャパ
が不足する問題。
②就労する保護者等が多くなり、学童利用の増。保育室のキャパの不
足が懸念される。

引き続き、学童クラブ事業の実施。
統廃合学校に対する学童の動向検討

あやめこども園において、支援の必要な児童等の受け入れ相談の実施。
様々な家庭（保護者・児童）に応じた保育の提供・相談・連携
児童の健康・衛生等に対応できる看護師の採用

少子化による児童の減少、市内こども園９園の存続。保護者等の求め
るニーズの限界が今後見込まれる。
公立と民間の役割を明確にすることもあり得る。

継続した安心安全な保育の提供

子育てに関する情報提供と相談体制の充実

子育て情報アプリItacocoによる発信
子育て広場での相談

Itacocoの活用（庁内） 関係機関と連携を図り継続

妊娠届出時の全数面接　125人
ウェルカムベビー教室　年8回　48人

日程により参加者にばらつきがある 仕事を持つ妊婦等が参加しやすいよう、土日開催の継続

事業所等への啓発・情報提供の実施

いばらき働き方改革推進協議会の働き方改革の推進にならい、働き方改革推進月間
として8月と11月に水曜日、金曜日のノー残業デーを実施 した。

徹底するための体制づくり。
推進月間だけではなく、恒常的に残業をしなくても業務が終了するよ
うな取り組みが必要。

男女別の育児休業取得率は男性66.6％、女性100％、女性管理職の割合（課長補佐
職以上） は18.5％となっている。

男性職員への育児休業取得要件の周知と、女性管理職職員30%達成
に向け取り組みを続ける。

引き続き、ハローワーク常陸鹿嶋と連携し、女性の就業・再就職支援を
行っていく。

ハローワーク・関係部署との連携が不足の為、実施に至らなかった。 ハローワーク・関係部署と連携し、共同で取り組む。

国県等が発行する情報誌・チラシ等を窓口に設置し啓発・情報提供を行っている。 事業所等への呼びかけや周知方法 事業所等への啓発・情報提供の実施

ワーク・
ライフ・
バランス
の環境
づくり

１．ワーク・ラ
イフ・バラン
スの普及・啓
発

1
ワーク・ライフ・バランスに関する講座等の実
施

ハローワーク常陸鹿嶋と連携し、女性の就業・再就職支援としてセミナーを実施した。

国県等が発行する情報誌・チラシ等を窓口に設置し啓発・情報提供を行っている。 事業所等への呼びかけや周知方法

２．子育て・
介護サービ
スの充実

6

基本目標２

誰もがもっと活躍できる環境づくり

②令和６年度
事業実施内容

（具体的な取り組み）
③課題・問題点 ④今後の取組方針
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男女共同参画に関する評価

　　施策の方向 　　　　　　主要事業
担当課等

①令和６年度
実施状況
（選択）

②令和６年度
事業実施内容

（具体的な取り組み）
③課題・問題点 ④今後の取組方針

13
企業への女性の雇用と労働条件向上に関する
広報・啓発

観光商工課 1.実施

14 商工会と連携した企業向け研修、講座の開催 観光商工課 1.実施

15
市民や企業に向けたセクシャル・ハラスメント
等、各種ハラスメントの防止に向けた啓発

観光商工課 1.実施

16 一般事業主行動計画の策定促進 観光商工課 1.実施

17 女性制度の周知促進 観光商工課 1.実施

18
多様な働き方に関する情報提供と環境整備に
向けた支援

観光商工課 1.実施

再
掲 商工会と連携した企業向け研修、講座の開催 観光商工課 1.実施

19
家族経営協定の締結に向けた意識改革の促
進

農政課 1.実施

20
商工会と連携した商工自営業経営者への研修
会の実施

観光商工課 1.実施

企画政策課 1.実施

観光商工課 1.実施

企画政策課 1.実施

観光商工課 1.実施

社会福祉課 1.実施

23 商工会と連携した女性起業支援と制度の周知 観光商工課 1.実施

24 公共調達における男女共同参画の推進 財政課 1.実施

25 女性向けコワーキングスペース活用の促進 観光商工課 1.実施

26
起業ビジネスプラン塾における女性向けセミ
ナーの実施

観光商工課 1.実施

企業・創業支援事業としてコワーキングスペースの貸出を実施。ホームページにて情報
発信を行っている。(利用者数3名のうち女性0名)

ホームページ等を活用したコワーキングスペースの周知
引き続き、コワーキングスペース貸出の実施。
ホームページを活用し、発信していく。

商工会へビジネスプラン塾、相談会の補助。 商工会と連携・情報共有を図りながら推進していく必要がある。
商工会へビジネスプラン、相談会の補助。
関係部署との連携・情報共有。

関係機関と連携を図り継続。

商工会へビジネスプラン塾、相談会の補助。
ビジネスプラン塾(利用者4人のうち女性2人)
企業・経営ビジネスなんでも相談会(利用者26人のうち女性12人)

関係部署と連携・情報共有を図りながら推進していく必要がある。 商工会へビジネスプラン、相談会の補助

入札参加資格申請の受付の際に、男女共同参画を推進する業者の優遇措置を導入し
ており、建設工事の等級表において男女共同参画を推進する業者の点数に加点を
行った。

加点を行うのは建設工事のみであるため、コンサル及び物品役務の業
者への優遇措置等を今後検討する。

引き続き、建設工事の等級表において男女共同参画を推進する業者の
点数に加点を行っていく。

22
ハローワークとの連携による女性の就業・再
就業の支援

ハローワーク常陸鹿嶋と連携し、女性の就業・再就職支援としてセミナーを実施した。
引き続き、ハローワーク常陸鹿嶋と連携し、女性の就業・再就職支援を
行っていく。

ホームページでの情報提供 ハローワークとの連携を強化し再就業への支援を引き続き実施する。

就労支援員を2名配置し、相談等について対応を図った。相談者の希望する職種、勤
務期間等を配慮し意向に添える就労先を紹介することに配慮した。

求人先と相談者の希望に添えないことが多い。

商工会へビジネスプラン、相談会の補助

４．女性の
チャレンジ支
援

21
女性の参画が進んでいない分野への女性就
業に関する情報発信

内閣府が実施する「理工チャレンジ」について、ホームページに掲載し周知している。 現状分析 商工会やハローワークと連携して発信をしていきたい。

ハローワーク並びに潮来市就労支援サイト、関係機関と連携して情報提供と相談事業
の案内を実施するとともに国県等が発行する情報紙・チラシ等を窓口に設置し、啓発・
情報提供を行っている。

周知方法の選定 ハローワーク及び関係機関からの情報案内

継続した啓発・情報提供

企業・経営なんでも相談会(月1回)の実施 商工会へ相談会の補助

３．農業・自
営業におけ
るパートナー
シップの促
進

対象となる方が窓口に来庁のあった際に案内をしている。
令和６年度は２件

周知の方法 家族経営協定の目的やメリットなどを伝えながら、周知に努めていく。

商工会へビジネスプラン塾、相談会の補助。
企業・経営ビジネスなんでも相談会(月1回)

潮来市商工会からの情報案内

継続した啓発・情報提供

２．男女の能
力が活かせ
る職場環境

国県等が発行する情報誌・チラシ等を窓口に設置し啓発・情報提供を行っている。 継続した啓発・情報提供

国県等が発行する情報誌・チラシ等を窓口に設置し啓発・情報提供を行っている。 継続した啓発・情報提供

国県等が発行する情報誌・チラシ等を窓口に設置し啓発・情報提供を行っている。

働きや
すい職
場環境
の整備
促進

１．雇用にお
ける男女の
均等な機会
と公平な待
遇の確保

国県等が発行する情報誌・チラシ等を窓口に設置し啓発・情報提供を行っている。 継続した啓発・情報提供

企業・経営なんでも相談会(月1回)の実施 継続した啓発・情報提供

国県等が発行する情報誌・チラシ等を窓口に設置し啓発・情報提供を行っている。
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27 審議会、委員会等への女性登用の促進 関係各課 1.実施

28 各種団体の女性リーダーの発掘 企画政策課 1.実施

29 市役所の女性管理職の登用の促進 総務課 1.実施

企画政策課 1.実施

議会事務局 1.実施

総務課 1.実施

学校教育課 1.実施

31
商工会と連携した女性キャリア形成を支援す
る講座の開催

観光商工課 1.実施

32
企業や団体への男女共同参画促進のための
啓発

企画政策課 1.実施

33
いばらき女性活躍推進会議への市内企業の
参加促進と広報

観光商工課 2.未実施

生涯学習課 1.実施

企画政策課 1.実施

総務課 2.未実施

企画政策課 1.実施

総務課 2.未実施

企画政策課 1.実施

企画政策課 1.実施

生涯学習課 1.実施

38
出前講座を活用した男女共同参画の普及啓
発の促進

企画政策課 1.実施

39
地域で活動する団体と連携した男女共同参画
の普及促進

企画政策課 1.実施

40 女性団体への支援とネットワーク化の推進 企画政策課 1.実施

「一人ひとりが輝く未来のために～WORKとLIFEを楽しもう！～」をテーマに男女共
同参画推進講演会を実施した。

引続き出前講座を活用し男女共同参画の普及啓発を行っていく。

２．団体活動
への男女共
同参画の促
進

国、県、他市のイベントや講座情報を女性団体の各会長へ周知し、参加を促すことで、
各団体・市民へ意識啓発を図った。

引き続き、連携を取りながら男女共同参画の推進を図っていく。

地域で活動する女性団体と連携し、男女共同参画に関する情報の共有を行った。 引き続き、連携を取りながら男女共同参画の推進を図っていく。

ホームページを活用し、より多くの市民へ届けられるような情報発信を
していく。

37 男性の地域活動へ参加するきっかけづくり

「一人ひとりが輝く未来のために～WORKとLIFEを楽しもう！～」をテーマに男女共
同参画推進講演会を実施した。

引続き男性が参加しやすい環境を作っていく。

年間を通しての地域に根差した行事を公民館で実施各公民館での行事を行うことで、
地域で集まるきっかけとなっている。

公民館を地域住民の集いの場として積極的に活用していく。

ホームページを活用し、より多くの市民へ届けられるような情報発信を
していく。

誰もが
参画し活
躍でき
る地域
づくり

１．地域活動
への男女共
同参画の促
進

36 区会(自治会)への女性の参加促進

女性が参加しやすい日時や場所等の設定
男女を問わず参加者が減少しているため、効果的な事業内容を検討す
る必要がある。

国立女性教育会館が主催する「地域における男女共同参画推進リーダー」をテーマと
した研修会情報の周知をおこなった。

引き続き対応していく。

国立女性教育会館や県等から届く研修会情報について総務課・関係部署への情報提
供をおこなった。

ホームページを活用し、より多くの市民へ届けられるような情報発信を
していく。

35
区会(自治会)や地域活動における女性役員
の登用促進

区長会66区の構成員のうち、女性区長の割合は０％（０人）となっている。 女性が参加しやすい日時や場所等の設定
地区によっては区長のなり手不足問題がある。区会から女性の区会役
員への登用について相談があった際は適宜対応していく。

国立女性教育会館や県等から届く研修会情報について総務課・関係部署への情報提
供をおこなった。

引き続きホームページや広報を活用して情報発信を行っていく。

連携と周知方法の検討 情報提供の実施

３．地域活動
での方針決
定への男女
共同参画の
促進

34 女性リーダーの研修機会の提供

地域女性の活動をサポート
研修への参加支援を行った

事業効果が見えにくいため、 新たに選挙権を有する18歳を対象に、県
選管と連携し啓発物配布など検討していきたい。

社会科の歴史等の学習における現在に至るまでの日本や世界の政治につい
て学習を進めている。

男女共同参画の視点をもって事業を実施していく。 多面的・多角的に児童生徒に考えさせる。

２．企業や団
体の方針決
定への男女
共同参画の
促進

商工会へビジネスプラン塾、相談会の補助。
ビジネスプラン塾(利用者4人のうち女性2人)
企業・経営ビジネスなんでも相談会(利用者26人のうち女性12人)

商工会と情報共有を図りながら推進していく必要がある。
商工会へビジネスプラン、相談会の補助。
ホームページでの情報発信。

茨城県が実施する「いばらきダイバーシティスコアチャレンジ起業」「いばらきダイバー
シティ宣言」に登録し、ダイバーシティ社会の実現を目指して取り組むことについて周
知している。

女性管理職職員30%達成に向け取り組みを続ける。

30
子ども・若者に向けた政治に関する啓発・主催
者教育の推進

国立女性教育会館からの「学校における男女共同参画研修」等の情報を随時、共有し、
学校教育においても男女共同参画の視点を持った取組の推進を図った。

学校教育課と連携して進めていきたい。

議会広報紙「みらい」による議会活動の周知と啓発を行った。 議会広報誌以外での議会活動の周知や啓発 こども議会等を開催し、周知、啓発していく

新成人のつどい（成人式）の際、選挙啓発に冊子を配布し、啓発に努めた。

政策・方
針決定
への女
性参画

１．政策決定
への男女共
同参画の促
進

多様な視点からの意見が取り入れられる組織となるよう呼びかけを行った。
市の審議会等委員に占める女性の割合30％以上を目標とし、引き続
き呼びかけていく。

国立女性教育会館が主催する「地域における男女共同参画推進リーダー」をテーマと
した研修会情報の周知をおこなった。

ホームページを活用し、より多くの市民へ届けられるような情報発信を
していく。

女性管理職の割合（課長補佐職以上）：18.5％
女性管理職の割合（課長職以上）　  　：20.0%
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男女共同参画に関する評価

　　施策の方向 　　　　　　主要事業
担当課等

①令和６年度
実施状況
（選択）

子育て支援課 1.実施

かすみ保健福祉センター 1.実施

企画政策課 1.実施

学校教育課 1.実施

生涯学習課 1.実施

企画政策課 1.実施

3
県と連携した「女性に対する暴力をなくす運
動」の推進

企画政策課 1.実施

4 ＤＶ実態調査の実施 企画政策課 1.実施

子育て支援課 2.未実施

かすみ保健福祉センター 1.実施

企画政策課 1.実施

総務課 2.未実施

高齢福祉課 1.実施

社会福祉課 1.実施
社会福祉課内に潮来市障害者虐待防止センターを設置している。
広報紙・ＨＰなどにより当該センターの周知を実施。

高齢化や単身世帯の増加、社会的孤立などの影響により、課題が複雑
化している。複数の分野にまたがる課題となるため、様々な分野での
機関と連携をとることが課題となっている。

継続して実施

引き続き実施していく。

潮来市男女共同参画総合相談窓口や茨城県女性相談センター（配偶者
暴力相談支援センタ）との連携

潮来市男女共同参画総合相談窓口や茨城県女性相談センター（配偶者
暴力相談支援センター）との連携方法を検討する。

地域包括支援センター及び高齢者総合相談センターによる総合相談事業を実施する。
虐待ケースに対応する専門職員の確保が難しい。問題が複雑化してい
る。

相談窓口の認知度をあげ、潮来市地域包括支援センターとの連携強化
を図る。

5 ＤＶに関する相談体制の充実

令和6年度からDVに関する相談業務はかすみ保健福祉センター（こども家庭セン
ター）が行っている。

男女共同参画総合相談（相談員2名、毎月第２・第４木曜日の午後）実施。相談日以外
はこども家庭センターへ電話を転送。随時、相談を受付（土日祝日を除く、平日８:３０
～１７：１５）

男女共同参画総合相談の相談日に来所や電話での相談実績なし。
令和７年度は相談員による男女共同参画総合相談を休止。こども家庭
センターで関係各課連携し、相談に応じる。

国、県、警察、潮来市男女共同参画総合相談窓口についての情報・相談体制の周知を
図った。
（市ホームページ、広報いたこ、担当課窓口、各地区公民館、保健センター、図書館、市
広報誌等）

県が実施する「男女共同参画月間」及び内閣府が実施する「女性に対する暴力をなく
す運動」期間に合わせて暴力根絶のシンボルであるパープルリボンを使った啓発物を
展示し、市民へ周知する。（１１月１1日～１１月２6日）

引き続き実施していく。

各課においての相談業務や教育現場において一定程度把握できている。
内閣府において、男女間における暴力に関する調査を実施（平成11年度から開始し、
3年毎に実施）

各課での相談業務や教育現場で把握や内閣府で実施している調査を
もとに判断していく

こども家庭センターや児童相談所と更なる連携強化

市内中学生・高校生を対象に、薬物乱用防止教室を行い、非行防止の啓発活動を行っ
た（市内中学校２校84名、潮来高校140名）

引き続き対応していく。

DV防止に関するチラシを作成し、公共施設に設置・配布した。被害者のワンストップ
支援につなげるため、相談窓口の連絡先が記載されたカードを窓口やトイレ等の手に
取りやすい箇所に設置した。また、被害にあっている一人でも多くの方に支援措置が
あることを知ってもらうため、ポスターの掲示と広報で周知を行った。

引き続き情報発信・周知を図っていく。

未定

DVリーフレットを窓口に設置 より啓発を行なうために幅広い方への周知が必要。 女性のがん検診などで周知する方法を検討していく。

内閣府が実施する「女性に対する暴力をなくす運動」期間（１１月１2日～１１月２5日）
に合わせて暴力根絶のシンボルであるパープルリボンを使った啓発物を展示し、周知
を行った。また、県と共催で行った講演会では来場者に対しDV防止チラシの配布を
行った。DV防止チラシは庁舎・各地区公民館等へ設置している。

引き続き情報発信・周知を図っていく。

あらゆ
る暴力
を根絶
する社

会づくり

１．あらゆる
暴力の根絶
に向けた啓
発の強化

1 ＤＶ防止に関する知識の普及と意識啓発

DVリーフレットを窓口に設置 なし

2 若年層へのＤＶ・暴力防止に関する意識啓発

児童生徒、保護者へ各相談機関の紹介を随時実施 家庭内の出来事は、学校で把握しにくい。

基本目標３

誰もが安心して暮らすまちづくり

②令和６年度
事業実施内容

（具体的な取り組み）
③課題・問題点 ④今後の取組方針
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男女共同参画に関する評価

　　施策の方向 　　　　　　主要事業
担当課等

①令和６年度
実施状況
（選択）

②令和６年度
事業実施内容

（具体的な取り組み）
③課題・問題点 ④今後の取組方針

子育て支援課 1.実施

かすみ保健福祉センター 1.実施

高齢福祉課 1.実施

社会福祉課 1.実施

企画政策課 1.実施

総務課 2.未実施

市民課 1.実施

企画政策課 1.実施

子育て支援課 1.実施

かすみ保健福祉センター 1.実施

社会福祉課 1.実施

8
女性特有の症状、病気、性に関する病気等の
正しい知識の普及

かすみ保健福祉センター 1.実施

9
女性特有の症状、病気、性に関する病気等の
健康相談

かすみ保健福祉センター 1.実施

10
乳がん・子宮頸がんの検診のあり方の検討と
受診率向上

かすみ保健福祉センター 1.実施

11
妊娠期から産後までの継続した母子健康事
業の充実

かすみ保健福祉センター 1.実施

12 健康づくりにおける男女共同参画の推進 生涯学習課 1.実施

社会福祉課 1.実施

子育て支援課 1.実施

13
ひとり親家庭への効果的な支援と自立に向
けた総合的な支援

就労支援員を2名配置し、相談等について対応を図った。相談者の希望する職種、勤
務期間等を配慮し意向に添える就労先を紹介することに配慮した。

求人先と相談者の希望に添えないことが少なくない。 関係機関と連携を図り継続。

母子父子自立支援員事業
児童扶養手当事業・ひとり親給付金事業
ひとり親家庭の保護者の就労支援等　延べ相談件数113件・訪問調査指導22件
児童扶養手当受給　186件

ひとり親になる様々なケースへの対応。 関係機関と連携を図り継続

広報の充実

こども家庭センターでの妊娠期からの切れ目のない支援の実施　妊娠届出時面接
125人

支援の充実

ピラティス教室をはじめ、様々な教室を開催し、合計976名の参加があった。
性別を限定せずに募集を行っているが、女性より男性の参加者が少な
かった。

募集の際に、「優しい」「一緒に楽しく」等のキーワードを入れ、誰もが参
加しやすいよう工夫した。

健康で
安心し
て暮ら
せる社

会づくり

１．女性の健
康保持・増進

生後2か月児訪問時に女性の健康ガイドブックを配布
配布数　120件

配布機会が限られている 配布機会の拡大を検討

女性の健康に特化していないが、健康相談を随時実施 健康相談の随時実施を継続

女性のがん検診前に郵便局等でチラシを配布
集団検診と医療機関検診の併用

受診率の伸び悩み

継続し、連携を図る

DV被害による避難支援事業について案内を実施
DV被害者の中には経済的支援を必要とする方もいることから、特に
生活支援グループとの連携がますます必要である。

継続し、連携を図る

社会福祉課内に潮来市障害者虐待防止センターを設置している。
広報紙・ＨＰなどにより当該センターの周知を実施。

高齢化や単身世帯の増加、社会的孤立などの影響により、課題が複雑
化している。複数の分野にまたがる課題となるため、様々な分野での
機関と連携をとることが課題となっている。

継続して実施

DＶ支援申出相談時に関係課への連絡情報共有。ＤＶ支援決定後、関係市町村へ通知
し支援に努めた。

特になし。年齢・性別に関係なく相談に応じている。 継続し、実施していく

7 ＤＶ被害者への自立支援

企画政策課へDV相談はなかったが、デートDV防止チラシを窓口やイベントの際に配
布し相談窓口等の周知を行った。

福祉関係課・警察・福祉施設と連携をとって被害者の保護支援を行っ
ていく。事例発生を早く見つけられるために、引き続き相談窓口等の
周知を行っていく。

母子支援事業
・DV等により母子支援施設入所者への相談支援
・DV被害による避難希望者への対応
・シェルター退所後の相談支援

DV被害でシェルター等を利用する人は金銭面での不安が多く、生活支
援グループとの連携がますます必要。

企画政策課へDV相談はなかったが、デートDV防止チラシを窓口やイベントの際に配
布し相談窓口等の周知を行った。

福祉関係課・警察・福祉施設と連携をとって被害者の保護支援を行っ
ていく。事例発生を早く見つけられるために、引き続き相談窓口等の
周知を行っていく。

事案の発生なし。 事案の発生なし。

関係各課で検討、連携。

配偶者間による高齢者虐待の通報等に対して、地域包括支援センターや警察署など、
関係機関との連携により早期対応に努めた。

情報共有の難しさ、専門知識の不足、早期発見の方策等が課題となっ
ている。また、老々介護や障害等も含まれ、問題が複雑化している。

警察、医療機関、福祉機関などとの連携を強化し、被害者が必要な支
援を受けられるようにする。場合によっては、加害者についても対応
が必要な場合もあるので支援を行う。

社会福祉課内に潮来市障害者虐待防止センターを設置している。
広報紙・ＨＰなどにより当該センターの周知を実施。

高齢化や単身世帯の増加、社会的孤立などの影響により、課題が複雑
化している。複数の分野にまたがる課題となるため、様々な分野での
機関と連携をとることが課題となっている。

継続して実施6 関係機関と連携した被害者の保護及び支援

こども家庭センターと連携を図り、対応を行った。 こども家庭センターとの連携

要保護児童対策地域協議会を活用。児童虐待や母子（DV・養育困難等）家庭への支
援。関係機関（庁内・学校・警察・児相等）と連携し対応。状況に応じ、個別ケース会議
の開催。R６年度　延べ相談件数2,623件。

夫婦のみ世帯のDV対応や生活支援が必要なケース、高齢者虐待での
対応など相談がさまざまである。DV対応や困難な問題を抱える女性
への支援についての対応窓口の整理が必要である。

２．ＤＶ被害
者の相談・保
護・支援の推
進
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男女共同参画に関する評価

　　施策の方向 　　　　　　主要事業
担当課等

①令和６年度
実施状況
（選択）

②令和６年度
事業実施内容

（具体的な取り組み）
③課題・問題点 ④今後の取組方針

社会福祉課 1.実施

高齢福祉課 1.実施

社会福祉課 1.実施

高齢福祉課 1.実施

総務課 1.実施

企画政策課 1.実施

総務課 1.実施

企画政策課 1.実施

総務課 1.実施

企画政策課 1.実施

総務課 1.実施

企画政策課 1.実施

20 女性の視点を取り入れた避難所運営の推進 総務課 2.未実施

21
女性や乳幼児等様々なニーズに対応した災
害備蓄品の整備

総務課 1.実施

男女共同参画担当（企画政策課）、避難所開設・運営担当（市民福祉部）
と、女性の視点を取り入れた避難所運営の取り組みについて協議す
る。

乳幼児や女性や高齢者等が特に必要とするものとして、乳児用ミルク、乳幼児用おむ
つ、大人用おむつ、生理用品は備蓄している。（乳幼児ミルク40箱（10袋入）、大人用
おむつ120枚、乳幼児用おむつ（各種サイズ）698枚、生理用ナプキン180枚）。

乳幼児に対応した備蓄品の整備など、不足している部分に対し検討し
ていく。

左記と同じ

令和６年６月２７日（木）避難所設営訓練に女性職員３名参加
避難所開設は市民福祉部及び学校教育課が担当・運営することとなる
が、引き続き、女性管理職など女性職員が含まれるように避難者に配
慮し対応する。

左記と同じ

男女共同参画の視点からの防災・復興に係る取組に関する研修や情報を関係課へ共
有し、推進を図った。

防災担当課（総務課）との連携
防災担当課（総務課）と、女性の視点を取り入れた避難所運営の取り組
みについて連携を図る。

防災担当課（総務課）と、女性の視点を取り入れた避難所運営の取り組
みについて連携を図る。

18 自主防災組織への参画促進

R6.7.７（日）津知小学校を主会場として防災訓練を開催した。2,334名参加。
訓練内容の精査と、防災組織の役員替えが2年ごとにあるため、その
度に協力体制を再構築しなければいけない。

左記と同じ

男女共同参画の視点からの防災・復興に係る取組に関する研修や情報を関係課へ共
有し、推進を図った。

防災担当課（総務課）との連携
防災担当課（総務課）と、女性の視点を取り入れた避難所運営の取り組
みについて連携を図る。

左記と同じ

男女共同参画の視点からの防災・復興に係る取組に関する研修や情報を関係課へ共
有し、推進を図った。

防災担当課（総務課）との連携
引き続き男女共同参画の視点を持った防災に関する情報を総務課に
共有する。

17 防災会議の女性委員の登用促進

令和６年度は防災会議を２回開催し、地域防災計画改定について審議を行った。女性
委員は3名で計画改定の際は女性委員の意見を取り入れた。

女性管理職の増員により、防災会議での登用人員も増加。

男女共同参画の視点からの防災・復興に係る取組に関する研修や情報を関係課へ共
有し、推進を図った。

防災分
野にお
ける男
女共同
参画

１．防災分野
における男
女共同参画

16 地域防災計画への男女共同参画視点の導入

令和６年度は防災会議を２回開催し、地域防災計画改定について審議を行った。女性
委員は3名で計画改定の際は女性委員の意見を取り入れた。

防災基本計画や茨城県地域防災計画に則し、実効性の高い計画とする。

防災担当課（総務課）との連携

２．避難所運
営における
配慮

19 避難所の管理運営チームへの女性の参画

15
高齢者や障がい者、生活困窮世帯など、支援
を必要とする人への福祉サービスの充実

基幹型相談支援センターを社会福祉課内に設置し、地域の相談支援の拠点として総
合的な相談業務（特に障がい者等）等を実施した。

高齢化や単身世帯の増加、社会的孤立などの影響により、課題が複雑
化している。複数の分野にまたがる課題となるため、様々な分野での
機関と連携をとることが課題となっている。

関係機関と連携を図り継続

高齢者福祉計画・介護保険事業計画（第9期）に基づき、介護サービス及び生活支援
サービスの提供を行った。

今後、重層的支援体制整備事業をどう構築していくかが課題となって
いる。関連する問題点が複雑化しており、世帯全体を支援していく必
要がある。

社会福祉課、かすみ保健福祉センター、子育て支援課、潮来市社会福祉
協議会や包括支援センターと連携し、多機関、多職種連携を進めてい
く。

地域の見守り、孤立防止への取組

民生委員児童委員（地区担当67名）が要支援者(784名）・要配慮者（260名）の自宅
を訪問し、年間を通して見守り活動を実施した。
【R6活動実績（1人あたり年間平均）】
　・活動件数： 5,169件 （ 77.2件）

地域コミュニティの希薄化。個人情報等の取り扱いに配慮した。 関係機関と連携を図り継続

地域ケアシステム推進事業により、地域の民生委員を中心とした見守り活動や安否確
認を行う。孤立防止の取組として、地域におけるふれあい・いきいきサロン活動を推
進し補助金等による助成を行う。
　相談件数57件
　在宅ケアチーム数98チーム
　ふれあい・いきいきサロン数12件
　ふれあい・いきいきサロン補助金助成件数１件

介護や医療等の専門分野の人材不足や、在宅医療・介護の連携の困
難、多様なニーズへの対応、地域全体での見守りの希薄となっている。
後継者がいないことが、問題点となっている。

潮来市社会福祉協議会と連携強化を図り、生活課題を抱える方々に適
切なサービスを提供を図る。広報活動等で周知を行う。

２．生活上
様々な困難
を抱える人
への支援 14
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④令和７年度市民アンケートの実施結果 
 

 市民の生活実態や男女共同参画の意識などを把握し、「潮来市第２期男女共同参画基本計

画」中間見直しの参考資料とすることを目的として、アンケート調査を実施しました。令

和元年度に実施したアンケート結果と比較できるように配置しております。なお、令和元

年度結果と令和７年度結果では回答数や男女比、年齢構成等に違いがありますのでその点

にはご留意ください。また、令和７年度アンケートでは、「女性活躍推進のため必要なこと

を問う内容」や「地域活動に関する内容等」を追加して調査を実施しました。 

 

■調査方法 

調査対象 潮来市在住の満１８歳以上の市民 

調査方法 ウェブサイト回答フォーム（いばらき電子申請・届出サービス） 

調査時期 令和７年９月２６日から１１月２０日 

有効回答率 １００％ 

 

■調査内容 

基本属性等 性別、年齢、地区、結婚の有無、家族構成 

男女の生き方や家

庭生活について 

「男は仕事、女は家庭」という考え方について、男女の生き方や

家庭生活の考え、家庭での役割分担の在り方、男女の人権が尊重

されていないこと 

職業について 職業、職場で男女平等ではないと思うこと、女性の働き方に対す

る考え、誰もが働きやすい社会のために必要なこと 

ワーク・ライフ・

バランスについて 

ワーク・ライフ・バランスの理想と実際、男性が家事・育児等に

参加するために必要なこと 

DVについて DVの周知度、DVを受けた経験、DVの内容、相談状況と連絡先、相

談しなかった理由、潮来市男女共同参画総合相談窓口の周知状況 

防災対策 女性の視点に立った防災対策、避難所における男女共同参画 

男女共同参画社会

について 

男女共同参画に関する事項の周知度、分野別の男女の地位、男女

共同参画の重点施策 
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アンケート結果 

 

 

問１ 性別はどちらですか。 

※戸籍上の区分とは別にご自身の主観によりご記入ください。 

 

                                       （n=544人）                                       （n=135人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

問２ あなたの年齢を教えてください。 

                                       （n=544人）                                           （n=135人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

男性

42.8%

女性

56.4%

0.7%

12.7

8.3

15.4

13.8

21.7

27.6

0.6

0 10 20 30

18～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

無回答

（％）

令和元年度 令和７年度 

令和元年度 令和７年度 

男性, 

49.6%
女性, 

50.4%

回答しない, 0.0%

5.9

16.3
29.6

13.3

23.7

11.1

0 10 20 30

70歳以上

60～69歳

50～59歳

40～49歳

30～39歳

18～29歳

（％） 
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問３ お住いの地区はどちらですか。 

 

                                       （n=544人）                                           （n=135人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４  あなたは結婚されていますか（事実婚を含む）。 

 

                                       （n=544人）                                          （n=135人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

潮来第一中学校地区

27.0%

潮来第ニ中学校地区

28.7%

日の出中学校地区

23.5%

牛堀中学校地区

17.3%

わからない

2.0%

無回答

1.5%

既婚

（配偶者あり）

66.2%

既婚

（現在、配偶者は
いない）

12.5%

未婚

19.9%

無回答

1.5%

令和元年度 

令和元年度 

令和７年度 

令和７年度 

潮来第一中学校地区,

40.0%

潮来第二中学校地区, 

20.7%

日の出中学校地区

16.3%

牛堀中学校地区,

20.7%

わからない, 2.2%

既婚

（配偶者あり）,

73.3%

既婚

（現在、配偶者は

いない）,

6.7%

未婚, 

20.0%
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問５  現在生活しているご家庭の家族構成は、次のどれにあたりますか。 

 

                                       （n=544人）                                          （n=135人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１人世帯

9.4%

夫婦のみの世帯

26.3%

親と子からなる世帯

43.9%

親と子と孫からなる世帯

17.3%

その他の世帯

2.8%

無回答

0.4%

令和元年度 令和７年度 

１人世帯, 

2.2%

夫婦のみの世帯, 

20.7%

親と子からなる世帯,

63.7%

親と子と孫からなる世帯,

13.3%

その他の世帯, 

0.0%
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問６  「男は仕事、女は家庭」という考えがありますが、あなたはこの考えに同感しますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.8 

7.7 

2.6 

18.2 

21.5 

16.0 

27.4 

21.9 

31.3 

44.7 

43.8 

45.6 

4.2 

4.3 

4.2 

0.7 

0.9 

0.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

(n=544人）

男 性

（n=233人）

女 性

（n=307人）

同感する どちらかと

いえば

同感する

どちらかと

いえば

同感しない

同感しない わからない 無回答

令和元年度 

令和７年度 

4.4

4.5

4.4

0.0

7.4

9.0

5.9

0.0

17.8

23.9

11.8

0.0

67.4

59.7

7.5

0.0

3.0

3.0

2.9

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=135人）

男 性

（n=67人）

女 性

（n=68人）

回 答

しない

（n=0人）

同感する どちらかと

いえば

同感する

どちらかと

いえば

同感しない

同感しない わからない
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問７  次にあげる男女の生き方や家庭生活のことについてどう思いますか。（ア～クの各項目ごとに１つ選

んでください。 

 

ア．「男性（女性）だから」という決めつけは、その人の可能性を閉じ込めてしまう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.5 

60.9 

57.0 

26.8 

22.3 

30.6 

6.4 

7.3 

5.5 

3.9 

5.2 

2.9 

2.4 

1.7 

2.6 

2.0 

2.6 

1.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

(n=544人）

男 性

（n=233人）

女 性

（n=307人）

そう思う どちらかと

いえば

そう思う

どちらかと

いえば

そう思わない

そう

思わない

わからない 無回答

令和元年度 

令和７年度 

65.9

61.2

70.6

0.0

22.2

25.4

19.1

0.0

5.9

7.5

4.4

0.0

4.4

4.5

4.4

0.0

1.5

1.5

1.5

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=135人）

男 性

（n=67人）

女 性

（n=68人）

回 答

しない

（n=0人）

そう思う どちらかと

いえば

そう思う

どちらかと

いえば

そう思わない

そう

思わない

わからない
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イ．社会の意識や制度・慣行によって男女が生き方について多様な選択ができていない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

24.8 

28.3 

22.1 

43.6 

42.9 

44.6 

11.6 

10.3 

12.4 

6.6 

9.4 

4.6 

9.6 

5.2 

12.7 

3.9 

3.9 

3.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

(n=544人）

男 性

（n=233人）

女 性

（n=307人）

そう思う どちらかと

いえば

そう思う

どちらかと

いえば

そう思わない

そう

思わない

わからない 無回答

令和元年度 

令和７年度 

18.5

19.4

17.6

0.0

50.7

47.8

52.9

0.0

18.5

17.9

19.1

0.0

8.1

9.0

7.4

0.0

4.4

6.0

2.9

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=135人）

男 性

（n=67人）

女 性

（n=68人）

回 答

しない

（n=0人）

そう思う どちらかと

いえば

そう思う

どちらかと

いえば

そう思わない

そう

思わない

わからない
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ウ．仕事や生き方について多様な選択ができるようにすべきである 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

64.7 

69.5 

61.2 

27.2 

24.0 

30.0 

2.4 

3.0 

2.0 

0.7 

0.9 

0.7 

2.6 

0.4 

3.9 

2.4 

2.1 

2.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

(n=544人）

男 性

（n=233人）

女 性

（n=307人）

そう思う どちらかと

いえば

そう思う

どちらかと

いえば

そう思わない

そう

思わない

わからない 無回答

令和元年度 

令和７年度 

71.1

68.7

73.5

0.0

25.9

26.9

25.0

0.0

1.5

3.0

0.0
0.0

0.7

0.0

1.5

0.0

0.7

1.5

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=135人）

男 性

（n=67人）

女 性

（n=68人）

回 答

しない

（n=0人）

そう思う どちらかと

いえば

そう思う

どちらかと

いえば

そう思わない

そう

思わない

わからない
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エ．男性も家事・育児に積極的に参加すべきである 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

54.0 

45.1 

60.9 

33.5 

39.5 

29.0 

7.2 

8.6 

6.2 

1.3 

2.1 

0.7 

1.7 

2.1 

1.3 

2.4 

2.6 

2.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

(n=544人）

男 性

（n=233人）

女 性

（n=307人）

そう思う どちらかと

いえば

そう思う

どちらかと

いえば

そう思わない

そう

思わない

わからない 無回答

令和元年度 

令和７年度 

72.6

64.2

80.9

0.0

23.7

29.9

17.6

0.0

1.5

1.5

1.5
0.0

1.5

3.0

0.0
0.0

7.0

1.5

0.0
0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=135人）

男 性

（n=67人）

女 性

（n=68人）

回 答

しない

（n=0人）

そう思う どちらかと

いえば

そう思う

どちらかと

いえば

そう思わない

そう

思わない

わからない
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オ．男性は一家の中心として家族を一つにまとめ、指導力を発揮すべきである 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

24.1 

25.8 

22.5 

46.1 

44.2 

48.2 

15.4 

15.5 

15.6 

8.8 

9.4 

8.1 

2.9 

2.6 

3.3 

2.6 

2.6 

2.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

(n=544人）

男 性

（n=233人）

女 性

（n=307人）

そう思う どちらかと

いえば

そう思う

どちらかと

いえば

そう思わない

そう

思わない

わからない 無回答

令和元年度 

令和７年度 

10.4

14.9

5.9

0.0

32.6

37.3

27.9

0.0

20.7

17.9

23.5

0.0

30.4

25.4

35.3

0.0

5.9

4.5

7.4

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=135人）

男 性

（n=67人）

女 性

（n=68人）

回 答

しない

（n=0人）

そう思う どちらかと

いえば

そう思う

どちらかと

いえば

そう思わない

そう

思わない

わからない
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カ．女性は結婚したら自分自身よりも夫や子どもなど家族を中心に考えて生活した方がよい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8.3 

9.9 

6.8 

29.4 

25.8 

32.6 

28.7 

28.3 

29.3 

26.5 

29.6 

24.1 

4.4 

3.9 

4.6 

2.8 

2.6 

2.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

(n=544人）

男 性

（n=233人）

女 性

（n=307人）

そう思う どちらかと

いえば

そう思う

どちらかと

いえば

そう思わない

そう

思わない

わからない 無回答

令和元年度 

令和７年度 

3.0

3.0

2.9

0.0

19.3

14.9

23.5

0.0

23.0

20.9

2.5

0.0

48.1

53.7

42.6

0.0

6.7

7.5

5.9

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=135人）

男 性

（n=67人）

女 性

（n=68人）

回 答

しない

（n=0人）

そう思う どちらかと

いえば

そう思う

どちらかと

いえば

そう思わない

そう

思わない

わからない
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キ．女性が仕事を持つのはよいが、家事、育児もきちんとすべきである 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20.0 

21.0 

18.9 

38.4 

40.8 

37.1 

21.3 

18.9 

23.5 

12.5 

12.0 

13.0 

4.6 

3.9 

4.9 

3.1 

3.4 

2.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

(n=544人）

男 性

（n=233人）

女 性

（n=307人）

そう思う どちらかと

いえば

そう思う

どちらかと

いえば

そう思わない

そう

思わない

わからない 無回答

令和元年度 

令和７年度 

11.9

14.9

8.8

0.0

35.6

35.8

35.3

0.0

19.3

16.4

22.1

0.0

25.9

25.4

26.5

0.0

7.4

7.5

7.4

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=135人）

男 性

（n=67人）

女 性

（n=68人）

回 答

しない

（n=0人）

そう思う どちらかと

いえば

そう思う

どちらかと

いえば

そう思わない

そう

思わない

わからない
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ク．女性（妻）が仕事を持って、男性（夫）が家事・育児に専念するという選択肢があってもよい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

32.7 

30.5 

34.5 

31.3 

29.2 

33.2 

17.3 

20.2 

15.0 

10.3 

12.4 

8.8 

5.9 

4.7 

6.5 

2.6 

3.0 

2.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

(n=544人）

男 性

（n=233人）

女 性

（n=307人）

そう思う どちらかと

いえば

そう思う

どちらかと

いえば

そう思わない

そう

思わない

わからない 無回答

令和元年度 

令和７年度 

60.0

56.7

63.2

0.0

24.4

31.3

17.6

0.0

9.6

6.0

13.2

0.0

3.0

3.0

2.9

0.0

3.0

3.0

2.9

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=135人）

男 性

（n=67人）

女 性

（n=68人）

回 答

しない

（n=0人）

そう思う どちらかと

いえば

そう思う

どちらかと

いえば

そう思わない

そう

思わない

わからない
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問８  家庭における夫婦の役割分担について、あなたはどうあるべきだと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

62.9 

57.9 

66.8 

8.8 

12.0 

6.5 

0.0 

0.0 

0.0 

7.4 

10.7 

4.9 

0.0 

0.0 

0.0 

8.1 

7.3 

8.5 

8.3 

8.6 

8.1 

4.6 

3.4 

5.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

(n=544人）

男 性

（n=233人）

女 性

（n=307人）

夫婦がともに職業をもち、家事・育児は平等に分担する

夫婦がともに職業をもち、家事・育児は主に妻がする

夫婦がともに職業をもち、家事・育児は主に夫がする

夫が職業をもち、妻は家事・育児をする

妻が職業をもち、夫は家事・育児をする

どちらかが職業をもち、家事・育児は平等に分担する

その他

無回答

令和元年度 

令和７年度 

78.5

74.6

82.4

0.0

3.7

4.5

2.90.0

0.0

0.0

0.00.0

3.0

3.0

2.90.0

0.0

0.0

0.00.0

2.2

4.5

0.00.0

12.6

13.4

11.8

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=135人）

男 性

（n=67人）

女 性

（n=68人）

回 答

しない

（n=0人）

夫婦がともに職業をもち、家事・育児は平等に分担する

夫婦がともに職業をもち、家事・育児は主に妻がする

夫婦がともに職業をもち、家事・育児は主に夫がする

夫が職業をもち、妻は家事・育児をする

妻が職業をもち、夫は家事・育児をする

どちらかが職業をもち、家事・育児は平等に分担する

その他
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問９  あなたは、次のようなことの中で、女性または男性の人権が尊重されていないと感じるものはありま

すか。（当てはまるもの全て選んでください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

40.3 

31.4 

26.7 

22.1 

17.5 

10.8 

4.6 

3.9 

22.2 

42.9 

28.3 

26.6 

26.2 

20.6 

13.7 

5.6 

3.9 

17.2 

38.4 

33.9 

27.0 

18.9 

15.0 

8.8 

3.6 

3.9 

26.1 

0 20 40 60

冠婚葬祭や地域のつきあいに残る習慣

やしきたり

家庭生活における男女の役割分担の

あり方

親戚づきあいにおいて行われている

習慣やしきたり

職場や職場の懇親会等における業務外

での会話

テレビや雑誌等のメディアにおける

表現のあり方

ＰＴＡ活動における男女の役割分担

のあり方

学校の正規の授業以外の活動における

指導のあり方

その他

無回答

【全体】（n=544人）

男性（n=233人）

（％）

女性（n=307人）

令和元年度 
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問９  あなたは、次のようなことの中で、女性または男性の人権が尊重されていないと感じるものはありま

すか。（当てはまるもの全て選んでください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和７年度 

64.4

34.1

41.5

27.4

28.9

22.2

9.6

5.2

61.2

28.4

32.8

32.8

28.4

17.9

9.0

9.0

67.6

39.7

50.0

22.1

29.4

26.5

10.3

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80

冠婚葬祭や地域のつきあいに残る習慣

やしきたり

家庭生活における男女の役割分担の

あり方

親戚づきあいにおいて行われている

習慣やしきたり

職場や職場の懇親会等における業務外

での会話

テレビや雑誌等のメディアにおける

表現のあり方

PTA活動における男女の役割分担

のあり方

学校の正規の授業以外の活動における

指導のあり方

その他

【全体】（n=135人）

男性（n=67人）

女性（n=68人）

回答しない（n=0人）

（％） 
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問10  あなたの職業（主なもの）は何ですか。あてはまるもの１つに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.5 

9.4 

27.2 

5.3 

13.1 

0.9 

0.9 

10.1 

4.6 

20.8 

1.5 

2.8 

5.2 

13.7 

34.3 

4.7 

5.2 

0.4 

1.3 

0.0 

4.7 

27.5 

0.9 

2.1 

2.3 

5.9 

21.8 

5.9 

19.2 

1.3 

0.7 

17.9 

4.6 

15.6 

2.0 

2.9 

0 10 20 30 40

農業・林業・漁業

自営業（商店・工場等を経営・

家族従事者を含む）

勤め人（正規の社員・職員）

勤め人（契約・派遣・嘱託等）

勤め人（パート・アルバイト）

内職・在宅ワーク

自由業（開業医・弁護士等）

専業主婦・主夫

学生

無職

その他

無回答

【全体】（n=544人）

男性（n=233人）

（％）

女性（n=307人）

令和元年度 
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問10  あなたの職業（主なもの）は何ですか。 

                                                                               

 

 

 

 

 

  

令和７年度 

0.0

3.0

74.8

7.4

5.2

0.0

0.0

3.0

2.2

3.7

0.7

0.0

1.5

88.1

3.0

1.5

0.0

0.0

0.0

3.0

3.0

0.0

0.0

4.4

61.8

11.8

8.8

0.0

0.0

5.9

1.5

4.4

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

農業・林業・漁業

自営業（商店・工場等を経営・

家族従事者を含む）

勤め人（正規の社員・職員）

勤め人（契約・派遣・嘱託等）

勤め人（パート・アルバイト）

内職・在宅ワーク

自由業（開業医・弁護士等）

専業主婦・主夫

学生

無職

その他

【全体】（n=135人）

男性（n=67人）

女性（n=68人）

回答しない（n=0人）

（％） 
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《問10で、「３．勤め人（正規の社員・職員）」、「４．勤め人（契約・派遣・嘱託等）」、「５．勤め人（パート・

アルバイト）」と回答した方に》 

問11  あなたの職場で、男女の地位が平等ではないと思うことはありますか。あてはまるものすべてに○を

つけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

33.1 

22.2 

19.8 

19.4 

14.5 

14.1 

12.9 

7.3 

6.9 

6.0 

5.2 

26.6 

30.1 

22.3 

33.0 

31.1 

18.4 

18.4 

17.5 

9.7 

10.7 

7.8 

5.8 

17.5 

34.7 

21.5 

10.4 

10.4 

11.8 

11.1 

9.7 

5.6 

4.2 

4.9 

4.9 

33.3 

0 10 20 30 40

賃金、昇進、昇格

能力の評価

性別で職務内容を固定的に分ける

仕事に対する責任の求められ方

休暇の取得のしやすさ

育児・介護休暇の取得のしやすさ

採用時の条件

女性に対して結婚・出産退職などの

慣習がある

転勤や異動

研修の機会や内容

その他

無回答

【全体】（n=248人）

男性（n=103人）

（％）

女性（n=144人）

令和元年度 
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《問10で、「勤め人（正規の社員・職員）」、「勤め人（契約・派遣・嘱託等）」、「勤め人（パート・アルバイト）」

と回答した方に》 

問11  あなたの職場で、男女の地位が平等ではないと思うことはありますか。（当てはまるもの全て選んで

ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和７年度 

10.4

7.1

12.3

11.4

9.5

13.7

2.8

2.4

5.7

1.4

1.9

21.3

8.5

6.8

14.5

16.2

8.5

15.4

3.4

2.6

6.0

2.6

9.0

14.5

12.8

7.4

9.6

5.3

10.6

11.7

2.1

2.1

5.3

0.0

3.2

29.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 10 20 30 40

賃金、昇進、昇格

能力の評価

性別で職務内容を固定的に分ける

仕事に対する責任の求められ方

休暇の取得のしやすさ

育児・介護休暇の取得のしやすさ

採用時の条件

女性に対して結婚・出産退職などの

慣習がある

転勤や異動

研修の機会や内容

その他

該当なし

【全体】（n=211人）

男性（n=117人）

女性（n=94人）

回答しない（n=0人）

（％） 
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問12  女性の結婚や出産・育児などのライフイベントにおいて、職業はどうあるべきだと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.0 

0.0 

0.0 

1.1 

0.4 

1.6 

3.5 

3.9 

2.9 

39.5 

42.9 

37.5 

44.3 

39.9 

47.6 

7.5 

7.3 

7.8 

4.0 

5.6 

2.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

(n=544人）

男 性

（n=233人）

女 性

（n=307人）

女性は職業を持つ必要がない

結婚するまでは職業を持ち、その後はやめた方がよい

子どもができるまでは職業を持ち、その後はやめた方がよい

出産・育児期間は職業を持たず、子どもが成長したら再び職業を持つ

結婚、出産、育児等にかかかわらず、職業を持ち続ける方がよい

その他

無回答

令和元年度 

令和７年度 

0.0

0.0

0.0

0.0

1.5

3.0

0.0

0.0

7.0

0.0

1.5

0.0

12.6

10.4

14.7

0.0

68.1

65.7

70.6

0.0

1.7

20.9

13.2

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=135人）

男 性

（n=67人）

女 性

（n=68人）

回 答

しない

（n=0人）

女性は職業を持つ必要がない

結婚するまでは職業を持ち、その後はやめた方がよい

子どもができるまでは職業を持ち、その後はやめた方がよい

出産・育児期間は職業を持たず、子どもが成長したら再び職業を持つ

結婚、出産、育児等にかかわらず、職業を持ち続ける方がよい

その他

89



 

 

 

問13  あなたは、男性も女性も働きやすい社会にするためには、どんなことが必要だと思いますか。あては

まるもの３つ以内で○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

41.2 

40.4 

36.0 

29.4 

25.2 

19.7 

19.3 

17.3 

15.6 

15.4 

3.7 

2.8 

2.4 

3.3 

39.9 

34.8 

39.1 

30.0 

24.5 

21.5 

18.5 

14.2 

14.6 

16.7 

3.0 

2.6 

3.0 

3.0 

42.3 

45.3 

34.2 

29.0 

26.1 

18.6 

19.9 

19.2 

16.6 

14.7 

4.2 

2.9 

2.0 

3.3 

0 20 40 60

男女に関わらず、育児・介護休業を取得

しやすい環境の整備を図る

保育や介護のための施設・サービスを充実する

時間外勤務を減らすなど、労働時間の短縮を

促進する

有給休暇の利用を促進する

育児・介護休業中の経済的支援を充実する

妊娠・出産、子育て、介護等を理由とする

不利益な取り扱いの解消を図る

フレックスタイムや在宅勤務など柔軟な勤務

制度の導入を促進する

昇進・昇格や賃金、企業内研修、仕事内容

など、労働条件面での男女間格差を是正する

職業訓練や情報提供など、出産や介護などで

退職した女性に対する再就職支援を充実する

パートやアルバイト等、非正規雇用者に対する

育児・介護の支援を充実する

セクシュアルハラスメント対策を強化する

起業に対する相談窓口の設置など行政の

サポート体制を強化する

その他

無回答

【全体】（n=544人）

男性（n=233人）

（％）

女性（n=307人）

令和元年度 
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問13  あなたは、誰もが働きやすい社会にするためには、どんなことが必要だと思いますか。（当てはまるも

の３つ以内で選んでください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和７年度 

43.0

33.3

56.3

26.7

28.9

13.3

35.6

10.4

3.7

7.4

2.2

3.0

3.0

41.8

23.9

58.2

22.4

29.9

16.4

32.8

14.9

4.5

9.0

3.0

4.5

3.0

44.1

42.6

54.4

30.9

27.9

10.3

38.2

5.9

2.9

5.9

1.5

1.5

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60

男女に関わらず、育児・介護休業を取得

しやすい環境の整備を図る

保育や介護のための施設・サービスを充実する

時間外勤務を減らすなど、労働時間の短縮を

促進する

有給休暇の利用を促進する

育児・介護休業中の経済的支援を充実する

妊娠・出産、子育て、介護等を理由とする

不利益な取り扱いの解消を図る

フレックスタイムや在宅勤務など柔軟な勤務

制度の導入を促進する

昇進・昇格や賃金、企業内研修、仕事内容

など、労働条件面での男女間格差を是正する

職業訓練や情報提供など、出産や介護などで

退職した女性に対する再就職支援を充実する

パートやアルバイト等、非正規雇用者に対する

育児・介護の支援を充実する

セクシュアルハラスメント対策を強化する

起業に対する相談窓口の設置など行政の

サポート体制を強化する

その他

【全体】（n=135人）

男性（n=67人）

女性（n=68人）

回答しない（n=0人）

（％） 
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問14  「仕事」、「家庭生活」、「地域・個人の生活」の状況について、理想はどうあるべきだと思いますか。

また、実際はどうですか。 
 
 
 

【① 理 想】あてはまるもの１つに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【② 実 際】あてはまるもの１つに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

3.5 

5.2 

2.3 

16.9 

22.7 

12.7 

39.0 

36.5 

41.0 

21.9 

18.9 

24.4 

6.6 

6.4 

6.8 

8.1 

6.0 

9.1 

4.0 

4.3 

3.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

(n=544人）

男 性

（n=233人）

女 性

（n=307人）

「仕事」に専念したい

「家庭生活」または「地域・個人の生活」にも携わりつつ、「仕事」を優先したい

「家庭生活」または「地域・個人の生活」と「仕事」を両立したい

「仕事」にも携わりつつ、「家庭生活」または「地域・個人の生活」を優先したい

「家庭生活」または「地域・個人の生活」に専念したい

わからない

無回答

12.1 

16.3 

9.1 

27.0 

35.2 

20.8 

16.9 

15.0 

18.2 

9.4 

5.2 

12.7 

17.3 

12.9 

20.8 

11.6 

9.0 

13.4 

5.7 

6.4 

4.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

(n=544人）

男 性

（n=233人）

女 性

（n=307人）

「仕事」に専念している

「家庭生活」または「地域・個人の生活」にも携わりつつ、「仕事」を優先している

「家庭生活」または「地域・個人の生活」と「仕事」を両立している

「仕事」にも携わりつつ、「家庭生活」または「地域・個人の生活」を優先している

「家庭生活」または「地域・個人の生活」に専念している

わからない

無回答

令和元年度 
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問14  「仕事」「家庭生活」「地域・個人の生活」の状況について、理想はどうあるべきだと思いますか。 
 
 

【理 想】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問14-2  「仕事」「家庭生活」「地域・個人の生活」の状況について、実際はどうですか。 

 

【実 際】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

令和７年度 

2.2

4.5

0.0

0.0

8.1

13.4

2.9

0.0

54.8

43.3

66.2

0.0

27.4

34.3

20.6

0.0

3.7

3.0

4.4
0.0

3.7

1.5

5.9
0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=135人）

男 性

（n=67人）

女 性

（n=68人）

回 答

しない

（n=0人）

「仕事」に専念したい

「家庭生活」または「地域・個人の生活」にも携わりつつ、「仕事」を優先したい

「家庭生活」または「地域・個人の生活」と「仕事」を両立したい

「仕事」にも携わりつつ、「家庭生活」または「地域・個人の生活」を優先したい

「家庭生活」または「地域・個人の生活」に専念したい

わからない

令和７年度 

7.4

9.0

5.9

0.0

45.2

47.8

42.6

0.0

23.7

23.9

23.5

0.0

12.6

13.4

11.8

0.0

3.7

0.0

7.4
0.0

7.4

6.0

8.8

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=135人）

男 性

（n=67人）

女 性

（n=68人）

回 答

しない

（n=0人）

「仕事」に専念している

「家庭生活」または「地域・個人の生活」にも携わりつつ、「仕事」を優先している

「家庭生活」または「地域・個人の生活」と「仕事」を両立している

「仕事」にも携わりつつ、「家庭生活」または「地域・個人の生活」を優先している

「家庭生活」または「地域・個人の生活」に専念している

わからない
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問15  男性が女性とともに家事、子育て、介護、地域活動に積極的に参加していくためには、どのようなこ

とが必要だと思いますか。あてはまるもの３つ以内で○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

66.7 

30.9 

30.7 

27.6 

27.0 

23.7 

19.1 

9.6 

5.0 

1.8 

3.9 

61.8 

28.8 

26.6 

26.2 

27.0 

21.9 

21.5 

11.6 

5.6 

2.1 

5.6 

70.7 

32.6 

33.6 

29.0 

27.4 

25.4 

17.6 

8.1 

4.6 

1.6 

2.3 

0 20 40 60 80

家事などの役割分担について、夫婦や家族間で

話し合い、協力をすること

男女がともに家事、子育て、介護、地域活動

などに必要な知識を学ぶ機会を充実させること

労働時間短縮や休暇制度を普及させること

男女の役割分担についての社会通念、慣習、

しきたりを改めること

男性の仕事中心の考え方を改めること

男性が家事などに参加することに対する

男性自身の抵抗感をなくすこと

男性が家事、子育て、介護、地域活動などに関

心を高めるよう普及啓発や情報提供を行うこと

男性が子育てや介護、地域活動を行うための

仲間づくりを進めること

男性が家事などに参加することに対する女性の

抵抗感をなくすこと

その他

無回答

【全体】（n=544人）

男性（n=233人）

（％）

女性（n=307人）

令和元年度 
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問15  男女がともに家事、地域活動等に積極的に参加していくためには、どのようなことが必要だと思いま

すか。（当てはまるもの３つ以内で選んでください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和７年度 

71.1

27.4

37.8

34.1

20.0

26.7

14.8

8.9

3.0

0.7

80.6

31.3

38.8

31.3

20.9

17.9

11.9

4.5

3.0

1.5

61.8

23.5

36.8

36.8

19.1

35.3

17.6

13.2

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

家事などの役割分担について、夫婦や家族間で

話し合い、協力をすること

男女がともに家事、子育て、介護、地域活動

などに必要な知識を学ぶ機会を充実させること

労働時間短縮や休暇制度を普及させること

男女の役割分担についての社会通念、慣習、

しきたりを改めること

男性の仕事中心の考え方を改めること

男性が家事などに参加することに対する

男性自身の抵抗感をなくすこと

男性が家事、子育て、介護、地域活動などに関

心を高めるよう普及啓発や情報提供を行うこと

男性が子育てや介護、地域活動を行うための

仲間づくりを進めること

男性が家事などに参加することに対する女性の

抵抗感をなくすこと

その他

【全体】（n=135人）

男性（n=67人）

女性（n=68人）

回答しない（n=0人）

（％） 
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問16 あなたは、ＤＶ※を知っていますか。 

 

※ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）とは、一般的には「性別問わず配偶者や恋人など親密な関係にある、ま

たは、あった者から振るわれる暴力｣を意味します。暴力には、身体的なものだけでなく、暴言等による精神的な

ものや経済的又は性的なものも含まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

77.4 

76.4 

78.8 

15.3 

16.7 

14.3 

5.0 

4.3 

5.2 

2.4 

2.6 

1.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

(n=544人）

男 性

（n=233人）

女 性

（n=307人）

知っている なんとなく知っている 知らない 無回答

令和元年度 

令和７年度 

95.6

94.0

97.1

0.0

4.4

6.0

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=135人）

男 性

（n=67人）

女 性

（n=68人）

回 答

しない

（n=0人）

知っている なんとなく知っている 知らない
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問17 あなたはＤＶを受けた経験がありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12.3 

7.3 

16.3 

84.2 

89.7 

80.8 

3.5 

3.0 

2.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

(n=544人）

男 性

（n=233人）

女 性

（n=307人）

ある（あった） ない 無回答

令和元年度 

令和７年度 

5.2

1.5

8.8

0.0

94.8

98.5

91.2

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=135人）

男 性

（n=67人）

女 性

（n=68人）

回 答

しない

（n=0人）

ある（あった） ない
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《問17で「１．ある（あった）」と回答した方に》 

問18 あなたが経験したＤＶはどのようなものですか。あてはまるものすべてに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

59.7 

34.3 

32.8 

22.4 

19.4 

16.4 

14.9 

11.9 

10.4 

7.5 

3.0 

1.5 

58.8 

41.2 

47.1 

29.4 

23.5 

11.8 

11.8 

17.6 

5.9 

11.8 

0.0 

0.0 

60.0 

32.0 

28.0 

20.0 

18.0 

18.0 

16.0 

10.0 

12.0 

6.0 

4.0 

2.0 

0 20 40 60 80

大声で怒鳴られたり、暴言を吐かれる

外出や人との付き合いを制限される

「ばかだ、役立たずだ」などと言われる

大切にしているものをわざと捨てたり

壊したりされる

げんこつで殴られたり、足で蹴られ

たりする

生活費を渡さないなど、経済的におさえ

つけられる

平手で打たれる

何を言っても無視され続ける

嫌がっているのに性的行為を強要される

身体を傷つける可能性のあるもので

殴られる

その他

無回答

【全体】（n=67人）

男性（n=17人）

（％）

女性（n=50人）

令和元年度 
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《問17で「ある（あった）」と回答した方に》 

問18 あなたが経験したＤＶはどのようなものですか。（当てはまるもの全て選んでください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和７年度 

15.4

7.7

11.5

3.8

15.4

11.5

11.5

7.7

0.0

7.7

7.7

14.3

0.0

14.3

14.3

14.3

0.0

14.3

14.3

0.0

0.0

14.3

15.8

10.5

10.5

0.0

15.8

15.8

10.5

5.3

0.0

10.5

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80

大声で怒鳴られたり、暴言を吐かれる

外出や人との付き合いを制限される

「ばかだ、役立たずだ」などと言われる

大切にしているものをわざと捨てたり

壊したりされる

げんこつで殴られたり、足で蹴られ

たりする

生活費を渡さないなど、経済的におさえ

つけられる

平手で打たれる

何を言っても無視され続ける

嫌がっているのに性的行為を強要される

身体を傷つける可能性のあるもので

殴られる

その他

【全体】（n=26人）

男性（n=7人）

女性（n=19人）

回答しない（n=0人）

（％） 
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《問17で「１．ある（あった）」と回答した方に》 

問19 ＤＶの被害にあったとき、誰（どこ）かに相談しましたか。あてはまるもの１つに○をつけてくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20.9 

17.6 

22.0 

28.4 

23.5 

30.0 

47.8 

58.8 

44.0 

3.0 

0.0 

4.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=67人）

男 性

（n=17人）

女 性

（n=50人）

相談した 相談したかったが、

できなかった

相談しようとは

思わなかった

無回答

令和元年度 

令和７年度 

42.9

0.0

50.0

0.0

28.6

0.0

33.3

0.0

28.6

100.0

16.7

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=7人）

男 性

（n=1人）

女 性

（n=6人）

回 答

しない

（n=0人）

相談した 相談したかったが、

できなかった

相談しようとは

思わなかった
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《問19で「１．相談した」と回答した方に》 

問20 相談は誰（どこ）にしましたか。（電話相談も含みます。）（当てはまるもの全て選んでください。） 

 

 

 

   回答数（人） 

相談した人  14 

相談先 親・きょうだいなどの親族 10 

（複数回答） 友人・知人  4 

 警察  4 

 医療機関  1 

 弁護士などの専門家  1 

 人権擁護委員  0 

 民生委員  0 

 県や市などの行政の相談窓口  0 

 ＮＰＯなど民間の相談機関   0 

 その他  0 

 無回答  0 

 

 

 

 
  回答（人） 

相談した人   3 

相談先 

（複数回答） 

親・きょうだいなどの親族 1 

友人・知人 3 

警察 0 

医療機関 0 

弁護士などの専門家 0 

人権擁護委員 0 

民生委員 0 

県や市などの行政の相談窓口 0 

NPOなど民間の相談機関 0 

その他 0 

 

 

 

 

 

  

令和７年度 

令和元年度 
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《問19で「２．相談したかったが、できなかった」または「３．相談しようとは思わなかった」と回答した

方に》 

問21 相談しなかったのはどうしてですか。あてはまるものすべてに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

49.0 

37.3 

31.4 

27.5 

19.6 

17.6 

17.6 

17.6 

13.7 

5.9 

17.6 

0.0 

64.3 

35.7 

21.4 

21.4 

42.9 

7.1 

21.4 

28.6 

21.4 

14.3 

21.4 

0.0 

43.2 

37.8 

35.1 

29.7 

10.8 

21.6 

16.2 

13.5 

10.8 

2.7 

16.2 

0.0 

0 20 40 60 80

相談しても無駄だと思ったから

自分さえ我慢すればよいと思ったから

相談するほどのことではないと

思ったから

自分にも悪いところがあると

思ったから

他人を巻き込みたくないから

誰(どこ)に相談してよいのか

わからなかったから

恥ずかしいと思ったから

相談したことがわかると、仕返しやもっと

ひどい暴力等を受けると思ったから

世間体が悪いから

そのことについて思い出したく

なかったから

その他

無回答

【全体】（n=51人）

男性（n=14人）

（％）

女性（n=37人）

令和元年度 
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《問19で「相談したかったが、できなかった」または「相談しようとは思わなかった」と回答した方に》 

問21 相談しなかったのはどうしてですか。（当てはまるもの全て選んでください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和７年度 

75.0

25.0

50.0

0.0

50.0

75.0

25.0

25.0

25.0

0.0

50.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

66.7

33.3

66.7

0.0

66.7

100.0

33.3

33.3

33.3

0.0

33.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

相談しても無駄だと思ったから

自分さえ我慢すればよいと思ったから

相談するほどのことではないと

思ったから

自分にも悪いところがあると

思ったから

他人を巻き込みたくないから

誰（どこ）に相談してよいのか

わからなかったから

恥ずかしいと思ったから

相談したことがわかると、仕返しやもっと

ひどい暴力等を受けると思ったから

世間体が悪いから

そのことについて思い出したく

なかったから

その他

【全体】（n=4人）

男性（n=1人）

女性（n=3人）

回答しない（n=0人）

（％） 
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問22 潮来市男女共同参画総合相談窓口※をご存知ですか。あてはまるもの１つに○をつけてください。 

 

※潮来市男女共同参画総合相談窓口は、地域や職場等であってはならない人権問題（性差別など）やパートナー等

の男女間における暴力行為ＤＶ等の問題について、秘密を厳守して相談にあたっています。相談窓口はかすみ保

健福祉センター内にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12.1 

13.3 

11.4 

84.4 

83.3 

85.7 

3.5 

3.4 

2.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

(n=544人）

男 性

（n=233人）

女 性

（n=307人）

知っている 知らない 無回答

令和元年度 

令和７年度 

43.7

43.3

44.1

0.0

56.3

56.7

55.9

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=135人）

男 性

（n=67人）

女 性

（n=68人）

回 答

しない

（n=0人）

知っている 知らない

104



 

 

 

問23 男女共同参画の視点にたった防災・災害対策を推進していくためにどんなことが必要だと思いますか。

ア～カの各項目ごとに１つ選んでください。 

ア．女性も男性も防災訓練や防災研修会に参加するように努める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

27.6 

34.3 

22.8 

55.1 

48.9 

59.6 

5.3 

4.3 

6.2 

6.3 

5.6 

6.8 

5.7 

6.9 

4.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

(n=544人）

男 性

（n=233人）

女 性

（n=307人）

大変重要

だと思う

重要だと

思う

重要とは

思わない

わからない 無回答

令和元年度 

令和７年度 

47.4

50.7

44.1

0

41.5

37.3

45.6

0

4.4

7.5

1.5
0

6.7

4.5

8.8

0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=135人）

男 性

（n=67人）

女 性

（n=68人）

回 答

しない

（n=0人）

大変重要

だと思う

重要だと

思う

重要とは

思わない

わからない
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イ．自治会等の自主防災組織に女性が増えるように努める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和７年度 

令和元年度 

9.9 

14.2 

6.8 

48.5 

45.9 

50.5 

16.4 

12.9 

19.2 

16.4 

15.9 

16.6 

8.8 

11.2 

6.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

(n=544人）

男 性

（n=233人）

女 性

（n=307人）

大変重要

だと思う

重要だと

思う

重要とは

思わない

わからない 無回答

29.6

32.8

26.5

0.0

48.1

43.3

52.9

0.0

10.4

10.4

10.3

0.0

11.9

13.4

10.3

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=135人）

男 性

（n=67人）

女 性

（n=68人）

回 答

しない

（n=0人）

大変重要

だと思う

重要だと

思う

重要とは

思わない

わからない
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ウ．女性消防団員等の育成や役員への女性登用を促進する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.0 

11.2 

3.9 

31.4 

29.2 

32.9 

29.4 

28.8 

30.3 

23.5 

19.3 

26.7 

8.6 

11.6 

6.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

(n=544人）

男 性

（n=233人）

女 性

（n=307人）

大変重要

だと思う

重要だと

思う

重要とは

思わない

わからない 無回答

令和元年度 

令和７年度 

23.0

26.9

19.1

0.0

42.2

38.8

45.6

0.0

22.2

23.9

20.6

0.0

12.6

10.4

14.7

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=135人）

男 性

（n=67人）

女 性

（n=68人）

回 答

しない

（n=0人）

大変重要

だと思う

重要だと

思う

重要とは

思わない

わからない
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エ．避難所の運営マニュアルに男女共同参画の視点を取り入れる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和元年度 

18.8 

25.3 

14.0 

51.3 

48.1 

53.7 

6.4 

6.0 

6.8 

16.2 

11.2 

19.9 

7.4 

9.4 

5.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

(n=544人）

男 性

（n=233人）

女 性

（n=307人）

大変重要

だと思う

重要だと

思う

重要とは

思わない

わからない 無回答

令和７年度 

37.0

37.3

36.8

0.0

50.4

53.7

47.1

0.0

5.2

6.0

4.4

0.0

7.4

3.0

11.8

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=135人）

男 性

（n=67人）

女 性

（n=68人）

回 答

しない

（n=0人）

大変重要

だと思う

重要だと

思う

重要とは

思わない

わからない
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オ．市の防災会議、災害対策本部、防災担当に女性の委員・職員を増やす 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14.5 

16.7 

13.0 

47.8 

45.9 

49.2 

12.5 

13.3 

12.1 

16.5 

12.9 

19.2 

8.6 

11.2 

6.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

(n=544人）

男 性

（n=233人）

女 性

（n=307人）

大変重要

だと思う

重要だと

思う

重要とは

思わない

わからない 無回答

令和元年度 

令和７年度 

28.1

29.9

26.5

0.0

51.9

52.2

51.5

0.0

8.1

6.0

10.3

0.0

11.9

11.9

11.8

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=135人）

男 性

（n=67人）

女 性

（n=68人）

回 答

しない

（n=0人）

大変重要

だと思う

重要だと

思う

重要とは

思わない

わからない
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カ．備蓄品について、女性、乳幼児、介護が必要な人、障がい者などの視点を取り入れる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和元年度 

45.2 

43.3 

47.2 

44.5 

44.6 

44.3 

1.1 

1.7 

0.7 

3.3 

3.0 

3.3 

5.9 

7.3 

4.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

(n=544人）

男 性

（n=233人）

女 性

（n=307人）

大変重要

だと思う

重要だと

思う

重要とは

思わない

わからない 無回答

令和７年度 

58.5

52.2

64.7

0.0

37.8

41.8

33.8

0.0

1.5

3.0

0.0

0.0

2.2

3.0

1.5

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=135人）

男 性

（n=67人）

女 性

（n=68人）

回 答

しない

（n=0人）

大変重要

だと思う

重要だと

思う

重要とは

思わない

わからない
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問24 避難所における男女共同参画について、具体的にどのようなことが必要だと思いますか。あてはまる

ものすべてに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

76.7 

62.9 

57.2 

28.9 

3.1 

3.5 

73.8 

57.1 

61.8 

31.3 

3.0 

3.4 

79.2 

67.8 

54.1 

26.7 

3.3 

3.3 

0 20 40 60 80 100

男女別トイレや洗濯干場、授乳室の設置

など、避難者のニーズに配慮すること

男性及び女性が抱えたそれぞれの悩みや、

避難生活上の問題を受け付ける窓口を設置

すること

避難所の運営、方針決定などにおいて、

男性と女性がともに参加すること

女性は炊き出し、男性は力仕事といった

固定的な役割分担をなくすこと

その他

無回答

【全体】（n=544人）

男性（n=233人）

（％）

女性（n=307人）

令和元年度 
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問24 避難所における男女共同参画について、具体的にどのようなことが必要だと思いますか。（当てはまる

もの全て選んでください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和７年度 

84.4

59.3

72.6

43.7

0.7

85.1

55.2

71.6

47.8

0.0

83.8

63.2

73.5

39.7

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

男女別トイレや洗濯干場、授乳室の設置

など、避難者のニーズに配慮すること

男性及び女性が抱えたそれぞれの悩みや

避難生活上の問題を受け付ける窓口を設置

すること

避難所の運営、方針決定などにおいて、

男性と女性がともに参加すること

女性は炊き出し、男性は力仕事といった

固定的な役割分担をなくすこと

その他

【全体】（n=135人）

男性（n=67人）

女性（n=68人）

回答しない（n=0人）

（％） 
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問25 次にあげるような言葉で、あなたが見たり聞いたりしたことがあるものはありますか。ア～コの各項

目ごとに１つ選んでください。 

 

ア．男女共同参画社会基本法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.2 

8.2 

6.5 

38.8 

37.3 

40.4 

46.7 

46.4 

46.6 

7.4 

8.2 

6.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=544人）

男 性

（n=233人）

女 性

（n=307人）

内容を知っている 聞いたことはある 知らない 無回答

令和元年度 

令和７年度 

36.3

37.3

35.3

0.0

54.1

53.7

54.4

0.0

9.6

9.0

10.3

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=135人）

男 性

（n=67人）

女 性

（n=68人）

回 答

しない

（n=0人）

内容を知っている 聞いたことはある 知らない
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イ．育児・介護休業法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18.9 

17.6 

20.2 

53.5 

53.2 

53.7 

20.4 

20.6 

20.2 

7.2 

8.6 

5.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=544人）

男 性

（n=233人）

女 性

（n=307人）

内容を知っている 聞いたことはある 知らない 無回答

令和元年度 

令和７年度 

46.7

46.3

47.1

0.0

48.1

49.3

47.1

0.0

5.2

4.5

5.9

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=135人）

男 性

（n=67人）

女 性

（n=68人）

回 答

しない

（n=0人）

内容を知っている 聞いたことはある 知らない
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ウ．ＤＶ防止法 （配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16.9 

15.5 

17.9 

57.9 

58.4 

58.0 

18.4 

18.5 

18.2 

6.8 

7.7 

5.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=544人）

男 性

（n=233人）

女 性

（n=307人）

内容を知っている 聞いたことはある 知らない 無回答

令和元年度 

令和７年度 

37.0

37.3

36.8

0.0

59.3

59.7

58.8

0.0

3.7

3.0

4.4

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=135人）

男 性

（n=67人）

女 性

（n=68人）

回 答

しない

（n=0人）

内容を知っている 聞いたことはある 知らない
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エ．女性活躍推進法（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和元年度 

令和７年度 

4.6 

5.2 

4.2 

34.7 

35.6 

34.5 

52.2 

51.1 

52.8 

8.5 

8.2 

8.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=544人）

男 性

（n=233人）

女 性

（n=307人）

内容を知っている 聞いたことはある 知らない 無回答

25.2

28.4

22.1

0.0

59.3

62.7

55.9

0.0

15.6

9.0

22.1

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=135人）

男 性

（n=67人）

女 性

（n=68人）

回 答

しない

（n=0人）

内容を知っている 聞いたことはある 知らない
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オ．潮来市男女共同参画基本計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

令和元年度 

0.9 

0.9 

1.0 

24.6 

22.3 

26.7 

66.7 

67.8 

65.8 

7.7 

9.0 

6.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=544人）

男 性

（n=233人）

女 性

（n=307人）

内容を知っている 聞いたことはある 知らない 無回答

令和７年度 

28.1

31.3

25.0

0.0

48.1

47.8

48.5

0.0

23.7

20.9

26.5

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=135人）

男 性

（n=67人）

女 性

（n=68人）

回 答

しない

（n=0人）

内容を知っている 聞いたことはある 知らない
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カ．潮来市男女共同参画推進条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.7 

0.4 

1.0 

20.0 

18.9 

21.2 

70.4 

71.2 

69.7 

8.8 

9.4 

8.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=544人）

男 性

（n=233人）

女 性

（n=307人）

内容を知っている 聞いたことはある 知らない 無回答

令和元年度 

令和７年度 

25.9

29.9

22.1

0.0

45.2

44.8

45.6

0.0

28.9

25.4

32.4

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=135人）

男 性

（n=67人）

女 性

（n=68人）

回 答

しない

（n=0人）

内容を知っている 聞いたことはある 知らない
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キ．ジェンダー（社会的、文化的に作られた性差） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和元年度 

18.2 

17.2 

19.2 

35.7 

31.3 

39.1 

37.5 

42.5 

33.6 

8.6 

9.0 

8.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=544人）

男 性

（n=233人）

女 性

（n=307人）

内容を知っている 聞いたことはある 知らない 無回答

令和７年度 

60.0

55.2

64.7

0.0

37.8

43.3

32.4

0.0

2.2

1.5

2.9

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=135人）

男 性

（n=67人）

女 性

（n=68人）

回 答

しない

（n=0人）

内容を知っている 聞いたことはある 知らない
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ク．ワーク・ライフ・バランス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和元年度 

16.4 

15.9 

16.9 

37.1 

38.6 

36.2 

37.3 

36.9 

37.5 

9.2 

8.6 

9.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=544人）

男 性

（n=233人）

女 性

（n=307人）

内容を知っている 聞いたことはある 知らない 無回答

令和７年度 

65.2

65.7

64.7

0.0

33.3

34.3

32.4

0.0

1.5

0.0

2.9

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=135人）

男 性

（n=67人）

女 性

（n=68人）

回 答

しない

（n=0人）

内容を知っている 聞いたことはある 知らない
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ケ．性的マイノリティ（ＬＧＢＴＱなど） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

21.9 

19.3 

24.1 

40.4 

39.9 

41.0 

28.7 

31.3 

26.4 

9.0 

9.4 

8.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=544人）

男 性

（n=233人）

女 性

（n=307人）

内容を知っている 聞いたことはある 知らない 無回答

令和元年度 

令和７年度 

71.1

65.7

76.5

0.0

27.4

34.3

20.6

0.0

1.5

0.0

2.9

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=135人）

男 性

（n=67人）

女 性

（n=68人）

回 答

しない

（n=0人）

内容を知っている 聞いたことはある 知らない
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コ．アンコンシャス・バイアス（無意識の思い込み） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

令和７年度 

32.6

35.8

29.4

0.0

35.6

38.8

32.4

0.0

31.9

25.4

38.2

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=135人）

男 性

（n=67人）

女 性

（n=68人）

回 答

しない

（n=0人）

内容を知っている 聞いたことはある 知らない

※令和７年度 追加項目 
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問26  次にあげる分野で、男女の地位は平等になっていると思いますか。ア～ケの各項目ごとに１つ選んで

ください。 

ア．家庭生活（家事・育児など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17.8 

13.3 

20.8 

31.3 

34.3 

29.3 

15.3 

18.9 

12.4 

11.2 

9.4 

12.7 

8.8 

6.9 

10.4 

9.0 

9.9 

8.5 

6.6 

7.3 

5.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=544人）

男 性

（n=233人）

女 性

（n=307人）

男性の

方が

優遇

どちらかと

いえば

男性の方が

優遇

平等 どちらかと

いえば

女性の方が

優遇

女性の

方が

優遇

わからない 無回答

令和元年度 

令和７年度 

9.6

7.5

11.8

0.0

43.0

38.8

47.1

0.0

20.0

22.4

17.6

0.0

13.3

17.9

8.8

0.0

3.0

1.5

4.4
0.0

11.1

11.9

10.3

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=135人）

男 性

（n=67人）

女 性

（n=68人）

回 答

しない

（n=0人）

男性の

方が

優遇

どちらかと

いえば

男性の方が

優遇

平等 どちらかと

いえば

女性の方が

優遇

女性の

方が

優遇

わからない
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イ．職場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

令和元年度 

17.3 

15.5 

18.9 

41.4 

39.9 

42.7 

19.3 

20.2 

18.6 

4.2 

5.6 

3.3 

1.1 

1.7 

0.3 

9.0 

8.2 

9.8 

7.7 

9.0 

6.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=544人）

男 性

（n=233人）

女 性

（n=307人）

男性の

方が

優遇

どちらかと

いえば

男性の方が

優遇

平等 どちらかと

いえば

女性の方が

優遇

女性の

方が

優遇

わからない 無回答

令和７年度 

7.4

4.5

10.3

0.0

31.1

28.4

33.8

0.0

45.9

47.8

44.1

0.0

5.2

7.5

2.9
0.0

1.5

3.0

0.0
0.0

8.9

9.0

8.8

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=135人）

男 性

（n=67人）

女 性

（n=68人）

回 答

しない

（n=0人）

男性の

方が

優遇

どちらかと

いえば

男性の方が

優遇

平等 どちらかと

いえば

女性の方が

優遇

女性の

方が

優遇

わからない
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ウ．学校教育の場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.7 

3.0 

4.2 

15.8 

15.0 

16.3 

40.4 

40.8 

40.1 

4.8 

6.4 

3.6 

1.1 

0.4 

1.6 

24.8 

23.2 

26.4 

9.4 

11.2 

7.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=544人）

男 性

（n=233人）

女 性

（n=307人）

男性の

方が

優遇

どちらかと

いえば

男性の方が

優遇

平等 どちらかと

いえば

女性の方が

優遇

女性の

方が

優遇

わからない 無回答

令和元年度 

令和７年度 

1.5

1.5

1.5

0.0

15.6

14.9

16.2

0.0

65.9

64.2

67.6

0.0

1.5

3.0

0.0
0.0

0.7

1.5

0.0
0.0

14.8

14.9

14.7

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=135人）

男 性

（n=67人）

女 性

（n=68人）

回 答

しない

（n=0人）

男性の

方が

優遇

どちらかと

いえば

男性の方が

優遇

平等 どちらかと

いえば

女性の方が

優遇

女性の

方が

優遇

わからない

125



 

 

 

エ．政治の場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和元年度 

35.8 

30.9 

40.1 

33.8 

38.6 

30.0 

9.2 

9.0 

9.1 

1.1 

1.7 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

12.9 

12.0 

13.7 

7.2 

7.7 

6.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=544人）

男 性

（n=233人）

女 性

（n=307人）

男性の

方が

優遇

どちらかと

いえば

男性の方が

優遇

平等 どちらかと

いえば

女性の方が

優遇

女性の

方が

優遇

わからない 無回答

令和７年度 

34.1

23.9

44.1

0.0

34.8

37.3

32.4

0.0

19.3

26.9

11.8

0.0

1.5

3.0

0.0
0.0

0.0

0.0

0.0
0.0

10.4

9.0

11.8

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=135人）

男 性

（n=67人）

女 性

（n=68人）

回 答

しない

（n=0人）

男性の

方が

優遇

どちらかと

いえば

男性の方が

優遇

平等 どちらかと

いえば

女性の方が

優遇

女性の

方が

優遇

わからない
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オ．町内会、自治会などの住民組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22.4 

19.7 

24.4 

37.5 

37.8 

37.5 

13.8 

16.3 

11.7 

1.8 

0.9 

2.6 

0.7 

1.3 

0.3 

17.6 

18.0 

17.6 

6.1 

6.0 

5.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=544人）

男 性

（n=233人）

女 性

（n=307人）

男性の

方が

優遇

どちらかと

いえば

男性の方が

優遇

平等 どちらかと

いえば

女性の方が

優遇

女性の

方が

優遇

わからない 無回答

令和元年度 

令和７年度 

25.2

20.9

29.4

0.0

37.8

34.3

41.2

0.0

11.9

16.4

7.4

0.0

1.5

3.0

0.0
0.0

1.5

3.0

0.0
0.0

22.2

22.4

22.1

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=135人）

男 性

（n=67人）

女 性

（n=68人）

回 答

しない

（n=0人）

男性の

方が

優遇

どちらかと

いえば

男性の方が

優遇

平等 どちらかと

いえば

女性の方が

優遇

女性の

方が

優遇

わからない
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カ．地域活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和元年度 

14.9 

13.7 

16.0 

33.1 

32.2 

33.6 

21.3 

23.2 

19.9 

3.7 

1.3 

5.5 

0.9 

1.3 

0.7 

18.4 

20.6 

16.9 

7.7 

7.7 

7.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=544人）

男 性

（n=233人）

女 性

（n=307人）

男性の

方が

優遇

どちらかと

いえば

男性の方が

優遇

平等 どちらかと

いえば

女性の方が

優遇

女性の

方が

優遇

わからない 無回答

令和７年度 

20.0

17.9

22.1

0.0

31.1

23.9

38.2

0.0

22.2

26.9

17.6

0.0

3.7

7.5

0.0
0.0

1.5

3.0

0.0
0.0

21.5

20.9

22.1

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=135人）

男 性

（n=67人）

女 性

（n=68人）

回 答

しない

（n=0人）

男性の

方が

優遇

どちらかと

いえば

男性の方が

優遇

平等 どちらかと

いえば

女性の方が

優遇

女性の

方が

優遇

わからない
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キ．社会通念、慣習、しきたりなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

21.7 

21.5 

22.1 

41.4 

42.1 

40.7 

11.8 

12.9 

10.7 

2.2 

2.6 

2.0 

1.1 

0.4 

1.6 

14.0 

12.0 

15.6 

7.9 

8.6 

7.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=544人）

男 性

（n=233人）

女 性

（n=307人）

男性の

方が

優遇

どちらかと

いえば

男性の方が

優遇

平等 どちらかと

いえば

女性の方が

優遇

女性の

方が

優遇

わからない 無回答

令和元年度 

令和７年度 

23.7

13.4

33.8

0.0

51.9

58.2

45.6

0.0

9.6

9.0

10.3

0.0

3.0

4.5

1.5
0.0

0.7

1.5

0.0
0.0

11.1

13.4

8.8

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（n=135人）

男性

（n=67人）

女性

（n=68人）

回答

しない

（n=0人）

男性の

方が

優遇

どちらかと

いえば

男性の方が

優遇

平等 どちらかと

いえば

女性の方が

優遇

女性の

方が

優遇

わからない
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ク．法律や制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和元年度 

12.1 

9.0 

14.7 

30.0 

29.6 

30.0 

28.3 

34.8 

23.5 

2.8 

2.6 

2.9 

0.7 

1.7 

0.0 

18.8 

14.6 

22.1 

7.4 

7.7 

6.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=544人）

男 性

（n=233人）

女 性

（n=307人）

男性の

方が

優遇

どちらかと

いえば

男性の方が

優遇

平等 どちらかと

いえば

女性の方が

優遇

女性の

方が

優遇

わからない 無回答

令和７年度 

7.4

3.0

11.8

0.0

23.0

14.9

30.9

0.0

43.7

55.2

32.4

0.0

3.7

4.5

2.9
0.0

2.2

3.0

1.5
0.0

20.0

19.4

20.6

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=135人）

男 性

（n=67人）

女 性

（n=68人）

回 答

しない

（n=0人）

男性の

方が

優遇

どちらかと

いえば

男性の方が

優遇

平等 どちらかと

いえば

女性の方が

優遇

女性の

方が

優遇

わからない
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ケ．社会全体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17.1 

14.6 

19.2 

44.9 

42.9 

46.3 

12.5 

16.7 

9.1 

2.6 

2.6 

2.6 

0.7 

1.7 

0.0 

15.4 

14.2 

16.6 

6.8 

7.3 

6.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=544人）

男 性

（n=233人）

女 性

（n=307人）

男性の

方が

優遇

どちらかと

いえば

男性の方が

優遇

平等 どちらかと

いえば

女性の方が

優遇

女性の

方が

優遇

わからない 無回答

令和元年度 

令和７年度 

8.1

3.0

13.2

0.0

48.1

41.8

54.4

0.0

23.0

29.9

16.2

0.0

8.1

13.4

2.9
0.0

2.2

4.5

0.0
0.0

10.4

7.5

13.2

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全 体】

（n=135人）

男 性

（n=67人）

女 性

（n=68人）

回 答

しない

（n=0人）

男性の

方が

優遇

どちらかと

いえば

男性の方が

優遇

平等 どちらかと

いえば

女性の方が

優遇

女性の

方が

優遇

わからない
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問27 今後、男女共同参画について、市はどのようなことに力を入れていくべきだと思いますか。あてはま

るもの３つ以内で○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

61.2 

47.4 

31.1 

22.1 

16.0 

14.5 

13.1 

12.5 

11.0 

9.0 

6.3 

1.3 

5.9 

55.4 

48.1 

37.3 

24.0 

19.3 

9.4 

7.3 

11.2 

12.4 

6.0 

8.2 

2.6 

6.0 

66.1 

47.6 

26.4 

20.5 

13.4 

18.2 

17.6 

13.7 

10.1 

11.4 

4.9 

0.3 

5.2 

0 20 40 60 80

男女がともに働きやすくなるよう、保育や

介護の支援を充実する

企業や経営者に対し、育児・介護休業制度や

男女が働きやすい環境に対する理解を進める

広報紙やホームページなどを通して、男女共同

参画に関する意識啓発・ＰＲを充実する

学校教育や生涯学習の中で、男女平等の教育の

取り組みを進める

市の政策や方針決定過程に女性を積極的に

登用する

家庭教育における男女平等の理解を進める

女性の再就職やキャリアアップのための講座

などを開設する

配偶者からの暴力被害の防止、根絶や相談・

救援体制を充実させる

企業及び行政機関などにおいて女性管理職を

積極的に登用する

男性を対象にした子育て講座や料理等の

講座や相談窓口を充実する

農業や商工業の分野で女性の活躍を促進する

その他

無回答

【全体】（n=544人）

男性（n=233人）

（％）

女性（n=307人）

令和元年度 
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問27 今後、男女共同参画について、市はどのようなことに力を入れていくべきだと思いますか。（当てはま

るもの３つ以内で選んでください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和７年度 

61.5

38.5

31.1

34.1

20.7

23.0

11.9

8.9

8.9

8.9

5.2

0.7

52.2

34.3

34.3

31.3

20.9

23.9

11.9

11.9

10.4

7.5

7.5

1.5

70.6

42.6

27.9

36.8

20.6

22.1

11.8

5.9

7.4

10.3

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80

男女がともに働きやすくなるよう、保育や

介護の支援を充実する

企業や経営者に対し、育児・介護休業制度や

男女が働きやすい環境に対する理解を進める

広報誌やホームページなどを通して、男女共同

参画に関する意識啓発・PRを充実する

学校教育や生涯学習の中で、男女平等の教育の

取り組みを進める

市の政策や方針決定過程に女性を積極的に

登用する

家庭教育における男女平等の理解を進める

女性の再就職やキャリアアップのための講座

などを開設する

配偶者からの暴力被害の防止、根絶や相談・

救援体制を充実させる

企業及び行政機関などにおいて女性管理職を

積極的に登用する

男性を対象にした子育て講座や料理等の

講座や相談窓口を充実する

農業や商工業の分野で女性の活躍を促進する

その他

【全体】（n=135人）

男性（n=67人）

女性（n=68人）

回答しない（n=0人）

（％） 
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問28 誰もが活躍するためには、どのような情報が特に必要だとだと思いますか。（当てはまるもの３つ以内

で選んでください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和７年度 

29.6

45.2

66.7

8.9

8.1

50.4

8.9

24.4

5.9

1.5

32.8

49.3

61.2

10.4

6.0

53.7

6.0

22.4

4.5

3.0

26.5

41.2

72.1

7.4

10.3

47.1

11.8

26.5

7.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80

保育所や幼稚園に関する情報

介護・家事の支援サービスに関する情報

仕事と子育て・介護との両立支援制度に

関する情報

放課後児童クラブ等に関する情報

職業訓練に関する情報

ワーク・ライフ・バランスの推進や働き方の

見直しの実践に関する情報

就業を継続している女性モデル事例に関する

情報

積極的に家事・子育てに参画する男性のモデ

ル事例に関する情報

起業・NPO活動のための情報

その他

【全体】（n=135人）

男性（n=67人）

女性（n=68人）

回答しない（n=0人）

（％） 

※令和７年度 追加項目 
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問29 地域活動の中で、あなたが「現在参加している活動」について教えてください。（当てはまるもの全て

選んでください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和７年度 

17.8

2.2

5.9

14.1

3.0

19.3

14.1

11.1

16.3

34.1

18.5

5.2

1.5

11.9

3.0

3.0

7.5

3.0

17.9

23.9

7.5

14.9

40.3

16.4

9

0.0

23.5

1.5

8.8

20.6

2.9

20.6

4.4

14.7

17.6

27.9

20.6

1.5

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80

地域の活性化などまちづくり関係

自然環境保護関係

男女共同参画関係

子育て・子どもの健全育成関係

医療や社会福祉関係

スポーツ、教養・学習・文化関係

防犯・防災関係

NPOやボランティアなど市民活動関係

保育園・学校等の保護者会・PTA関係

自治会

地域活動に参加していない

地域活動に興味がない

その他

【全体】（n=135人）

男性（n=67人）

女性（n=68人）

回答しない（n=0人）

（％） 

※令和７年度 追加項目 
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問29-2 地域活動の中で、あなたが「今後参加してみたい活動」について教えてください。（当てはまるもの

全て選んでください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和７年度 

22.2

12.6

5.9

19.3

8.1

29.6

10.4

14.1

5.2

8.9

15.6

1.5

22.4

10.4

6.0

9.0

4.5

31.3

9.0

4.5

6.0

13.4

20.9

1.5

22.1

14.7

5.9

29.4

11.8

27.9

11.8

23.5

4.4

4.4

10.3

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80

地域の活性化などまちづくり関係

自然環境保護関係

男女共同参画関係

子育て・子どもの健全育成関係

医療や社会福祉関係

スポーツ、教養・学習・文化関係

防犯・防災関係

NPOやボランティアなど市民活動関係

保育園・学校等の保護者会・PTA関係

自治会

地域活動に興味がない

その他

【全体】（n=135人）

男性（n=67人）

女性（n=68人）

回答しない（n=0人）

（％） 

※令和７年度 追加項目 
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問29-3 地域活動の中で、あなたが現在「リーダー」として活動しているものについて教えてください。（当

てはまるもの全て選んでください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和７年度 

4.4

2.2

2.2

8.1

0.7

6.7

3.7

3.7

3.0

3.7

11.9

3.0

58.5

0.7

1.5

3.0

1.5

3.0

1.5

6.0

3.0

1.5

1.5

6.0

7.5

4.5

64.2

0.0

7.4

1.5

2.9

13.2

0.0

7.4

4.4

5.9

4.4

1.5

16.2

1.5

52.9

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80

地域の活性化などまちづくり関係

自然環境保護関係

男女共同参画関係

子育て・子どもの健全育成関係

医療や社会福祉関係

スポーツ、教養・学習・文化関係

防犯・防災関係

NPOやボランティアなど市民活動関係

保育園・学校等の保護者会・PTA関係

自治会

地域活動に参加していない

地域活動に興味がない

リーダーとして活動しているものはない

その他

【全体】（n=135人）

男性（n=67人）

女性（n=68人）

回答しない（n=0人）

（％） 

※令和７年度 追加項目 
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問30 女性が地域活動のリーダーになるためには、どのようなことが必要だと思いますか。（当てはまるもの

全て選んでください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度 

57.0

44.4

28.1

32.6

31.1

33.3

4.4

55.2

49.3

31.3

40.3

37.3

34.3

6.0

58.8

39.7

25.0

25.0

25.0

32.4

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80

女性が地域活動のリーダーになることに対す

る女性自身の抵抗感の解消

女性が地域活動のリーダーになることに対す

る男性の抵抗感の解消

社会の中で、女性が地域活動のリーダーにな

ることについての評価向上

女性が地域活動のリーダーになることについ

ての啓発や情報提供・研修の実施

女性が地域活動のリーダーに一定の割合とな

るような取組促進

職場の配慮（シフト編成や休暇取得など）

その他

【全体】（n=135人）

男性（n=67人）

女性（n=68人）

回答しない（n=0人）

（％） 

※令和７年度 追加項目 
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⑤令和７年度事業所アンケートの実施結果 
 

 市内事業所における男女共同参画や女性の活躍推進の実態や取組みなどを把握し、「潮来

市第２期男女共同参画基本計画」中間見直しの参考資料とすることを目的として、事業所

アンケート調査を実施しました。令和２年度に実施したアンケート結果と比較できるよう

に配置しております。なお、令和２年度結果と令和７年度結果では回答数や業種・規模の

構成等に違いがありますのでその点にはご留意ください。 

 

■調査方法 

調査対象 市内の従業員が５０人以上の事業所（建設業のみ小規模企業者を含

む） 

調査方法 ウェブサイト回答フォーム（いばらき電子申請・届出サービス） 

調査時期 令和７年１１月５日から１１月３０日 

有効回答率 １００％ 

 

■調査内容 

事業所の概要 事業の業種、従業員数、従業員における女性の割合、女性従業員

のうち正規職員の割合、管理職に占める女性の割合 

女性の積極的登用

の取組み 

女性従業員の積極的活用のための取組、女性の活躍推進にあたっ

ての課題、女性管理職登用の考え方 

育児・介護と仕事

の両立支援への取

組み 

出産・子育て等を機に退職する女性社員の有無、男性社員による

育児休業制度の利用実績、育児や介護と仕事の両立を支援するた

めの取組 

ワーク・ライフ・

バランス 

ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組、男女がともに働

きやすい職場環境とするための課題 

各種ハラスメント

対策 

セクハラ・パワハラを防止するための取組 

男女共同参画社会

の実現に向けて 

男女共同参画を推進する上で市に支援してほしいこと 

 

 

 

 

 

139



 

 

アンケート結果 

 

 

問１ 事業の業種について、該当する番号をお選びください。 

※複数業種にまたがる場合には、最近の売上高が最も多いものを１つお選びください。 

 

                                                

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２ 貴事業所の従業員についてお尋ねします。 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度 令和７年度 

令和２年度 令和７年度 

100人以下
66.7%

101人～300人

以下
25.9%

301人～500人

以下
7.4%

501人以上
0.0%

無回答
0.0% ｎ=27

第２次産業 

53.0%(9 社) 

第3 次産業 

n=17 

5.9

41.1

0.0

0.0

0.0

23.5

5.9

0.0

0.0

11.8

11.8

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50%

建設業

製造業

電気・ガス、熱供給業

情報通信業

運輸業

卸・小売業

金融・保険業

不動産業

飲食、宿泊業

医療・福祉

サービス業

その他

n=17 

100人以下

70.6%

101人～300人

以下

17.6%

301人～500人

以下

5.9%

501人以上

5.9%
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問3 従業員における女性の割合についてお尋ねします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問4 女性従業員のうち正規職員の割合についてお尋ねします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和２年度 令和７年度 

20％未満
11.1%

20～40％未満
22.2%

40～60％未満
22.2%

60～80％未満
29.6%

80％以上
14.8%

無回答
0.0%

ｎ=27

令和７年度 

10％未満
29.6%

10～30％未満
18.5%30～50％未満

14.8%

50～70％未満
18.5%

70～80％未満
3.7%

80％以上
14.8%

無回答
0.0%

ｎ=27

令和２年度 

n=17 

20％未満

11.8%

20～40％未満

23.5%

40～60％未満

23.5%

60～80％未満

29.4%

80％以上

11.8%

n=17 

10％未満

29.4%

10～30％未満

17.6%
30～50％未満

5.9%

50～70％未満

5.9%

70～80％未満

17.6%

80％以上

23.5%
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問5 貴事業所の管理職に占める女性の割合について該当する選択肢を選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和２年度 令和７年度 

55.6 

22.2 

11.1 

7.4 

3.7 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60%

女性の管理職はいない

１～10％未満

10～20％未満

20～30％未満

30％以上

わからない

無回答

ｎ=27 n=17 

41.2

41.2

5.9

0.0

11.8

0.0

0% 20% 40% 60%

女性の管理職はいない

1～10％未満

10～20％未満

20～30％未満

30％以上

わからない
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問6 貴事業所では、女性従業員を積極的に活用するため、次のような取組みを行っていますか。（当てはま

るもの全て選んでください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度 

81.5 

66.7 

55.6 

55.6 

44.4 

33.3 

29.6 

22.2 

0.0 

0.0 

3.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

性別にかかわらず、働きやすい職場環境づくりに取り組んでいる

性別にかかわらず評価できるよう、人事考課基準を明確に定めている

人材育成や資格取得のための研修などを、性別に関係なく行っている

仕事と家庭を両立させるための制度を充実させている

女性の意見や要望を聞く場を設けている

男性管理職に対して、女性が活躍することの重要性について啓発を行っている

女性の意欲や就業意識を高めるための研修などを行っている

女性の少ない職場の環境を整備して、女性を配置できるようにしている

その他

特に取り組んでいることはない

無回答

ｎ=27
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問6 貴事業所では、女性従業員を積極的に活用するため、次のような取組みを行っていますか。（当てはま

るもの全て選んでください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和７年度 n=17 

82.4

64.7

64.7

64.7

52.9

11.8

23.5

17.6

0

11.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

性別にかかわらず、働きやすい職場環境づくりに取り

組んでいる

性別にかかわらず評価できるよう、人事考課基準を明

確に定めている

人材育成や資格取得のための研修などを性別に関係な

く行っている

仕事と家庭を両立させるための制度を充実させている

女性の意見や要望を聞く場を設けている

男性管理職に対して、女性が活躍することの重要性に

ついて啓発を行っている

女性の意欲や就業意識を高めるための研修などを行っ

ている

女性の少ない職場の環境を整備して、女性を配置でき

るようにしている

その他

特に取り組んでいることはない
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問7 貴事業所では、女性の活躍推進にあたって課題がありますか。（当てはまるもの全て選んでください。）

※女性がいない事業所の場合は、一般的な見解として回答できる範囲でお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和２年度 

40.7 

29.6 

22.2 

18.5 

11.1 

7.4 

3.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

18.5 

7.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

家事や育児の負担を考慮する必要がある（時間外労働・深夜勤務をさせにくい）

転勤や部署間異動をさせにくい

女性が就ける業務が限られている

結婚や出産で退職する女性が多い

活躍を望む女性が少ない

女性が働きやすい職場環境（制度や設備）を整備する負担が重い

管理職や男性社員の認識、理解が不十分

女性が活躍するための教育や研修等のコストや労力がかかる

顧客や取引先を含む社会一般の理解が不十分

日常の業務が忙しく取り組む余裕がない

女性の活躍推進の手法がわからない

その他

特に課題はない

無回答

ｎ=27
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問7 貴事業所では、女性の活躍推進にあたって課題がありますか。（当てはまるもの全て選んでください。）

※女性がいない事業所の場合は、一般的な見解として回答できる範囲でお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和７年度 
n=17 

41.2

11.8

41.2

11.8

47.1

5.9

5.9

0.0

0.0

17.6

0.0

0.0

23.5

0% 10% 20% 30% 40% 50%

家事や育児の負担を考慮する必要がある（時間外労

働・深夜勤務をさせにくい）

転勤や部署間異動をさせにくい

女性が就ける業務が限られている

結婚や出産で退職する女性が多い

活躍を望む女性が少ない

女性が働きやすい職場環境（制度や設備）を整備す

る負担が重い

管理職や男性社員の認識、理解が不十分

女性が活躍するための教育や研修等のコストや労力

がかかる

顧客や取引先を含む社会一般の理解が不十分

日常の業務が忙しく取り組む余裕がない

女性の活躍推進の手法がわからない

その他

特に課題はない
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問8 貴事業所では、今後、女性の管理職の登用について、主にどのように考えていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1 

63.0 

7.4 

0.0 

7.4 

7.4 

3.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

積極的に登用していく予定である

能力や経験に応じて登用していく予定である

職種や職域を限定して登用していく予定である

職位を限定して登用していく予定である

登用は考えていない

その他

無回答

ｎ=27

令和２年度 

令和７年度 

n=17 

35.3

35.3

5.9

0

11.8

11.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

積極的に登用していく予定である

能力や経験に応じて登用していく予定である

職種や職域を限定して登用していく予定である

職位を限定して登用していく予定である

登用は考えていない

その他
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問9 貴事業所では、結婚や出産・子育てを機に退職される女性の社員はいますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和２年度 

令和７年度 

3.7 

7.4 

48.1 

29.6 

7.4 

3.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

結婚を機に、女性が退職する傾向にある

出産・子育てを機に、女性が退職する傾向にある

退職の傾向についてはさまざまで、一概にはいえない

結婚・出産を経ても、働き続けることが一般的になっている

女性社員が少ない（いない）ためわからない

無回答

ｎ=27

n=17 

0

11.8

35.3

52.9

0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

結婚を機に、女性が退職する傾向にある

出産・子育てを機に、女性が退職する傾向にある

退職の傾向についてはさまざまで、一概にはいえない

結婚・出産を経ても、働き続けることが一般的になってい

る

女性社員が少ない（いない）ためわからない
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問10 貴事業所では、男性社員による育児休業制度の利用実績がありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和２年度 令和７年度 

利用された

実績がある
11.1%

全く利用されて

いない
40.7%

対象者が

いない
44.4%

わからない
0.0%

無回答
3.7%

ｎ=27 n=17 

利用された

実績がある

47.1%

全く利用されて

いない

11.8%

対象者が

いない

35.3%

わからない

5.9%
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問11 貴事業所では、従業員に対し、育児や介護と仕事の両立を支援するため、取組みを行っていますか。

（当てはまるもの全て選んでください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和２年度 

令和７年度 

63.0 

51.9 

33.3 

33.3 

33.3 

22.2 

0.0 

3.7 

3.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

育児・介護における休業制度を設けている

勤務時間短縮などの措置を講じている

フレックスタイム制など柔軟な勤務制度を採用している

時間外労働の免除または制限制度を設けている

学校行事やＰＴＡ行事等に参加しやすい休暇制度を設けている

結婚や出産・介護などで、一旦退職した従業員に対する再雇用制度

を設けている

その他

特に取り組んでいることはない

無回答

ｎ=27

n=17 

70.6

64.7

29.4

29.4

29.4

17.6

5.9

5.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

育児・介護における休業制度を設けている

勤務時間短縮などの措置を講じている

フレックスタイム制など柔軟な勤務制度を採用している

時間外労働の免除または制限制度を設けている

学校行事やPTA行事等に参加しやすい休暇制度を設けている

結婚や出産・介護などで一旦退職した従業員に対する再雇

用制度を設けている

その他

特に取り組んでいることはない
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問12 貴事業所では、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組を行っていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和２年度 

令和７年度 

25.9 

63.0 

7.4 

0.0 

3.7 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

積極的に取り組んでいる

労働関係法等で定められた範囲で取り組んでいる

現在取り組んでいないが、今後取り組む予定である

取り組むつもりはない

ワーク・ライフ・バランスについて知らない

無回答

ｎ=27

n=17 

23.5

64.7

0

5.9

5.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

積極的に取り組んでいる

労働関係法等で定められた範囲で取り組んでいる

現在取り組んでいないが、今後取り組む予定である

取り組むつもりはない

ワーク・ライフ・バランスについて知らない
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問13 貴事業所では、男女が共に働きやすい社会環境をつくるため、どのようなことが必要だと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和２年度 

令和７年度 

40.7 

22.2 

7.4 

7.4 

7.4 

3.7 

0.0 

7.4 

3.7 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

育児休業や介護休業などを利用しやすくする

保育サービスや介護サービスなどを充実させ、

誰もが利用できるようにする

男女で家事や育児、介護などに協力して取り組む

労働時間を短縮する

職場でのハラスメント（嫌がらせ）の防止に努める

パートタイム労働者や派遣労働者の労働条件を向上させる

男女の雇用機会（採用、勤務条件など）を均等にする

その他

特にない

無回答

ｎ=27

n=17 

35.3

11.8

11.8

0

11.8

17.6

0

0

11.8

0% 10% 20% 30% 40% 50%

育児休業や介護休業などを利用しやすくする

保育サービスや介護サービスなどを充実させ、誰もが利用

できるようにする

男女で家事や育児、介護などに協力して取り組む

労働時間を短縮する

職場でのハラスメント（嫌がらせ）の防止に努める

パートタイム労働者や派遣労働者の労働条件を向上させる

男女の雇用機会（採用、勤務条件など）を均等にする

その他

特にない
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問14 貴事業所では、各種ハラスメントを防止するために何か取り組んでいることはありますか。（当てはま

るもの全て選んでください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和２年度 

令和７年度 

51.9 

48.1 

40.7 

40.7 

40.7 

25.9 

14.8 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

相談窓口を設置している

各種ハラスメント防止についての研修・講習等を実施している

社内報やパンフレットの配布により啓発・周知を行っている

社長をはじめ企業のトップによるメッセージを発信している

就業規則等で各種ハラスメント防止についての方針を明確にしている

実態把握のための調査をしている

特に何もしていない

無回答

ｎ=27

n=17 

64.7

58.8

52.9

41.2

70.6

41.2

11.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

相談窓口を設置している

各種ハラスメント防止についての研修・講習等を実施して

いる

社内報やパンフレットの配布により啓発・周知を行ってい

る

社長をはじめ企業のトップによるメッセージを発信してい

る

就業規則等で各種ハラスメント防止についての方針を明確

にしている

実態把握のための調査をしている

特に何もしていない
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問15 貴事業所が男女共同参画を推進する上で、市に支援してほしいことは何ですか。（当てはまるもの全て

選んでください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和２年度 

令和７年度 

48.1 

40.7 

22.2 

11.1 

3.7 

0.0 

3.7 

14.8 

3.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

保育・介護サービスの充実

社会情勢の変化や法律・制度改正に関する情報提供

企業における先進事例やロールモデルに関する情報提供

女性従業員のキャリアアップのための場への支援

他の事業所との情報交換の場や機会の提供

男女共同参画や女性活躍推進に関する相談窓口の設置

その他

特にない

無回答

ｎ=27

n=17 

41.2

41.2

11.8

17.6

0

5.9

0

29.4

保育・介護サービスの充実

社会情勢の変化や法律・制度改正に関する情報提供

企業における先進事例やロールモデルに関する情報提供

女性従業員のキャリアアップのための場への支援

他の事業所との情報交換の場や機会の提供

男女共同参画や女性活躍推進に関する相談窓口の設置

その他

特にない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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⑤関係法令等 
 

潮来市男女共同参画審議会規則 
 

（趣旨） 

第１条 この規則は，潮来市男女共同参画基本条例（平成１５年条例第６号）第１６条第３項に基

づき，潮来市男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営に関し，必要な事

項を定めるものとする。 

 （所掌事務） 

第２条 審議会は，次の事項について，必要な審議，検討を行うものとする。 

（１）潮来市男女共同参画基本計画の策定に関すること。 

（２）潮来市男女共同参画基本計画の進行管理等に関すること。 

（３）その他，男女共同参画基本計画等に関し，市長が必要と認めること。 

 （組織） 

第３条 審議会は，市長が委嘱する１５人以内をもって組織する。この場合において，男女それぞ

れの委員の数は，委員定数の２分の１を原則とする。 

（委員） 

第４条 委員は，次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 学識経験のある者 

（２） 市民 

（３） 関係団体の代表者 

２ 前項第２号の者について，委員の一部は公募するものとする。 

３ 審議会の委員は，職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とす

る。 

（任期） 

第５条 委員の任期は２年とする。ただし，再任を妨げない。 

２ 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第６条 審議会に会長及び副会長１人を置く。 

２ 会長及び副会長は，委員の互選により定める。 

３ 会長は，会務を総理し，会議の議長となる。 

４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるとき，又は会長が欠けたときは，その職務を代理す

る。 

（会議） 

第７条 審議会の会議は，必要に応じ会長が招集する。 

２ 審議会の会議は，委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の会議の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決するところに

よる。 

（関係者の出席） 
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第８条 審議会の会議において，必要があると認めるときは，関係者の出席を求め，意見を聴くこ

とができる。 

（会議の招集の特例） 

第９条 委員の任期満了後，最初の審議会の会議招集は、第７条第１項の規定にかかわらず，市長

が行う。 

（庶務） 

第１０条 審議会の庶務は，男女共同参画事務主管課で処理する。 

（その他） 

第１１条 この規則に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。 

付 則 

この規則は，平成１７年８月１日から施行する。 

この規則は，令和３年４月１日から施行する。 
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 潮来市男女共同参画審議会委員名簿 

 

NO 役職 氏 名 所属団体等 

１ 会長 内田 聡 茨城大学 人文社会科学部 

２ 副会長 和田 直子 潮来市議会議員 

３  光畑 由佳 
有限会社モーハウス 

代表取締役 

４  小松﨑 修平 潮来市教育委員 

５  土屋 恵子 株式会社ピュアメイト代表取締役 

６  兼原 律子 潮来市商工会事務局長 

7  大川 容子 潮来市男女共同参画ネットワーク連絡会会長 

8  本宮 洋子 茨城県男女共同参画推進員 

9  髙橋 将行 公募 

10  中山 愛 公募 

＊敬称略・順不同 

任期：令和 7 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日 
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潮来市男女共同参画基本計画策定委員会設置要綱 
 

(設置) 

第1条 この訓令は，潮来市男女共同参画基本計画の策定について，男女共同参画社会の

実現を目指して，必要な事項を調整及び協議するため，潮来市男女共同参画基本計画策

定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 

(協議事項) 

第2条 委員会は，次に掲げる事項を協議する。 

(1) 男女共同参画の企画及び立案に関する事項 

(2) 男女共同参画の計画に係る調査及び連絡調整に関する事項 

(3) 前2号に掲げるもののほか，計画の策定に関し必要な事項 

(構成) 

第3条 委員会は，別表に掲げる職にある者をもって組織する。 

2 委員長は副市長，副委員長には教育長を充てるものとする。 

3 委員長は，会務を総括し，委員会を代表する。 

4 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるとき又は委員長が欠けるときは，そ

の職務を代理する。 

(ワーキングチーム) 

第4条 男女共同参画基本計画の策定にあたって，調査，研究，調整又は協議のため，委

員会にワーキングチームを置くことができる。 

(会議の開催) 

第5条 会議は，委員長が招集し，委員長が議長となる。 

2 委員長は，必要があると認めるときは，構成員以外の者の会議への出席を求め，その

説明又は意見を聴くことができる。 

(庶務) 

第6条 委員会等に関する庶務を処理するため，事務局を企画政策課に置く。 

(委任) 

第7条 この訓令に定めるもののほか，委員会等に関し必要な事項は，市長が別に定め

る。 

附則 

1 この訓令は，公表の日から施行し，令和元年10月29日から適用する。 

2 この訓令は，潮来市男女共同参画基本計画策定が終了した日限り，その効力を失う。 

附則(令和2年7月8日訓令第8号) 

この告示は，公表の日から施行し，令和2年4月1日から適用する。 

附則(令和5年3月31日訓令第3号) 

この訓令は，令和5年4月1日から施行する。 
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 潮来市男女共同参画 

基本条例 

目次 

前文 

第１章 総則(第１条～第７条) 

第２章 市が行う基本的施策(第８条～第 15 条) 

第３章 男女共同参画審議会(第 16 条) 

第４章 補則(第 17 条) 

付則 

 

個人の尊重と法の下の平等が日本国憲法でうたわれ，

国際社会の取組みと連動して，男女平等の実現に向けて

法制度の整備を中心とした各種の取組が進められてき

た。 

しかしながら，今のなお，性別による固定的な役割分

担意識をはじめ，男女の自由な活動の選択に影響を及ぼ

す慣行や制度などが存在している。 

国の男女共同参画社会基本法は，急速な少子高齢化の進

展や経済活動の成熟化，高度情報化，国際化等の環境の変

化から，男女のあり方や価値観が多様化するなか，それぞ

れの生き方を認め合う，真の男女平等の実現を目指してい

る。 

潮来市では，平成 11 年 12 月に「男女が共に共生し，

人権を尊重し合い，豊かで多様性のある地域社会」の実

現を目指し，「男女共同参画都市宣言」が議会で採択され

た。以来，さまざまな取組を行ってきたが，尚一層の取

組が求められている。 

潮来市が今後も持続可能で活力ある地域の発展と，次

の時代に生きる子供たちのために，男女にとらわれずお

互いの個性と能力を十分に発揮する機会が確保され，社

会のあらゆる分野に男女が共に参画することにより，真

に調和のとれた豊かな社会の形成が重要となっている。 

ここに，男女共同参画社会の実現を目指して，市，市

民，事業者が一体となって取組むことを決意し，本条例

を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は，男女共同参画社会の実現に関し，

基本理念を定め，市，市民，事業者の責務を明らかに

するとともに，必要な施策の基本となる事項を定める

ことによって，男女共同参画に関する活動及び施策を

総合的かつ計画的に推進し，豊かで活力ある男女共同

参画社会の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意

義は，当該各号に定められるところによる。 

(1) 男女共同参画社会 男女が社会の平等な構成員

として自らの意思によって社会のあらゆる分野に

おける活動に参画する機会が確保され，男女が均

等に政治的，経済的，社会的及び文化的利益を享

受することができ，かつ，ともに責任を担うべき

社会をいう。 

(2) 市民 市内に住所を有する者，勤務する者又は

在学する者をいう。 

(3) 事業者 市内において事業を行う個人，法人そ

の他の団体をいう。 

(4) 積極的格差是正措置 男女共同参画に係る男女

間の格差を是正するため，必要な範囲内におい

て，男女の格差が生じていると認められている部

分について積極的に機会を提供することをいう。 

(5) ジェンダー 生物学的又は生理学的な性別とは

異なり，男女の役割を固定的にとらえる社会的又

は文化的に培われてきた性別をいう。 

(6) セクシュアル・ハラスメント 市民生活のあら

ゆる場において，相手の意に反した性的な言動に

より相手方の生活環境を害すること又は性的な言

動に対する相手方の対応によって，その者に不利

益を与えることをいう。 

(7) ドメスティック・バイオレンス 配偶者，恋人

等の親密な関係にある者又はこれらの関係にあっ

た者に対する身体的，精神的，社会的，経済的又

は性的な暴力及び虐待行為をいう。 

（基本理念） 

第３条 市，市民，事業者は，次の各号に掲げる事項を

基本理念として，男女共同参画社会の実現に努めるも

のとする。 

(1) 男女が，性別により差別されることなく，個人

として尊巌が重んじられ，個性及び能力を発揮す

る機会が確保されること。 

(2) 社会制度又は慣行が性別による固定的役割分担

などによって，社会における活動の自由な選択に

対して，差別的影響を及ぼすことのないよう配慮

されること。 

(3) 男女が社会の対等な構成員として，社会のあら

ゆる分野における方針の立案及び決定に参画する

機会を確保すること。 
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(4) 男女が相互の協力と社会の支援の下に，子の養

育，家族の介護をはじめとする家庭生活における

活動及び社会生活における活動を両立して行うこ

とができること。 

(5) 男女共同参画の推進に向けた取組が国際社会に

おける取組と密接な関係を有していることを考慮

し，男女共同参画社会の形成は，国際的協調の下

に行われること。 

(6) 男女が互いの身体的特徴及び性に関する理解を

深めるとともに，性に関する個人の意思が尊重さ

れ，生涯にわたる健康の保持が図られなければな

らない。 

(性別による権利侵害の禁止) 

第４条 何人も，性別を理由とする権利侵害及び差別

的扱いを行ってはならない。 

2 何人も，セクシュアル・ハラスメントを行っては

ならない。 

3 何人も，ドメスティック・バイオレンスを行って

はならない。 

4 何人も，公衆に表示するすべての情報において，

固定的な性別役割分担及び性的な暴力を助長し，

又は連想させる表現は行ってはならない。 

5 何人も，性的指向（自己の恋愛又は性愛の対象と

なる性別についての指向のことをいう。以下同

じ。）及び性自認（自己の性別についての認識のこ

とをいう。以下同じ。）を理由とする不当な差別的

扱いを行ってはならない。） 

(市の責務) 

第５条 市は，男女共同参画社会の形成促進を市の主

要な方針として位置づけ，必要な体制を整備すると

ともに，男女共同参画を推進しうる施策（積極的格

差是正措置を含む。)を計画的実施する責務を有す

る。 

2 市は，男女共同参画の推進にあたり，国及び他の

地方公共団体と連携を図るとともに，市民及び事

業者との協働により取組むものとする。 

3 市は，セクシャル・ハラスメント及びドメスティ

ック・バイオレンスの防止並びに性的指向及び性

自認を理由とする不当な性別的扱いの解消を図る

ため，必要な情報，啓発等に努めるものとする。 

(市民の責務) 

第６条 市民は男女共同参画社会に関する理解を深

め，職場，学校，地域，家庭等のあらゆる分野に

おいて，基本理念にのっとり，男女共同参画社会

の形成促進に努めなければならない。 

2 市民は，固定的な性別役割分担意識に基づく慣行

に配慮し，男女の人権をお互いに尊重するよう努

めなければならない。 

3 市民は，市が実施する男女共同参画に関する施策

に積極的に協力するよう努めなければならない。 

(事業者の責務) 

第７条 事業者は，その事業活動に関し，基本理念に

のっとり，男女共同参画の推進に自ら努めるとと

もに，市が実施する男女共同参画に関する施策に

協力するよう努めなければならない。 

2 事業者は，男女共同参画社会の推進のため，その

事業活動に関し，積極的格差是正措置を講じるよ

う努めなければならない。 

3 事業者は，男女が仕事と家庭生活及び地域活動等

の両立ができるよう，職場環境の整備に努めなけ

ればならない。 

 

第２章 市が行う基本的施策 

(基本計画の策定) 

第８条 市長は，男女共同参画を推進するための基本

計画を策定しなければならない。 

2 基本計画は，次の各号に掲げる事項について，定

めるものとする。  

（1） 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画の

推進に関する施策の大綱 

（2） 前号に掲げるもののほか，男女共同参画の推

進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するた

めに必要な事項 

3 市長は，基本計画の策定又は変更にあたっては，

第 16 条に規定する潮来市男女共同参画審議会（以

下この項目及び次条第 2 項において「審議会」と

いう。）の意見を聴取し，市民及び事業者の意見が

反映されるよう努めなければならない。 

4 市長は，基本計画を策定又は変更したときは，す

みやかに公表しなければならない。 

(実施状況の年次報告) 

第９条 市長は，毎年，市の男女共同参画を推進しう

る施策(積極的格差是正措置を含む。)の実施状況等

について公表するものとする。 

2 市長は，前項に規定する施策の実施状況を審議会

に報告するものとする。 

3 市長は，毎年，第 1 項に規定する施策の実施状況

を市民及び事業者に周知するものとする。 
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(市における積極的格差是正措置) 

第 10 条 市及び関連する団体は，男女共同参画の推

進のため，市及び関連する団体の人事管理及び組

織運営において，積極的格差是正措置を講じるよ

う努めるものとする。 

(市の附属機関等における積極的格差是正措置) 

第 11 条 市は，男女共同参画の推進のため，市の附

属機関等の委員の任命又は委嘱にあたり，積極的

格差是正措置を講じるよう努めるものとする。 

(学習，広報啓発活動) 

第 12 条 市は，男女共同参画について，広く市民及

び事業者の理解が深まるよう広報，講座その他の

啓発学習促進等を積極的に努めるものとする。 

2 市は，市民の意識向上を図るため，男女共同参画

推進週間を設けるものとする。 

(調査研究等) 

第 13 条 市は，男女共同参画を推進するために，男

女共同参画に関する情報を収集，調査研究，公表

等を行うものとする。この場合において，個人情

報に関しては，最大限の配慮をしなければならな

い。 

(苦情処理) 

第 14 条 市民は，男女共同参画社会の形成促進を阻

害すると認められる事項に関する苦情を市長に申

し出ることができる。 

2 市長は，前項の規定に基づく申出があったとき

は，関係機関等と連携し，適切に対応するものと

する。 

(推進体制) 

第 15 条 市は，第 8 条から前条までに定めるものの

ほか，男女共同参画の推進に関する施策を総合的

かつ効果的に実施するために必要な推進体制を整

備するものとする。 

 

第３章 男女共同参画審議会 

(男女共同参画審議会の設置等) 

第 16 条 市長は，男女共同参画社会の形成促進に関

する基本的かつ総合的な施策及び重要事項を調査

審議するため，潮来市男女共同参画審議会(以下

「審議会」という。)を置く。 

2 審議会は，男女共同参画に関する施策の実施状況

や，市民及び事業者の意見苦情等の情報収集又は

啓発活動等の現状の把握に努めるとともに，男女

共同参画の推進に関し，市長に建議することがで

きる。 

3 前各項に定めるもののほか，審議会の組織及び運

営に関し必要な事項は，市長が規則で定める。 

 

第４章 補則 

(委任) 

第 17 条 この条例の施行について必要な事項は，市

長が別に定める。 

 

付 則 

この条例は，平成 15 年４月１日から施行する。 

この条例は，令和３年４月１日から施行する。 
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 男女共同参画社会 

基本法 

目次 

前文 

第一章 総則(第一条―第十二条) 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的

施策(第十三条―第二十条) 

第三章 男女共同参画会議(第二十一条―第二十八条) 

附則 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の

平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組

が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進め

られてきたが、なお一層の努力が必要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が

国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男

女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、

性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮する

ことができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題と

なっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を

二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付

け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要

である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を

明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方

公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取

組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定

する。 

第一章 総則 

(目的) 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社

会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実

現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形

成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及

び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定める

ことにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画

的に推進することを目的とする。 

(定義) 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構

成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野に

おける活動に参画する機会が確保され、もって男女が均

等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受する

ことができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成する

ことをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間

の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のい

ずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することを

いう。 

(男女の人権の尊重) 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人として

の尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取

扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する

機会が確保されることその他の男女の人権が尊重される

ことを旨として、行われなければならない。 

(社会における制度又は慣行についての配慮) 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会に

おける制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等

を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中

立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の

形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんが

み、社会における制度又は慣行が男女の社会における活

動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものと

するように配慮されなければならない。 

(政策等の立案及び決定への共同参画) 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対

等な構成員として、国若しくは地方公共団体における政

策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同し

て参画する機会が確保されることを旨として、行われな

ければならない。 

(家庭生活における活動と他の活動の両立) 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男

女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族

の介護その他の家庭生活における活動について家族の一

員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の

活動を行うことができるようにすることを旨として、行

われなければならない。 

(国際的協調) 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会にお

ける取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男
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女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなけ

ればならない。 

(国の責務) 

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参

画社会の形成についての基本理念(以下「基本理念」と

いう。)にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合

的に策定し、及び実施する責務を有する。 

(地方公共団体の責務) 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共

同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策

及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施

策を策定し、及び実施する責務を有する。 

(国民の責務) 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会

のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共

同参画社会の形成に寄与するように努めなければならな

い。 

(法制上の措置等) 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置

その他の措置を講じなければならない。 

(年次報告等) 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の

形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策についての報告を提出しなければなら

ない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会

の形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成

し、これを国会に提出しなければならない。 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的

施策 

(男女共同参画基本計画) 

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共

同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画(以下

「男女共同参画基本計画」という。)を定めなければな

らない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について

定めるものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため

に必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴い

て、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を

求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があ

ったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表し

なければならない。 

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更につ

いて準用する。 

(都道府県男女共同参画計画等) 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案し

て、当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下

「都道府県男女共同参画計画」という。)を定めなけれ

ばならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項につ

いて定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべ

き男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的か

つ計画的に推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女

共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基

本的な計画(以下「市町村男女共同参画計画」という。)

を定めるように努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画

又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したとき

は、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

(施策の策定等に当たっての配慮) 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の

形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実

施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮し

なければならない。 

(国民の理解を深めるための措置) 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じ

て、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措

置を講じなければならない。 

(苦情の処理等) 
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第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影

響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のた

めに必要な措置及び性別による差別的取扱いその他の男

女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵

害された場合における被害者の救済を図るために必要な

措置を講じなければならない。 

(連携及び協働の促進) 

第十八条 国及び地方公共団体は、国、地方公共団体、

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に関する活

動を行う民間の団体その他の関係者が相互に連携と協働

を図ることにより男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の効果的な推進が図られることに鑑み、これらの

者の間における協議の促進その他の関係者相互間の連携

と協働を促進するために必要な施策を講ずるように努め

るものとする。 

２ 地方公共団体は、前項の関係者相互間の連携と協働

を促進するために必要な施策を推進するための拠点とし

ての機能を担う体制を、単独で又は共同して、確保する

ように努めるものとする。 

(人材の確保等) 

第十八条の二 国及び地方公共団体は、男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策の策定及び実施に関する業

務並びに民間の団体が行う男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策に関する活動に従事する人材の確保、養

成及び資質の向上に必要な施策を講ずるように努めるも

のとする。 

(調査研究) 

第十八条の三 国は、社会における制度又は慣行が男女

共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その

他の国及び地方公共団体の男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の策定及び実施に資する調査研究を推進

するように努めるものとする。 

(地方公共団体及び民間の団体に対する支援) 

第十九条 国は、前三条に定めるもののほか、地方公共

団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策及び民間の団体が行う男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策に関する活動を支援するため、助言、情

報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるもの

とする。 

(国際的協調のための措置) 

第二十条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調

の下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報の

交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相

互協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずるよ

うに努めるものとする。 

第三章 男女共同参画会議 

(設置) 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議(以下「会

議」という。)を置く。 

(所掌事務) 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規

定する事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各

大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関

する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審

議すること。 

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要が

あると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対

し、意見を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女共

同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると

認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意

見を述べること。 

(組織) 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもっ

て組織する。 

(議長) 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

(議員) 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理

大臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する

者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総

数の十分の五未満であってはならない。 

３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の

議員の数は、同号に規定する議員の総数の十分の四未満

であってはならない。 

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。 

(議員の任期) 

164



 

 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年と

する。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることができ

る。 

(資料提出の要求等) 

関連 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必

要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監

視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開

陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要が

あると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対し

ても、必要な協力を依頼することができる。 

(政令への委任) 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及

び議員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政

令で定める。 

附 則 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

(男女共同参画審議会設置法の廃止) 

第二条 男女共同参画審議会設置法(平成九年法律第七

号)は、廃止する。 

(経過措置) 

第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会

設置法(以下「旧審議会設置法」という。)第一条の規定

により置かれた男女共同参画審議会は、第二十一条第一

項の規定により置かれた審議会となり、同一性をもって

存続するものとする。 

２ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第一

項の規定により任命された男女共同参画審議会の委員で

ある者は、この法律の施行の日に、第二十三条第一項の

規定により、審議会の委員として任命されたものとみな

す。この場合において、その任命されたものとみなされ

る者の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同日に

おける旧審議会設置法第四条第二項の規定により任命さ

れた男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期間

と同一の期間とする。 

３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条第一

項の規定により定められた男女共同参画審議会の会長で

ある者又は同条第三項の規定により指名された委員であ

る者は、それぞれ、この法律の施行の日に、第二十四条

第一項の規定により審議会の会長として定められ、又は

同条第三項の規定により審議会の会長の職務を代理する

委員として指名されたものとみなす。 

(総理府設置法の一部改正) 

第四条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)

の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則〔平成一一年七月一六日法律第一〇二号抄〕 

(施行期日) 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平

成十一年法律第八十八号)の施行の日〔平成一三年一月

六日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

一 〔略〕 

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第

二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日 

(委員等の任期に関する経過措置) 

第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲

げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職

員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当

該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法

律の規定にかかわらず、その日に満了する。 

一～十 〔略〕 

十一 男女共同参画審議会 

十二～五十八 〔略〕 

(別に定める経過措置) 

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、

この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律

で定める。 

附 則〔平成一一年一二月二二日法律第一六〇号抄〕 

(施行期日) 

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成

十三年一月六日から施行する。〔後略〕 

附 則〔令和七年六月二七日法律第八〇号〕 

(施行期日) 

１ この法律は、独立行政法人男女共同参画機構法(令

和七年法律第七十九号)の施行の日〔令和八年四月一

日〕から施行する。ただし、第一条及び次項の規定は、

公布の日から施行する。 

(政令への委任) 

２ この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定

める。

165



配偶者からの暴力の 

防止及び被害者の 

保護等に関する法律 

【ＤＶ防止法】 

目次 

前文 

第一章 総則(第一条・第二条) 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等(第二条

の二・第二条の三) 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等(第三条―第五

条の四) 

第三章 被害者の保護(第六条―第九条の二) 

第四章 保護命令(第十条―第二十二条) 

第五章 雑則(第二十三条―第二十八条) 

第五章の二 補則(第二十八条の二) 

第六章 罰則(第二十九条―第三十一条) 

附則 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の

平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた

取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含

む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済

が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者か

らの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自

立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えること

は、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなって

いる。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現

を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を

保護するための施策を講ずることが必要である。このこ

とは、女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際

社会における取組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自

立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定

する。 

 

第一章 総則 

(定義) 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、

配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻

撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以

下同じ。)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす

言動(以下この項及び第二十八条の二において「身体に

対する暴力等」と総称する。)をいい、配偶者からの身

体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又

はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者

であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含

むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴

力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をして

いないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、

「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関

係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の

事情に入ることを含むものとする。 

(国及び地方公共団体の責務) 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防

止するとともに、被害者の保護(被害者の自立を支援す

ることを含む。以下同じ。)を図る責務を有する。 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

(基本方針) 

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣

及び厚生労働大臣(以下この条及び次条第五項において

「主務大臣」という。)は、配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針(以

下この条並びに次条第一項及び第三項において「基本方

針」という。)を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条

第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村基本

計画の指針となるべきものを定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する

基本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための

施策の内容に関する事項 

三 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための

施策を実施するために必要な国、地方公共団体及び民間

の団体の連携及び協力に関する事項 

四 前三号に掲げるもののほか、配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護のための施策に関する重要事項 
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３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しよ

うとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議

しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更した

ときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

(都道府県基本計画等) 

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都道

府県における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

のための施策の実施に関する基本的な計画(以下この条

において「都道府県基本計画」という。)を定めなけれ

ばならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定

めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する

基本的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための

施策の実施内容に関する事項 

三 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための

施策を実施するために必要な当該都道府県、関係地方公

共団体及び民間の団体の連携及び協力に関する事項 

四 前三号に掲げるもののほか、配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事

項 

３ 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、基本方針に

即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村

における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のた

めの施策の実施に関する基本的な計画(以下この条にお

いて「市町村基本計画」という。)を定めるよう努めな

ければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町

村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、こ

れを公表しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県

基本計画又は市町村基本計画の作成のために必要な助言

その他の援助を行うよう努めなければならない。 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

(配偶者暴力相談支援センター) 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する女性相談

支援センターその他の適切な施設において、当該各施設

が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすよ

うにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設におい

て、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての

機能を果たすようにするよう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業務を行う

ものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずる

こと又は女性相談支援員若しくは相談を行う機関を紹介

すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は

心理学的な指導その他の必要な指導を行うこと。 

三 被害者(被害者がその家族を同伴する場合にあって

は、被害者及びその同伴する家族。次号、第六号、第五

条、第八条の三及び第九条において同じ。)の緊急時に

おける安全の確保及び一時保護を行うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進するため、就

業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等に

ついて、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その

他の援助を行うこと。 

五 第四章に定める保護命令の制度の利用について、情

報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行う

こと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情

報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を

行うこと。 

４ 前項第三号の一時保護は、女性相談支援センター

が、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす

者に委託して行うものとする。 

５ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員

若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由

がなく、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を

漏らしてはならない。 

６ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに

当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連

携に努めるものとする。 

(女性相談支援員による相談等) 

第四条 女性相談支援員は、被害者の相談に応じ、必要

な援助を行うことができる。 

(女性自立支援施設における保護) 

第五条 都道府県は、女性自立支援施設において被害者

の保護を行うことができる。 
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(協議会) 

第五条の二 都道府県は、単独で又は共同して、配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、関係機

関、関係団体、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関連する職務に従事する者その他の関係者(第五項

において「関係機関等」という。)により構成される協

議会(以下「協議会」という。)を組織するよう努めなけ

ればならない。 

２ 市町村は、単独で又は共同して、協議会を組織する

ことができる。 

３ 協議会は、被害者に関する情報その他被害者の保護

を図るために必要な情報の交換を行うとともに、被害者

に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。 

４ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、

内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなけれ

ばならない。 

５ 協議会は、第三項に規定する情報の交換及び協議を

行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対

し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力

を求めることができる。 

(秘密保持義務) 

第五条の三 協議会の事務に従事する者又は従事してい

た者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り

得た秘密を漏らしてはならない。 

(協議会の定める事項) 

第五条の四 前二条に定めるもののほか、協議会の組織

及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

第三章 被害者の保護 

(配偶者からの暴力の発見者による通報等) 

第六条 配偶者からの暴力(配偶者又は配偶者であった

者からの身体に対する暴力に限る。以下この章において

同じ。)を受けている者を発見した者は、その旨を配偶

者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努め

なければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当た

り、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかっ

たと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴

力相談支援センター又は警察官に通報することができ

る。この場合において、その者の意思を尊重するよう努

めるものとする。 

３ 刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規

定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規

定により通報することを妨げるものと解釈してはならな

い。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当た

り、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかっ

たと認められる者を発見したときは、その者に対し、配

偶者暴力相談支援センター等の利用について、その有す

る情報を提供するよう努めなければならない。 

(配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説

明等) 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関す

る通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者

に対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援

センターが行う業務の内容について説明及び助言を行う

とともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとす

る。 

(警察官による被害の防止) 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行

われていると認めるときは、警察法(昭和二十九年法律

第百六十二号)、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第

百三十六号)その他の法令の定めるところにより、暴力

の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による

被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努

めなければならない。 

(警察本部長等の援助) 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長(道警

察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、

方面本部長。第十五条第三項において同じ。)又は警察

署長は、配偶者からの暴力を受けている者から、配偶者

からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受け

たい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、

当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公安

委員会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防止

するための措置の教示その他配偶者からの暴力による被

害の発生を防止するために必要な援助を行うものとす

る。 

(福祉事務所による自立支援) 

第八条の三 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)

に定める福祉に関する事務所(次条において「福祉事務

所」という。)は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四

十四号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百

二十九号)その他の法令の定めるところにより、被害者
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の自立を支援するために必要な措置を講ずるよう努めな

ければならない。 

(被害者の保護のための関係機関の連携協力) 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、

福祉事務所、児童相談所その他の都道府県又は市町村の

関係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当

たっては、その適切な保護が行われるよう、相互に連携

を図りながら協力するよう努めるものとする。 

(苦情の適切かつ迅速な処理) 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職

員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を受けた

ときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるもの

とする。 

第四章 保護命令 

(接近禁止命令等) 

第十条 被害者(配偶者からの身体に対する暴力又は生

命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨

を告知してする脅迫(以下この章において「身体に対す

る暴力等」という。)を受けた者に限る。以下この条並

びに第十二条第一項第三号及び第四号において同じ。)

が、配偶者(配偶者からの身体に対する暴力等を受けた

後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された

場合にあっては、当該配偶者であった者。以下この条及

び第十二条第一項第二号から第四号までにおいて同

じ。)からの更なる身体に対する暴力等により、その生

命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいとき

は、裁判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対

し、命令の効力が生じた日から起算して一年間、被害者

の住居(当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を

除く。以下この項において同じ。)その他の場所におい

て被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務

先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしては

ならないことを命ずるものとする。 

２ 前項の場合において、同項の規定による命令(以下

「接近禁止命令」という。)を発する裁判所又は発した

裁判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、

命令の効力が生じた日以後、接近禁止命令の効力が生じ

た日から起算して一年を経過する日までの間、被害者に

対して次に掲げる行為をしてはならないことを命ずるも

のとする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告

げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場

合を除き、連続して、電話をかけ、文書を送付し、通信

文その他の情報(電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年

法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をい

う。以下この号及び第六項第一号において同じ。)の送

信元、送信先、通信日時その他の電気通信を行うために

必要な情報を含む。以下この条において「通信文等」と

いう。)をファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは

電子メールの送信等をすること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六

時までの間に、電話をかけ、通信文等をファクシミリ装

置を用いて送信し、又は電子メールの送信等をするこ

と。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情

を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に

置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状

態に置くこと。 

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその

知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図

画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知

覚によっては認識することができない方式で作られる記

録であって、電子計算機による情報処理の用に供される

ものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒

体その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置

き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記

録を送信し、若しくはその知り得る状態に置くこと。 

九 その承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・

送信装置(当該装置の位置に係る位置情報(地理空間情報

活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一

項第一号に規定する位置情報をいう。以下この号におい

て同じ。)を記録し、又は送信する機能を有する装置で

政令で定めるものをいう。以下この号及び次号において

同じ。)(同号に規定する行為がされた位置情報記録・送

信装置を含む。)により記録され、又は送信される当該

位置情報記録・送信装置の位置に係る位置情報を政令で

定める方法により取得すること。 

十 その承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記

録・送信装置を取り付けること、位置情報記録・送信装

置を取り付けた物を交付することその他その移動に伴い

位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為と

して政令で定める行為をすること。 
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３ 第一項の場合において、被害者がその成年に達しな

い子(以下この項及び次項並びに第十二条第一項第三号

において単に「子」という。)と同居しているときであ

って、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動

を行っていることその他の事情があることから被害者が

その同居している子に関して配偶者と面会することを余

儀なくされることを防止するため必要があると認めると

きは、接近禁止命令を発する裁判所又は発した裁判所

は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令の

効力が生じた日以後、接近禁止命令の効力が生じた日か

ら起算して一年を経過する日までの間、当該子の住居

(当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。

以下この項において同じ。)、就学する学校その他の場

所において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住

居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近を

はいかいしてはならないこと及び当該子に対して前項第

二号から第十号までに掲げる行為(同項第五号に掲げる

行為にあっては、電話をかけること及び通信文等をファ

クシミリ装置を用いて送信することに限る。)をしては

ならないことを命ずるものとする。ただし、当該子が十

五歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。 

４ 第一項の場合において、配偶者が被害者の親族その

他被害者と社会生活において密接な関係を有する者(被

害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除

く。以下この項及び次項並びに第十二条第一項第四号に

おいて「親族等」という。)の住居に押し掛けて著しく

粗野又は乱暴な言動を行っていることその他の事情があ

ることから被害者がその親族等に関して配偶者と面会す

ることを余儀なくされることを防止するため必要がある

と認めるときは、接近禁止命令を発する裁判所又は発し

た裁判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対

し、命令の効力が生じた日以後、接近禁止命令の効力が

生じた日から起算して一年を経過する日までの間、当該

親族等の住居(当該配偶者と共に生活の本拠としている

住居を除く。以下この項において同じ。)その他の場所

において当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族

等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近を

はいかいしてはならないことを命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等(被害者の十五歳未満

の子を除く。以下この項において同じ。)の同意(当該親

族等が十五歳未満の者又は成年被後見人である場合にあ

っては、その法定代理人の同意)がある場合に限り、す

ることができる。 

６ 第二項第四号及び第五号の「電子メールの送信等」

とは、次の各号のいずれかに掲げる行為(電話をかける

こと及び通信文等をファクシミリ装置を用いて送信する

ことを除く。)をいう。 

一 電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関

する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規

定する電子メールをいう。)その他のその受信をする者

を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信の

送信を行うこと。 

二 前号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用

する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であっ

て、内閣府令で定めるものを用いて通信文等の送信を行

うこと。 

(退去等命令) 

第十条の二 被害者(配偶者からの身体に対する暴力又

は生命等に対する脅迫(被害者の生命又は身体に対し害

を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章にお

いて同じ。)を受けた者に限る。以下この条及び第十八

条第一項において同じ。)が、配偶者(配偶者からの身体

に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被

害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあ

っては、当該配偶者であった者。以下この条、第十二条

第二項第二号及び第十八条第一項において同じ。)から

更に身体に対する暴力を受けることにより、その生命又

は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁

判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命

令の効力が生じた日から起算して二月間(被害者及び当

該配偶者が生活の本拠として使用する建物又は区分建物

(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第二

十二号に規定する区分建物をいう。)の所有者又は賃借

人が被害者のみである場合において、被害者の申立てが

あったときは、六月間)、被害者と共に生活の本拠とし

ている住居から退去すること及び当該住居の付近をはい

かいしてはならないことを命ずるものとする。ただし、

申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠

を共にする場合に限る。 

(管轄裁判所) 

第十一条 接近禁止命令及び前条の規定による命令(以

下「退去等命令」という。)の申立てに係る事件は、相

手方の住所(日本国内に住所がないとき又は住所が知れ

ないときは居所)の所在地を管轄する地方裁判所の管轄

に属する。 
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２ 接近禁止命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管

轄する地方裁判所にもすることができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力等

が行われた地 

３ 退去等命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄

する地方裁判所にもすることができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又

は生命等に対する脅迫が行われた地 

(接近禁止命令等の申立て等) 

第十二条 接近禁止命令及び第十条第二項から第四項ま

での規定による命令の申立ては、次に掲げる事項を記載

した書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力等を受けた状況(当

該身体に対する暴力等を受けた後に、被害者が離婚を

し、又はその婚姻が取り消された場合であって、当該配

偶者であった者からの身体に対する暴力等を受けたとき

にあっては、当該配偶者であった者からの身体に対する

暴力等を受けた状況を含む。) 

二 前号に掲げるもののほか、配偶者からの更なる身体

に対する暴力等により、生命又は心身に重大な危害を受

けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての時におけ

る事情 

三 第十条第三項の規定による命令(以下この号並びに

第十七条第三項及び第四項において「三項命令」とい

う。)の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同

居している子に関して配偶者と面会することを余儀なく

されることを防止するため当該三項命令を発する必要が

あると認めるに足りる申立ての時における事情 

四 第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合

にあっては、被害者が当該親族等に関して配偶者と面会

することを余儀なくされることを防止するため当該命令

を発する必要があると認めるに足りる申立ての時におけ

る事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に

対し、前各号に掲げる事項について相談し、又は援助若

しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるとき

は、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員

の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場

所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

２ 退去等命令の申立ては、次に掲げる事項を記載した

書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する

脅迫を受けた状況(当該身体に対する暴力又は生命等に

対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその

婚姻が取り消された場合であって、当該配偶者であった

者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受

けたときにあっては、当該配偶者であった者からの身体

に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況を含

む。) 

二 前号に掲げるもののほか、配偶者から更に身体に対

する暴力を受けることにより、生命又は身体に重大な危

害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての時

における事情 

三 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に

対し、前二号に掲げる事項について相談し、又は援助若

しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるとき

は、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員

の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場

所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

３ 前二項の書面(以下「申立書」という。)に第一項第

五号イからニまで又は前項第三号イからニまでに掲げる

事項の記載がない場合には、申立書には、第一項第一号

から第四号まで又は前項第一号及び第二号に掲げる事項

についての申立人の供述を記載し、又は記録した書面又

は電磁的記録で公証人法(明治四十一年法律第五十三号)

第五十三条第一項又は第五十九条第三項の認証を受けた

ものを添付しなければならない。 

(迅速な裁判) 

第十三条 裁判所は、接近禁止命令、第十条第二項から

第四項までの規定による命令及び退去等命令(以下「保

護命令」という。)の申立てに係る事件については、速

やかに裁判をするものとする。 

(保護命令事件の審理の方法) 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会う

ことができる審尋の期日を経なければ、これを発するこ

とができない。ただし、その期日を経ることにより保護
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命令の申立ての目的を達することができない事情がある

ときは、この限りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまで又は同

条第二項第三号イからニまでに掲げる事項の記載がある

場合には、裁判所は、当該配偶者暴力相談支援センター

又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し、又は援

助若しくは保護を求めた際の状況及びこれに対して執ら

れた措置の内容を記載した書面の提出を求めるものとす

る。この場合において、当該配偶者暴力相談支援センタ

ー又は当該所属官署の長は、これに速やかに応ずるもの

とする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配

偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の長又は申

立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求め

られた職員に対し、同項の規定により書面の提出を求め

た事項に関して更に説明を求めることができる。 

(期日の呼出し) 

第十四条の二 保護命令に関する手続における期日の呼

出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に

対する期日の告知その他相当と認める方法によってす

る。 

２ 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対

する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたと

きは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他

期日の不遵守による不利益を帰することができない。た

だし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面

を提出したときは、この限りでない。 

(公示送達の方法) 

第十四条の三 保護命令に関する手続における公示送達

は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも

送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に

掲示してする。 

(電子情報処理組織による申立て等) 

第十四条の四 保護命令に関する手続における申立てそ

の他の申述(以下この条において「申立て等」という。)

のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の

規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正

本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認

識することができる情報が記載された紙その他の有体物

をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってする

ものとされているものであって、最高裁判所の定める裁

判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判

官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含

む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高

裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織

(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以

下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする

者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した

電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができ

る。 

２ 前項の規定によりされた申立て等については、当該

申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立

て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされ

たものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を

適用する。 

３ 第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判

所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記

録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。 

４ 第一項の場合において、当該申立て等に関する他の

法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名

又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項に

おいて同じ。)をすることとされているものについて

は、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわ

らず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めると

ころにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じな

ければならない。 

５ 第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定

するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、

当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しな

ければならない。 

６ 第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律

その他の法令の規定による事件の記録の閲覧若しくは謄

写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書

面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の

送達又は送付も、同様とする。 

(保護命令の申立てについての決定等) 

第十五条 保護命令の申立てについての決定には、理由

を付さなければならない。ただし、口頭弁論を経ないで

決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手

方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日における言渡

しによって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やか

にその旨及びその内容を申立人の住所又は居所を管轄す

る警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとす

る。 
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４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴

力相談支援センターの職員に対し相談し、又は援助若し

くは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実

に係る第十二条第一項第五号イからニまで又は同条第二

項第三号イからニまでに掲げる事項の記載があるとき

は、裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及

びその内容を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴

力相談支援センター(当該申立書に名称が記載された配

偶者暴力相談支援センターが二以上ある場合にあって

は、申立人がその職員に対し相談し、又は援助若しくは

保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援センタ

ー)の長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

(即時抗告) 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対して

は、即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさ

ない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消し

の原因となることが明らかな事情があることにつき疎明

があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即

時抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、保護命

令の効力の停止を命ずることができる。事件の記録が原

裁判所に存する間は、原裁判所も、この処分を命ずるこ

とができる。 

４ 前項の規定により接近禁止命令の効力の停止を命ず

る場合において、第十条第二項から第四項までの規定に

よる命令が発せられているときは、裁判所は、当該命令

の効力の停止をも命じなければならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立

てることができない。 

６ 抗告裁判所が接近禁止命令を取り消す場合におい

て、第十条第二項から第四項までの規定による命令が発

せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り

消さなければならない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命令

について、第三項若しくは第四項の規定によりその効力

の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消した

ときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨及びその内

容を当該通知をした配偶者暴力相談支援センターの長に

通知するものとする。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並び

に抗告裁判所が保護命令を取り消した場合について準用

する。 

(保護命令の取消し) 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の

申立てをした者の申立てがあった場合には、当該保護命

令を取り消さなければならない。接近禁止命令又は第十

条第二項から第四項までの規定による命令にあっては接

近禁止命令が効力を生じた日から起算して三月を経過し

た日以後において、退去等命令にあっては当該退去等命

令が効力を生じた日から起算して二週間を経過した日以

後において、これらの命令を受けた者が申し立て、当該

裁判所がこれらの命令の申立てをした者に異議がないこ

とを確認したときも、同様とする。 

２ 前条第六項の規定は、接近禁止命令を発した裁判所

が前項の規定により当該接近禁止命令を取り消す場合に

ついて準用する。 

３ 三項命令を受けた者は、接近禁止命令が効力を生じ

た日から起算して六月を経過した日又は当該三項命令が

効力を生じた日から起算して三月を経過した日のいずれ

か遅い日以後において、当該三項命令を発した裁判所に

対し、第十条第三項に規定する要件を欠くに至ったこと

を理由として、当該三項命令の取消しの申立てをするこ

とができる。 

４ 裁判所は、前項の取消しの裁判をするときは、当該

取消しに係る三項命令の申立てをした者の意見を聴かな

ければならない。 

５ 第三項の取消しの申立てについての裁判に対して

は、即時抗告をすることができる。 

６ 第三項の取消しの裁判は、確定しなければその効力

を生じない。 

７ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、第一項か

ら第三項までの場合について準用する。 

(退去等命令の再度の申立て) 

第十八条 退去等命令が発せられた後に当該発せられた

退去等命令の申立ての理由となった身体に対する暴力又

は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする退去等

命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配偶者

と共に生活の本拠としている住居から転居しようとする

被害者がその責めに帰することのできない事由により当

該発せられた命令の期間までに当該住居からの転居を完

了することができないことその他の退去等命令を再度発

する必要があると認めるべき事情があるときに限り、退
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去等命令を発するものとする。ただし、当該退去等命令

を発することにより当該配偶者の生活に特に著しい支障

を生ずると認めるときは、当該退去等命令を発しないこ

とができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定の

適用については、同条第二項各号列記以外の部分中「事

項」とあるのは「事項及び第十八条第一項本文の事情」

と、同項第三号中「事項に」とあるのは「事項及び第十

八条第一項本文の事情に」と、同条第三項中「事項に」

とあるのは「事項並びに第十八条第一項本文の事情に」

とする。 

(事件の記録の閲覧等) 

第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、

裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、

その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事

項の証明書の交付を請求することができる。ただし、相

手方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若し

くは相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相

手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、この限

りでない。 

第二十条 削除〔令和五年五月法律三〇号〕 

(民事訴訟法の準用) 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除き、

保護命令に関する手続に関しては、その性質に反しない

限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編から第

四編までの規定(同法第七十一条第二項、第九十一条の

二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二

項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第

三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第

五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一

条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第

二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条

第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準

用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法

の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下

欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第百十二条

第一項本文 

前条の規定による措

置を開始した 

裁判所書記官

が送達すべき

書類を保管

し、いつでも

送達を受ける

べき者に交付

すべき旨の裁

判所の掲示場

への掲示を始

めた 

第百十二条第一

項ただし書 

前条の規定による

措置を開始した 

当該掲示

を始めた 

第

百

十

三

条 

書類又は

電磁的記

録 

書類 

記載又は

記録 

記載 

第百十一

条の規定

による措

置を開始

した 

裁判所書記官が送達すべき書類

を保管し、いつでも送達を受け

るべき者に交付すべき旨の裁判

所の掲示場への掲示を始めた 

第百三十

三条の三

第一項 

記載され、又は記録され

た書面又は電磁的記録 

記載され

た書面 

当該書面又は電磁的記録 当該書面 

又は電磁的記録その他こ

れに類する書面又は電磁

的記録 

その他こ

れに類す

る書面 

第百五十一条第二

項及び第二百三十

一条の二第二項 

方法又は最高裁判所規則

で定める電子情報処理組

織を使用する方法 

方

法 

第百

六十

条第

一項 

最高裁判所規則で定めるところによ

り、電子調書(期日又は期日外における

手続の方式、内容及び経過等の記録及

び公証をするためにこの法律その他の

法令の規定により裁判所書記官が作成

する電磁的記録をいう。以下同じ。) 

調

書 

第百六十

条第三項 

前項の規定によりファイル

に記録された電子調書の内

容に 

調書の記

載につい

て 

第百六十

条第四項 

第二項の規定によりファイル

に記録された電子調書 

調書 

当該電子調書 当該

調書 

第百六十条

の二第一項 

前条第二項の規定によりファ

イルに記録された電子調書の

内容 

調書

の記

載 
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第百六十条の

二第二項 

その旨をファイル

に記録して 

調書を作

成して 

第二百

五条第

三項 

事項又は前項の規定によりファイル

に記録された事項若しくは同項の記

録媒体に記録された事項 

事

項 

第二百

十五条

第四項 

事項又は第二項の規定によりファ

イルに記録された事項若しくは同

項の記録媒体に記録された事項 

事

項 

第二百三

十一条の

三第二項 

若しくは送付し、又は最高裁

判所規則で定める電子情報処

理組織を使用する 

又は

送付

する 

第二百六十一条第

四項 

電子調書 調書 

記録しなけれ

ば 

記載しなけれ

ば 

(最高裁判所規則) 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令に

関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定め

る。 

第五章 雑則 

(職務関係者による配慮等) 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜

査、裁判等に職務上関係のある者(次項において「職務

関係者」という。)は、その職務を行うに当たり、被害

者の心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、被

害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重する

とともに、その安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮

をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者

の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深め

るために必要な研修及び啓発を行うものとする。 

(教育及び啓発) 

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力

の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発

に努めるものとする。 

(調査研究の推進等) 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護に資するため、加害者の更生の

ための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるた

めの方法等に関する調査研究の推進並びに被害者の保護

に係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。 

(民間の団体に対する援助) 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の

団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。 

(都道府県及び市町村の支弁) 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁

しなければならない。 

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行

う女性相談支援センターの運営に要する費用(次号に掲

げる費用を除く。) 

二 第三条第三項第三号の規定に基づき女性相談支援セ

ンターが行う一時保護(同条第四項に規定する厚生労働

大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含

む。)及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

三 第四条の規定に基づき都道府県が置く女性相談支援

員が行う業務に要する費用 

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護(市町

村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う

場合を含む。)及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

２ 市町村は、第四条の規定に基づき市町村が置く女性

相談支援員が行う業務に要する費用を支弁しなければな

らない。 

(国の負担及び補助) 

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道府

県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項

第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の

五を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費

用の十分の五以内を補助することができる。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用の

うち、同項第三号及び第四号に掲げるもの 

二 市町村が前条第二項の規定により支弁した費用 

第五章の二 補則 

(この法律の準用) 

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章までの

規定は、生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における

共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除

く。)をする関係にある相手からの暴力(当該関係にある

相手からの身体に対する暴力等をいい、当該関係にある

相手からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が

当該関係を解消した場合にあっては、当該関係にあった

者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。)及

び当該暴力を受けた者について準用する。この場合にお

いて、これらの規定(同条を除く。)中「配偶者からの暴
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力」とあるのは、「特定関係者からの暴力」と読み替え

るほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替え

るものとする。 

第二条 配偶者 第二十八条の二に規定

する関係にある相手

(以下「特定関係者」

という。) 

、被害者 、被害者(特定関係者

からの暴力を受けた者

をいう。以下同じ。) 

第六条第一

項 

配偶者又は

配偶者であ

った者 

特定関係者又は特定関

係者であった者 

第十条第一

項から第四

項まで、第

十条の二、

第十一条第

二項第二号

及び第三項

第二号、第

十二条第一

項第一号か

ら第四号ま

で並びに第

二項第一号

及び第二号

並びに第十

八条第一項 

配偶者 特定関係者 

第十条第一

項、第十条

の二並びに

第十二条第

一項第一号

及び第二項

第一号 

離婚をし、

又はその婚

姻が取り消

された場合 

第二十八条の二に規定

する関係を解消した場

合 

第六章 罰則 

第二十九条 保護命令(前条において読み替えて準用す

る第十条第一項から第四項まで及び第十条の二の規定に

よるものを含む。第三十一条において同じ。)に違反し

た者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処

する。 

第三十条 第三条第五項又は第五条の三の規定に違反し

て秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円

以下の罰金に処する。 

第三十一条 第十二条第一項若しくは第二項(第十八条

第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

又は第二十八条の二において読み替えて準用する第十二

条第一項若しくは第二項(第二十八条の二において準用

する第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場

合を含む。)の規定により記載すべき事項について虚偽

の記載のある申立書により保護命令の申立てをした者

は、十万円以下の過料に処する。 

附 則 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過

した日から施行する。ただし、第二章、第六条(配偶者

暴力相談支援センターに係る部分に限る。)、第七条、

第九条(配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限

る。)、第二十七条及び第二十八条の規定は、平成十四

年四月一日から施行する。 

(経過措置) 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対

し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に関して相談

し、又は援助若しくは保護を求めた場合における当該被

害者からの保護命令の申立てに係る事件に関する第十二

条第一項第四号並びに第十四条第二項及び第三項の規定

の適用については、これらの規定中「配偶者暴力相談支

援センター」とあるのは、「婦人相談所」とする。 

(検討) 

第三条 この法律の規定については、この法律の施行後

三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検

討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜら

れるものとする。 

(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正) 

第四条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法

律第四十号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則〔平成一六年六月二日法律第六四号〕 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過

した日から施行する。 

(経過措置) 
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第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前

の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法

律(次項において「旧法」という。)第十条の規定による

命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件

については、なお従前の例による。 

２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後

に当該命令の申立ての理由となった身体に対する不法な

攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の

事実を理由とするこの法律による改正後の配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下「新

法」という。)第十条第一項第二号の規定による命令の

申立て(この法律の施行後最初にされるものに限る。)が

あった場合における新法第十八条第一項の規定の適用に

ついては、同項中「二月」とあるのは、「二週間」とす

る。 

(検討) 

第三条 新法の規定については、この法律の施行後三年

を目途として、新法の施行状況等を勘案し、検討が加え

られ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるもの

とする。 

附 則〔平成一九年七月一一日法律第一一三号〕 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過

した日から施行する。 

(経過措置) 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前

の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法

律第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定に

よる命令に関する事件については、なお従前の例によ

る。 

(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正) 

第三条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法

律第四十号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則〔平成二五年七月三日法律第七二号〕 

(施行期日) 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を経過した

日から施行する。 

(銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正) 

２ 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)

の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正) 

３ 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第

四十号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則〔平成二六年四月二三日法律第二八号抄〕 

(施行期日) 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

る日から施行する。 

一 〔前略〕附則第四条第一項及び第二項、第十四条並

びに第十九条の規定 公布の日 

二 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、

第十二条及び第十五条から第十八条までの規定 平成二

十六年十月一日 

三 〔略〕 

(政令への委任) 

第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の

施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則〔令和元年六月二六日法律第四六号抄〕 

(施行期日) 

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。 

一 附則第四条、第七条第一項及び第八条の規定 公布

の日 

二・三 〔略〕 

(その他の経過措置の政令への委任) 

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行

に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

〔検討等〕 

第八条 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行

後三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護等に関する法律第六条第一項及び第二項の通報の対

象となる同条第一項に規定する配偶者からの暴力の形態

並びに同法第十条第一項から第四項までの規定による命

令の申立てをすることができる同条第一項に規定する被

害者の範囲の拡大について検討を加え、その結果に基づ

いて必要な措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後三

年を目途に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

等に関する法律第一条第一項に規定する配偶者からの暴

力に係る加害者の地域社会における更生のための指導及

び支援の在り方について検討を加え、その結果に基づい

て必要な措置を講ずるものとする。 
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附 則〔令和四年五月二五日法律第五二号抄〕 

(施行期日) 

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。 

一 〔前略〕附則〔中略〕第三十八条の規定 公布の日 

二～四 〔略〕 

(政令への委任) 

第三十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の

施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

〔令和四年六月一七日法律第六八号抄〕 

(罰則の適用等に関する経過措置) 

第四百四十一条 刑法等の一部を改正する法律(令和四

年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」とい

う。)及びこの法律(以下「刑法等一部改正法等」とい

う。)の施行前にした行為の処罰については、次章に別

段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 

２ 刑法等一部改正法等の施行後にした行為に対して、

他の法律の規定によりなお従前の例によることとされ、

なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前

の法律の規定の例によることとされる罰則を適用する場

合において、当該罰則に定める刑(刑法施行法第十九条

第一項の規定又は第八十二条の規定による改正後の沖縄

の復帰に伴う特別措置に関する法律第二十五条第四項の

規定の適用後のものを含む。)に刑法等一部改正法第二

条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五

号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条

に規定する懲役(以下「懲役」という。)、旧刑法第十三

条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)又は旧刑法第

十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含ま

れるときは、当該刑のうち無期の懲役又は禁錮はそれぞ

れ無期拘禁刑と、有期の懲役又は禁錮はそれぞれその刑

と長期及び短期(刑法施行法第二十条の規定の適用後の

ものを含む。)を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長

期及び短期(刑法施行法第二十条の規定の適用後のもの

を含む。)を同じくする拘留とする。 

(裁判の効力とその執行に関する経過措置) 

第四百四十二条 懲役、禁錮及び旧拘留の確定裁判の効

力並びにその執行については、次章に別段の定めがある

もののほか、なお従前の例による。 

(人の資格に関する経過措置) 

第四百四十三条 懲役、禁錮又は旧拘留に処せられた者

に係る人の資格に関する法令の規定の適用については、

無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁

刑に処せられた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた

者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた

者と、旧拘留に処せられた者は拘留に処せられた者とみ

なす。 

２ 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の法律の規

定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有

することとされ又は改正前若しくは廃止前の法律の規定

の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の

適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮

に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を

同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられ

た者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみな

す。 

(経過措置の政令への委任) 

第五百九条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改

正法等の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則〔令和四年六月一七日法律第六八号抄〕 

(施行期日) 

１ この法律は、刑法等一部改正法〔刑法等の一部を改

正する法律＝令和四年六月法律第六七号〕施行日〔令和

七年六月一日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 

二 〔略〕 

附 則〔令和五年五月一九日法律第三〇号〕 

(施行期日) 

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。 

一 附則第七条の規定 公布の日 

二 第二十一条の改正規定 民事訴訟法等の一部を改正

する法律(令和四年法律第四十八号。附則第三条におい

て「民事訴訟法等改正法」という。)附則第一条第四号

に掲げる規定の施行の日〔令和六年三月一日〕 

(保護命令事件に係る経過措置) 

第二条 この法律による改正後の配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護等に関する法律(以下「新法」とい

う。)第十条及び第十条の二の規定は、この法律の施行

の日(以下この条において「施行日」という。)以後にさ

れる保護命令の申立てに係る事件について適用し、施行

日前にされた保護命令の申立てに係る事件については、

なお従前の例による。 
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２ 新法第十一条第二項及び第三項並びに第十二条第一

項及び第二項の規定は、施行日以後にされる保護命令の

申立てについて適用し、施行日前にされた保護命令の申

立てについては、なお従前の例による。 

３ 新法第十八条第一項の規定は、施行日以後にされる

同項に規定する再度の申立てに係る事件について適用

し、施行日前にされた同項に規定する再度の申立てに係

る事件については、なお従前の例による。 

(民事訴訟法等改正法の施行の日の前日までの間の経過

措置) 

第三条 新法第十四条の二から第十四条の四までの規定

は、民事訴訟法等改正法の施行の日の前日までの間は、

適用しない。 

２ 附則第一条第二号に規定する規定の施行の日から民

事訴訟法等改正法の施行の日の前日までの間における新

法第二十一条の規定の適用については、同条中「第七十

一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第

十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二

項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第

七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三

条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二

項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十

五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二

条の二の規定を除く。)を準用する。この場合におい

て、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替

えるものとする」とあるのは、「第八十七条の二の規定

を除く。)を準用する」とする。 

(罰則の適用に関する経過措置) 

第四条 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第

六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行

日」という。)の前日までの間における新法第三十条の

規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、

「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前

にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様

とする。 

(銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正) 

第五条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第

六号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正) 

第六条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法

律第四十号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

(政令への委任) 

第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行

に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)

は、政令で定める。 

(検討) 

第八条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合

において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認

めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果

に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

〔令和五年六月一四日法律第五三号抄〕 

(手続費用額の確定手続に関する経過措置) 

第百八十六条 前条の規定による改正後の配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(第百九十

七条及び第百九十八条において「改正後配偶者暴力防止

法」という。)第二十一条において準用する民事訴訟法

(以下この節において「準用民事訴訟法」という。)第七

十一条第二項の規定は、施行日以後に開始される保護命

令の申立てに係る事件(以下この節において「改正後保

護命令事件」という。)における保護命令に関する手続

の費用の負担の額を定める申立てについて、適用する。 

(期日の呼出しに関する経過措置) 

第百八十七条 準用民事訴訟法第九十四条の規定は、改

正後保護命令事件における期日の呼出しについて適用

し、施行日前に開始された保護命令の申立てに係る事件

(以下この節において「改正前保護命令事件」という。)

における期日の呼出しについては、なお従前の例によ

る。 

(送達報告書に関する経過措置) 

第百八十八条 準用民事訴訟法第百条第二項の規定は、

改正後保護命令事件における送達報告書の提出につい

て、適用する。 

(公示送達の方法に関する経過措置) 

第百八十九条 準用民事訴訟法第百十一条から第百十三

条までの規定は、改正後保護命令事件における公示送達

について適用し、改正前保護命令事件における公示送達

については、なお従前の例による。 

(電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置) 

第百九十条 準用民事訴訟法第一編第七章の規定(準用

民事訴訟法第百三十二条の十三の規定を除く。)は、改

正後保護命令事件における準用民事訴訟法第百三十二条

の十第一項に規定する申立て等について適用し、改正前

保護命令事件における第百八十五条の規定による改正前
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の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する

法律第十四条の四第一項に規定する申立て等について

は、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有す

る。 

(釈明処分による電磁的記録の提出に関する経過措置) 

第百九十一条 準用民事訴訟法第百五十一条第二項の規

定は、改正後保護命令事件における釈明処分による電磁

的記録の提出について適用し、改正前保護命令事件にお

ける釈明処分による電磁的記録の提出については、なお

従前の例による。 

(口頭弁論調書に関する経過措置) 

第百九十二条 準用民事訴訟法第百六十条の規定は、改

正後保護命令事件における口頭弁論調書の作成、記録及

び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明につい

て適用し、改正前保護命令事件における口頭弁論調書の

作成、記載及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係

る証明については、なお従前の例による。 

２ 準用民事訴訟法第百六十条の二の規定は、改正後保

護命令事件における口頭弁論調書の更正について適用

し、改正前保護命令事件における口頭弁論調書の更正に

ついては、なお従前の例による。 

(尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置) 

第百九十三条 準用民事訴訟法第二百五条第二項及び第

二百十五条第二項(準用民事訴訟法第二百十八条第一項

において準用する場合を含む。)の規定は、改正後保護

命令事件における証人の尋問に代わる書面の提出又は鑑

定人の書面による意見の陳述に代わる意見の陳述の方式

若しくは鑑定の嘱託を受けた者による鑑定書の提出につ

いて、適用する。 

(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに

関する経過措置) 

第百九十四条 準用民事訴訟法第二百三十一条の二第二

項及び第二百三十一条の三第二項の規定は、改正後保護

命令事件における電磁的記録に記録された情報の内容に

係る証拠調べについて適用し、改正前保護命令事件にお

ける電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ

については、なお従前の例による。 

(電子決定書の作成に関する経過措置) 

第百九十五条 準用民事訴訟法第百二十二条において準

用する準用民事訴訟法第二百五十二条及び第二百五十三

条の規定は、改正後保護命令事件における電子決定書の

作成について適用し、改正前保護命令事件における決定

書の作成については、なお従前の例による。 

(申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電

子調書の記録に関する経過措置) 

第百九十六条 準用民事訴訟法第二百六十一条第四項の

規定は、改正後保護命令事件における申立ての取下げが

口頭でされた場合における期日の電子調書の記録につい

て適用し、改正前保護命令事件における申立ての取下げ

が口頭でされた場合における期日の調書の記載について

は、なお従前の例による。 

(事件に関する事項の証明に関する経過措置) 

第百九十七条 改正後配偶者暴力防止法第十九条の三の

規定は、改正後保護命令事件に関する事項の証明につい

て適用し、改正前保護命令事件に関する事項の証明につ

いては、なお従前の例による。 

(接近禁止命令等の申立て等に関する経過措置) 

第百九十八条 第二号施行日から施行日の前日までの間

における改正後配偶者暴力防止法第十二条第三項の規定

の適用については、同項中「記載し、又は記録した書面

又は電磁的記録」とあるのは「記載した書面」と、「第

五十三条第一項又は第五十九条第三項」とあるのは「第

五十三条第一項」とする。 

(罰則に関する経過措置) 

第三百八十七条 この法律(附則第二号及び第三号に掲

げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為

並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることと

される場合及びなおその効力を有することとされる場合

におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適

用については、なお従前の例による。 

(政令への委任) 

第三百八十八条 この法律に定めるもののほか、この法

律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

(検討) 

第三百八十九条 政府は、この法律の施行後五年を経過

した場合において、この法律による改正後の民事執行法

その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、

必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の

措置を講ずるものとする。 

附 則〔令和五年六月一四日法律第五三号〕 

この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲

内において政令で定める日から施行する。ただし、次の

各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す

る。 

一 〔前略〕第三百八十八条の規定 公布の日 
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二 〔前略〕第百八十五条中配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護等に関する法律第十二条第三項の改正規

定、第百九十八条の規定並びに第三百八十七条の規定 

公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内におい

て政令で定める日 

〔令和七年七月政令二六二号により、令和七・一〇・一

から施行〕 

三 〔略〕 

附 則〔令和七年一二月一〇日法律第八四号〕 

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日

から施行する。 
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女性の職業生活に 

おける活躍の推進に 

関する法律 

【女性活躍推進法】 
目次 

第一章 総則(第一条―第四条) 

第二章 基本方針等(第五条・第六条) 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針(第七条) 

第二節 一般事業主行動計画等(第八条―第十八条) 

第三節 特定事業主行動計画(第十九条) 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表(第二十

条・第二十一条) 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための

支援措置(第二十二条―第二十九条) 

第五章 雑則(第三十条―第三十三条) 

第六章 罰則(第三十四条―第三十九条) 

附則 

第一章 総則 

(目的) 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生

活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十

分に発揮して職業生活において活躍すること(以下「女

性の職業生活における活躍」という。)が一層重要とな

っていることに鑑み、男女共同参画社会基本法(平成十

一年法律第七十八号)の基本理念にのっとり、女性の職

業生活における活躍の推進について、その基本原則を定

め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らか

にするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策

定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援

措置等について定めることにより、女性の職業生活にお

ける活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権

が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需

要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊

かで活力ある社会を実現することを目的とする。 

(基本原則) 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生

活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自

らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女

性に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の

変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及び

その活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等

を反映した職場における慣行が女性の職業生活における

活躍に対して及ぼす影響に配慮し、併せて、女性の健康

上の特性に留意して、その個性と能力が十分に発揮でき

るようにすることを旨として、行われなければならな

い。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を

営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭

生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多い

ことその他の家庭生活に関する事由が職業生活に与える

影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わ

ず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その他

の家庭生活における活動について家族の一員としての役

割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うため

に必要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生

活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨とし

て、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、

女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思

が尊重されるべきものであることに留意されなければな

らない。 

(国及び地方公共団体の責務) 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職

業生活における活躍の推進についての基本原則(次条及

び第五条第一項において「基本原則」という。)にのっ

とり、女性の職業生活における活躍の推進に関して必要

な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 

(事業主の責務) 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、

又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関

する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と

家庭生活との両立に資する雇用環境の整備その他の女性

の職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施

するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施す

る女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に協

力しなければならない。 

第二章 基本方針等 

(基本方針) 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活

における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に

実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関
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する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなけれ

ばならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるもの

とする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的

な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組に関する基本的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に

関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援

措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環

境の整備に関する事項 

ハ 職場において行われる就業環境を害する言動に起因

する問題の解決を促進するために必要な措置に関する事

項 

ニ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する

施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活におけ

る活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決

定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があ

ったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければなら

ない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用す

る。 

(都道府県推進計画等) 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府

県の区域内における女性の職業生活における活躍の推進

に関する施策についての計画(以下この条において「都

道府県推進計画」という。)を定めるよう努めるものと

する。 

２ 市町村は、基本方針(都道府県推進計画が定められ

ているときは、基本方針及び都道府県推進計画)を勘案

して、当該市町村の区域内における女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する施策についての計画(次項にお

いて「市町村推進計画」という。)を定めるよう努める

ものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町

村推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、こ

れを公表しなければならない。 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、

事業主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基

本方針に即して、次条第一項に規定する一般事業主行動

計画及び第十九条第一項に規定する特定事業主行動計画

(次項において「事業主行動計画」と総称する。)の策定

に関する指針(以下「事業主行動計画策定指針」とい

う。)を定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事

項につき、事業主行動計画の指針となるべきものを定め

るものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の

内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業

主行動計画策定指針を定め、又は変更したときは、遅滞

なく、これを公表しなければならない。 

第二節 一般事業主行動計画等 

(一般事業主行動計画の策定等) 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般

事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数

が百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即し

て、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する女性の

職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画

をいう。以下同じ。)を定め、厚生労働省令で定めると

ころにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。

これを変更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を

定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の

実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計

画を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働省令

で定めるところにより、採用した労働者に占める女性労

働者の割合、男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状

況、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合
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その他のその事業における女性の職業生活における活躍

に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を

推進するために改善すべき事情について分析した上で、

その結果を勘案して、これを定めなければならない。こ

の場合において、前項第二号の目標については、採用す

る労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年

数の差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にある労

働者に占める女性労働者の割合その他の数値を用いて定

量的に定めなければならない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計

画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定める

ところにより、これを労働者に周知させるための措置を

講じなければならない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計

画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定める

ところにより、これを公表しなければならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計

画に基づく取組を実施するとともに、一般事業主行動計

画に定められた目標を達成するよう努めなければならな

い。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が百

人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即して、一

般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところ

により、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければなら

ない。これを変更したときも、同様とする。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事

業主行動計画を定め、又は変更しようとする場合につい

て、第四項から第六項までの規定は前項に規定する一般

事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更した場合

について、それぞれ準用する。 

(基準に適合する一般事業主の認定) 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定

による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生

労働省令で定めるところにより、当該事業主について、

女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関

し、当該取組の実施の状況が優良なものであることその

他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨

の認定を行うことができる。 

(認定一般事業主の表示等) 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主(以下「認定一

般事業主」という。)は、商品、役務の提供の用に供す

る物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しく

は通信その他の厚生労働省令で定めるもの(次項及び第

十四条第一項において「商品等」という。)に厚生労働

大臣の定める表示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等

に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはなら

ない。 

(認定の取消し) 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号

のいずれかに該当するときは、第九条の認定を取り消す

ことができる。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと認める

とき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したと

き。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 

(基準に適合する認定一般事業主の認定) 

第十二条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請

に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事

業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組に関し、当該事業主の策定した一般事業主行動

計画に基づく取組を実施し、当該一般事業主行動計画に

定められた目標を達成したこと、雇用の分野における男

女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四

十七年法律第百十三号)第十三条の二に規定する業務を

担当する者及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護

を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十

六号)第二十九条に規定する業務を担当する者を選任し

ていること、当該女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組の実施の状況が特に優良なものであることそ

の他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである

旨の認定を行うことができる。 

(特例認定一般事業主の特例等) 

第十三条 前条の認定を受けた一般事業主(以下「特例

認定一般事業主」という。)については、第八条第一項

及び第七項の規定は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、毎年少なくとも一回、女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する取組の実施の状況を公表しなけれ

ばならない。 

(特例認定一般事業主の表示等) 

第十四条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大

臣の定める表示を付することができる。 

２ 第十条第二項の規定は、前項の表示について準用す

る。 
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(特例認定一般事業主の認定の取消し) 

第十五条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の

各号のいずれかに該当するときは、第十二条の認定を取

り消すことができる。 

一 第十一条の規定により第九条の認定を取り消すと

き。 

二 第十二条に規定する基準に適合しなくなったと認め

るとき。 

三 第十三条第二項の規定による公表をせず、又は虚偽

の公表をしたとき。 

四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に

基づく命令に違反したとき。 

五 不正の手段により第十二条の認定を受けたとき。 

(委託募集の特例等) 

第十六条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業

主(一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三

百人以下のものをいう。以下この項及び次項において同

じ。)が、当該承認中小事業主団体をして女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な

労働者の募集を行わせようとする場合において、当該承

認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするとき

は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十

六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である中小

事業主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」と

は、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律

により設立された組合若しくはその連合会であって厚生

労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を

直接又は間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定め

る要件に該当するものに限る。)のうち、その構成員で

ある中小事業主に対して女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組を実施するための人材確保に関する相

談及び援助を行うものであって、その申請に基づいて、

厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための

厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行った

ものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定

する基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承

認を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従

事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところに

より、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の

募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労

働大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定に

よる届出があった場合について、同法第五条の三第一項

及び第四項、第五条の四第一項及び第二項、第五条の

五、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条、第四

十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及

び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届

出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四

十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集

に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十

条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同

条第二項に規定する職権を行う場合について、それぞれ

準用する。この場合において、同法第三十七条第二項中

「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性の

職業生活における活躍の推進に関する法律第十六条第四

項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようと

する者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募

集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」

と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の

規定の適用については、同法第三十六条第二項中「前項

の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に

従事させようとする者がその被用者以外の者に与えよう

とする」と、同法第四十二条の二中「第三十九条に規定

する募集受託者」とあるのは「女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)

第十六条第四項の規定による届出をして労働者の募集に

従事する者」と、「同項に」とあるのは「次項に」とす

る。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二

項の相談及び援助の実施状況について報告を求めること

ができる。 

第十七条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による

届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体

に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を

提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法

について指導することにより、当該募集の効果的かつ適

切な実施を図るものとする。 

(一般事業主に対する国の援助) 

第十八条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規定に

より一般事業主行動計画を策定しようとする一般事業主

又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対し
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て、一般事業主行動計画の策定、労働者への周知若しく

は公表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実

施されるように相談その他の援助の実施に努めるものと

する。 

第三節 特定事業主行動計画 

第十九条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又は

それらの職員で政令で定めるもの(以下「特定事業主」

という。)は、政令で定めるところにより、事業主行動

計画策定指針に即して、特定事業主行動計画(特定事業

主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組に関する計画をいう。以下この条において同

じ。)を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を

定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の

実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変

更しようとするときは、内閣府令で定めるところによ

り、採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続

勤務年数の差異、勤務時間の状況、管理的地位にある職

員に占める女性職員の割合その他のその事務及び事業に

おける女性の職業生活における活躍に関する状況を把握

し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善

すべき事情について分析した上で、その結果を勘案し

て、これを定めなければならない。この場合において、

前項第二号の目標については、採用する職員に占める女

性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割

合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性職員

の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければなら

ない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変

更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるため

の措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変

更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行

動計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければなら

ない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を

実施するとともに、特定事業主行動計画に定められた目

標を達成するよう努めなければならない。 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

(一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表) 

第二十条 第八条第一項に規定する一般事業主(常時雇

用する労働者の数が三百人を超えるものに限る。)は、

厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、

又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事

業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲

げる情報を定期的に公表しなければならない。 

一 その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対

する職業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立

に資する雇用環境の整備に関する実績 

２ 第八条第一項に規定する一般事業主(前項に規定す

る一般事業主を除く。)は、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職

業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活

における活躍に関する前項各号に掲げる情報の少なくと

もいずれか一方を定期的に公表しなければならない。 

３ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省

令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もう

とする女性の職業選択に資するよう、その事業における

女性の職業生活における活躍に関する第一項各号に掲げ

る情報の少なくともいずれか一方を定期的に公表するよ

う努めなければならない。 

(特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表) 

第二十一条 特定事業主は、内閣府令で定めるところに

より、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選

択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業

生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公

表しなければならない。 

一 その任用し、又は任用しようとする女性に対する職

業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に

資する勤務環境の整備に関する実績 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための

支援措置 

(職業指導等の措置等) 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍を推進

するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援

その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 
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２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推

進するため、前項の措置と相まって、職業生活を営み、

又は営もうとする女性及びその家族その他の関係者から

の相談に応じ、関係機関の紹介その他の情報の提供、助

言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の

一部を、その事務を適切に実施することができるものと

して内閣府令で定める基準に適合する者に委託すること

ができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は

当該事務に従事していた者は、正当な理由なく、当該事

務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

(財政上の措置等) 

第二十三条 国は、女性の職業生活における活躍の推進

に関する地方公共団体の施策を支援するために必要な財

政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとす

る。 

(国等からの受注機会の増大) 

第二十四条 国は、女性の職業生活における活躍の推進

に資するため、国及び公庫等(沖縄振興開発金融公庫そ

の他の特別の法律によって設立された法人であって政令

で定めるものをいう。)の役務又は物件の調達に関し、

予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主、特例

認定一般事業主その他の女性の職業生活における活躍に

関する状況又は女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組の実施の状況が優良な一般事業主(次項におい

て「認定一般事業主等」という。)の受注の機会の増大

その他の必要な施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業

主等の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施する

ように努めるものとする。 

(啓発活動) 

第二十五条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活に

おける活躍の推進について、国民の関心と理解を深め、

かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行う

ものとする。 

(情報の収集、整理及び提供) 

第二十六条 国は、女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組に資するよう、国内外における女性の職業

生活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収

集、整理及び提供を行うものとする。 

(協議会) 

第二十七条 当該地方公共団体の区域において女性の職

業生活における活躍の推進に関する事務及び事業を行う

国及び地方公共団体の機関(以下この条において「関係

機関」という。)は、第二十二条第一項の規定により国

が講ずる措置及び同条第二項の規定により地方公共団体

が講ずる措置に係る事例その他の女性の職業生活におけ

る活躍の推進に有用な情報を活用することにより、当該

区域において女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組が効果的かつ円滑に実施されるようにするため、

関係機関により構成される協議会(以下「協議会」とい

う。)を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の

区域内において第二十二条第三項の規定による事務の委

託がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会

の構成員として加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認める

ときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えるこ

とができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員(以下この

項において「関係機関等」という。)が相互の連絡を図

ることにより、女性の職業生活における活躍の推進に有

用な情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図ると

ともに、地域の実情に応じた女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組について協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、

内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなけれ

ばならない。 

(秘密保持義務) 

第二十八条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事

務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務

に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

(協議会の定める事項) 

第二十九条 前二条に定めるもののほか、協議会の組織

及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

第五章 雑則 

(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告) 

第三十条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要

があると認めるときは、第八条第一項に規定する一般事

業主又は認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主で

ある同条第七項に規定する一般事業主に対して、報告を
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求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができ

る。 

(公表) 

第三十一条 厚生労働大臣は、第二十条第一項若しくは

第二項の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表を

した第八条第一項に規定する一般事業主又は第二十条第

三項に規定する情報に関し虚偽の公表をした認定一般事

業主若しくは特例認定一般事業主である第八条第七項に

規定する一般事業主に対し、前条の規定による勧告をし

た場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わなか

ったときは、その旨を公表することができる。 

(権限の委任) 

第三十二条 第八条、第九条、第十一条、第十二条、第

十五条、第十六条、第三十条及び前条に規定する厚生労

働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、

その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 

(政令への委任) 

第三十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の

実施のため必要な事項は、政令で定める。 

第六章 罰則 

第三十四条 第十六条第五項において準用する職業安定

法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違

反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の拘禁

刑又は百万円以下の罰金に処する。 

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年

以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏らした

者 

二 第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者 

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月

以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十六条第四項の規定による届出をしないで、労働

者の募集に従事した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十

七条第二項の規定による指示に従わなかった者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十

九条又は第四十条の規定に違反した者 

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十

万円以下の罰金に処する。 

一 第十条第二項(第十四条第二項において準用する場

合を含む。)の規定に違反した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十

条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をし

た者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十

条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨

げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若

しくは虚偽の陳述をした者 

四 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十

一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者 

第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理

人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に

関し、第三十四条、第三十六条又は前条の違反行為をし

たときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し

ても、各本条の罰金刑を科する。 

第三十九条 第三十条の規定による報告をせず、又は虚

偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。 

附 則 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、

第三章(第七条を除く。)、第五章(第二十八条を除く。)

及び第六章(第三十条を除く。)の規定並びに附則第五条

の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。 

(この法律の失効) 

第二条 この法律は、令和十八年三月三十一日限り、そ

の効力を失う。 

２ 第二十二条第三項の規定による委託に係る事務に従

事していた者の当該事務に関して知り得た秘密について

は、同条第四項の規定(同項に係る罰則を含む。)は、前

項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおそ

の効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して

知り得た秘密については、第二十八条の規定(同条に係

る罰則を含む。)は、第一項の規定にかかわらず、同項

に規定する日後も、なおその効力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用に

ついては、この法律は、第一項の規定にかかわらず、同

項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

(政令への委任) 

第三条 前条第二項から第四項までに規定するもののほ

か、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定

める。 

(検討) 
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第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合

において、この法律の施行の状況を勘案し、必要がある

と認めるときは、この法律の規定について検討を加え、

その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

(社会保険労務士法の一部改正) 

第五条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九

号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

(内閣府設置法の一部改正) 

第六条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一

部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則〔平成二九年三月三一日法律第一四号抄〕 

(施行期日) 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

る日から施行する。 

一 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える

改正規定及び附則第三十五条の規定 公布の日 

二・三 〔略〕 

四 〔前略〕附則第二十一条、第二十二条、第二十六条

から第二十八条まで及び第三十二条の規定並びに附則第

三十三条(次号に掲げる規定を除く。)の規定 平成三十

年一月一日 

五 〔略〕 

(罰則に関する経過措置) 

第三十四条 この法律(附則第一条第四号に掲げる規定

にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰

則の適用については、なお従前の例による。 

(その他の経過措置の政令への委任) 

第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律

の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則〔令和元年六月五日法律第二四号抄〕 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超え

ない範囲内において政令で定める日から施行する。ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から

施行する。 

〔令和元年一二月政令一七四号により、令和二・六・一

から施行〕 

一 〔前略〕附則第六条の規定 公布の日 

二 第二条の規定 公布の日から起算して三年を超えな

い範囲内において政令で定める日 

〔令和元年一二月政令一七四号により、令和四・四・一

から施行〕 

(罰則に関する経過措置) 

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適

用については、なお従前の例による。 

(政令への委任) 

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行

に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

(検討) 

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合

において、この法律による改正後の規定の施行の状況に

ついて検討を加え、必要があると認めるときは、その結

果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

附 則〔令和四年三月三一日法律第一二号抄〕 

(施行期日) 

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。 

一 〔前略〕附則第二十八条の規定 公布の日 

二 〔略〕 

三 〔前略〕附則〔中略〕第二十四条〔中略〕の規定 

令和四年十月一日 

(政令への委任) 

第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の

施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

〔令和四年六月一七日法律第六八号抄〕 

(罰則の適用等に関する経過措置) 

第四百四十一条 刑法等の一部を改正する法律(令和四

年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」とい

う。)及びこの法律(以下「刑法等一部改正法等」とい

う。)の施行前にした行為の処罰については、次章に別

段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 

２ 刑法等一部改正法等の施行後にした行為に対して、

他の法律の規定によりなお従前の例によることとされ、

なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前

の法律の規定の例によることとされる罰則を適用する場

合において、当該罰則に定める刑(刑法施行法第十九条

第一項の規定又は第八十二条の規定による改正後の沖縄

の復帰に伴う特別措置に関する法律第二十五条第四項の

規定の適用後のものを含む。)に刑法等一部改正法第二

条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五

号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条

に規定する懲役(以下「懲役」という。)、旧刑法第十三
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条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)又は旧刑法第

十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含ま

れるときは、当該刑のうち無期の懲役又は禁錮はそれぞ

れ無期拘禁刑と、有期の懲役又は禁錮はそれぞれその刑

と長期及び短期(刑法施行法第二十条の規定の適用後の

ものを含む。)を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長

期及び短期(刑法施行法第二十条の規定の適用後のもの

を含む。)を同じくする拘留とする。 

(裁判の効力とその執行に関する経過措置) 

第四百四十二条 懲役、禁錮及び旧拘留の確定裁判の効

力並びにその執行については、次章に別段の定めがある

もののほか、なお従前の例による。 

(人の資格に関する経過措置) 

第四百四十三条 懲役、禁錮又は旧拘留に処せられた者

に係る人の資格に関する法令の規定の適用については、

無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁

刑に処せられた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた

者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた

者と、旧拘留に処せられた者は拘留に処せられた者とみ

なす。 

２ 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の法律の規

定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有

することとされ又は改正前若しくは廃止前の法律の規定

の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の

適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮

に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を

同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられ

た者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみな

す。 

(経過措置の政令への委任) 

第五百九条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改

正法等の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則〔令和四年六月一七日法律第六八号抄〕 

(施行期日) 

１ この法律は、刑法等一部改正法〔刑法等の一部を改

正する法律＝令和四年六月法律第六七号〕施行日〔令和

七年六月一日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 

二 〔略〕 

附 則〔令和七年六月一一日法律第六三号抄〕 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を

超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。 

一 〔前略〕第四条中女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律第二条第一項の改正規定、同法第五条第

二項第三号の改正規定及び同法附則第二条第一項の改正

規定〔中略〕並びに附則〔中略〕第七条、第八条の二

〔中略〕の規定 公布の日 

二 〔前略〕第四条の規定(同号に掲げる改正規定及び

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十二

条の改正規定を除く。)並びに附則第六条の規定〔中

略〕 令和八年四月一日 

(女性の職業選択に資する情報の公表に関する経過措置) 

第六条 第四条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正

規定に限る。)による改正後の女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律第二十条第一項及び第二項の規

定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業

年度の翌事業年度において行われる同条第一項及び第二

項の規定による情報の公表から適用する。 

(政令への委任) 

第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行

に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

(検討) 

第八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合

において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規

定の施行の状況について検討を加え、必要があると認め

るときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるもの

とする。 

第八条の二 政府は、特定受託事業者(特定受託事業者

に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二

十五号)第二条第一項に規定する特定受託事業者をい

う。以下この条において同じ。)が受けた業務委託(同法

第二条第三項に規定する業務委託をいう。)に係る業務

において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者そ

の他の当該業務に関係を有する者の言動であって、当該

特定受託事業者に係る特定受託業務従事者(同条第二項

に規定する特定受託業務従事者をいう。以下この条にお

いて同じ。)が従事する業務の性質その他の事情に照ら

して社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該

特定受託業務従事者の就業環境が害されることのないよ

うにするための施策について検討を加え、必要があると
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認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる

ものとする。 
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困難な問題を抱える 

女性への支援に 

関する法律 

目次 

第一章 総則(第一条―第六条) 

第二章 基本方針及び都道府県基本計画等(第七

条・第八条) 

第三章 女性相談支援センターによる支援等(第九

条―第十五条) 

第四章 雑則(第十六条―第二十二条) 

第五章 罰則(第二十三条) 

附則 

第一章 総則 

(目的) 

第一条 この法律は、女性が日常生活又は社会生

活を営むに当たり女性であることにより様々な困

難な問題に直面することが多いことに鑑み、困難

な問題を抱える女性の福祉の増進を図るため、困

難な問題を抱える女性への支援に関する必要な事

項を定めることにより、困難な問題を抱える女性

への支援のための施策を推進し、もって人権が尊

重され、及び女性が安心して、かつ、自立して暮

らせる社会の実現に寄与することを目的とする。 

(定義) 

第二条 この法律において「困難な問題を抱える

女性」とは、性的な被害、家庭の状況、地域社会

との関係性その他の様々な事情により日常生活又

は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える

女性(そのおそれのある女性を含む。)をいう。 

(基本理念) 

第三条 困難な問題を抱える女性への支援のため

の施策は、次に掲げる事項を基本理念として行わ

れなければならない。 

一 女性の抱える問題が多様化するとともに複合

化し、そのために複雑化していることを踏まえ、

困難な問題を抱える女性が、それぞれの意思が尊

重されながら、抱えている問題及びその背景、心

身の状況等に応じた最適な支援を受けられるよう

にすることにより、その福祉が増進されるよう、

その発見、相談、心身の健康の回復のための援

助、自立して生活するための援助等の多様な支援

を包括的に提供する体制を整備すること。 

二 困難な問題を抱える女性への支援が、関係機

関及び民間の団体の協働により、早期から切れ目

なく実施されるようにすること。 

三 人権の擁護を図るとともに、男女平等の実現

に資することを旨とすること。 

(国及び地方公共団体の責務) 

第四条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念

にのっとり、困難な問題を抱える女性への支援の

ために必要な施策を講ずる責務を有する。 

(関連施策の活用) 

第五条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱

える女性への支援のための施策を講ずるに当たっ

ては、必要に応じて福祉、保健医療、労働、住ま

い及び教育に関する施策その他の関連施策の活用

が図られるよう努めなければならない。 

(緊密な連携) 

第六条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱

える女性への支援のための施策を講ずるに当たっ

ては、関係地方公共団体相互間の緊密な連携が図

られるとともに、この法律に基づく支援を行う機

関と福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第

四十五号)に規定する福祉に関する事務所をい

う。)、児童相談所、児童福祉施設(児童福祉法(昭

和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定

する児童福祉施設をいう。)、保健所、医療機関、

職業紹介機関(労働施策の総合的な推進並びに労働

者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法

律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二条に規定

する職業紹介機関をいう。)、職業訓練機関、教育

機関、都道府県警察、日本司法支援センター(総合

法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条

に規定する日本司法支援センターをいう。)、配偶

者暴力相談支援センター(配偶者からの暴力の防止
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及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律

第三十一号)第三条第一項に規定する配偶者暴力相

談支援センターをいう。)その他の関係機関との緊

密な連携が図られるよう配慮しなければならな

い。 

第二章 基本方針及び都道府県基本計画等 

(基本方針) 

第七条 厚生労働大臣は、困難な問題を抱える女

性への支援のための施策に関する基本的な方針(以

下「基本方針」という。)を定めなければならな

い。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につ

き、次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三

項の市町村基本計画の指針となるべきものを定め

るものとする。 

一 困難な問題を抱える女性への支援に関する基

本的な事項 

二 困難な問題を抱える女性への支援のための施

策の内容に関する事項 

三 その他困難な問題を抱える女性への支援のた

めの施策の実施に関する重要事項 

３ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれ

を変更しようとするときは、あらかじめ、関係行

政機関の長に協議しなければならない。 

４ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれ

を変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけ

ればならない。 

(都道府県基本計画等) 

第八条 都道府県は、基本方針に即して、当該都

道府県における困難な問題を抱える女性への支援

のための施策の実施に関する基本的な計画(以下こ

の条において「都道府県基本計画」という。)を定

めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事

項を定めるものとする。 

一 困難な問題を抱える女性への支援に関する基

本的な方針 

二 困難な問題を抱える女性への支援のための施

策の実施内容に関する事項 

三 その他困難な問題を抱える女性への支援のた

めの施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、基本

方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案し

て、当該市町村における困難な問題を抱える女性

への支援のための施策の実施に関する基本的な計

画(以下この条において「市町村基本計画」とい

う。)を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又

は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。 

５ 厚生労働大臣は、都道府県又は市町村に対

し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成

のために必要な助言その他の援助を行うよう努め

なければならない。 

第三章 女性相談支援センターによる支援等 

(女性相談支援センター) 

第九条 都道府県は、女性相談支援センターを設

置しなければならない。 

２ 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第

二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定

都市」という。)は、女性相談支援センターを設置

することができる。 

３ 女性相談支援センターは、困難な問題を抱え

る女性への支援に関し、主として次に掲げる業務

を行うものとする。 

一 困難な問題を抱える女性に関する各般の問題

について、困難な問題を抱える女性の立場に立っ

て相談に応ずること又は第十一条第一項に規定す

る女性相談支援員若しくは相談を行う機関を紹介

すること。 

二 困難な問題を抱える女性(困難な問題を抱える

女性がその家族を同伴する場合にあっては、困難

な問題を抱える女性及びその同伴する家族。次号

から第五号まで及び第十二条第一項において同

じ。)の緊急時における安全の確保及び一時保護を

行うこと。 

三 困難な問題を抱える女性の心身の健康の回復

を図るため、医学的又は心理学的な援助その他の

必要な援助を行うこと。 
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四 困難な問題を抱える女性が自立して生活する

ことを促進するため、就労の支援、住宅の確保、

援護、児童の保育等に関する制度の利用等につい

て、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整そ

の他の援助を行うこと。 

五 困難な問題を抱える女性が居住して保護を受

けることができる施設の利用について、情報の提

供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を

行うこと。 

４ 女性相談支援センターは、その業務を行うに

当たっては、その支援の対象となる者の抱えてい

る問題及びその背景、心身の状況等を適切に把握

した上で、その者の意向を踏まえながら、最適な

支援を行うものとする。 

５ 女性相談支援センターに、所長その他所要の

職員を置く。 

６ 女性相談支援センターには、第三項第二号の

一時保護を行う施設を設けなければならない。 

７ 第三項第二号の一時保護は、緊急に保護する

ことが必要と認められる場合その他厚生労働省令

で定める場合に、女性相談支援センターが、自ら

行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者

に委託して行うものとする。 

８ 前項の規定による委託を受けた者若しくはそ

の役員若しくは職員又はこれらの者であった者

は、正当な理由がなく、その委託を受けた業務に

関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

９ 第三項第二号の一時保護に当たっては、その

対象となる者が監護すべき児童を同伴する場合に

は、当該児童の状況に応じて、当該児童への学習

に関する支援が行われるものとする。 

10 女性相談支援センターは、その業務を行うに

当たっては、必要に応じ、困難な問題を抱える女

性への支援に関する活動を行う民間の団体との連

携に努めるものとする。 

11 前各項に定めるもののほか、女性相談支援セ

ンターに関し必要な事項は、政令で定める。 

(女性相談支援センターの所長による報告等) 

第十条 女性相談支援センターの所長は、困難な

問題を抱える女性であって配偶者のないもの又は

これに準ずる事情にあるもの及びその者の監護す

べき児童について、児童福祉法第六条の三第十八

項に規定する妊産婦等生活援助事業の実施又は同

法第二十三条第二項に規定する母子保護の実施が

適当であると認めたときは、これらの者を当該妊

産婦等生活援助事業の実施又は当該母子保護の実

施に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は

通知しなければならない。 

(女性相談支援員) 

第十一条 都道府県(女性相談支援センターを設置

する指定都市を含む。第二十条第一項(第四号から

第六号までを除く。)並びに第二十二条第一項及び

第二項第一号において同じ。)は、困難な問題を抱

える女性について、その発見に努め、その立場に

立って相談に応じ、及び専門的技術に基づいて必

要な援助を行う職務に従事する職員(以下「女性相

談支援員」という。)を置くものとする。 

２ 市町村(女性相談支援センターを設置する指定

都市を除く。第二十条第二項及び第二十二条第二

項第二号において同じ。)は、女性相談支援員を置

くよう努めるものとする。 

３ 女性相談支援員の任用に当たっては、その職

務を行うのに必要な能力及び専門的な知識経験を

有する人材の登用に特に配慮しなければならな

い。 

(女性自立支援施設) 

第十二条 都道府県は、困難な問題を抱える女性

を入所させて、その保護を行うとともに、その心

身の健康の回復を図るための医学的又は心理学的

な援助を行い、及びその自立の促進のためにその

生活を支援し、あわせて退所した者について相談

その他の援助を行うこと(以下「自立支援」とい

う。)を目的とする施設(以下「女性自立支援施

設」という。)を設置することができる。 

２ 都道府県は、女性自立支援施設における自立

支援を、その対象となる者の意向を踏まえなが

ら、自ら行い、又は市町村、社会福祉法人その他

適当と認める者に委託して行うことができる。 

３ 女性自立支援施設における自立支援に当たっ

ては、その対象となる者が監護すべき児童を同伴
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する場合には、当該児童の状況に応じて、当該児

童への学習及び生活に関する支援が行われるもの

とする。 

(民間の団体との協働による支援) 

第十三条 都道府県は、困難な問題を抱える女性

への支援に関する活動を行う民間の団体と協働し

て、その自主性を尊重しつつ、困難な問題を抱え

る女性について、その意向に留意しながら、訪

問、巡回、居場所の提供、インターネットの活

用、関係機関への同行その他の厚生労働省令で定

める方法により、その発見、相談その他の支援に

関する業務を行うものとする。 

２ 市町村は、困難な問題を抱える女性への支援

に関する活動を行う民間の団体と協働して、その

自主性を尊重しつつ、困難な問題を抱える女性に

ついて、その意向に留意しながら、前項の業務を

行うことができる。 

(民生委員等の協力) 

第十四条 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十

八号)に定める民生委員、児童福祉法に定める児童

委員、人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十

九号)に定める人権擁護委員、保護司法(昭和二十

五年法律第二百四号)に定める保護司及び更生保護

事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保

護事業を営む者は、この法律の施行に関し、女性

相談支援センター及び女性相談支援員に協力する

ものとする。 

(支援調整会議) 

第十五条 地方公共団体は、単独で又は共同し

て、困難な問題を抱える女性への支援を適切かつ

円滑に行うため、関係機関、第九条第七項又は第

十二条第二項の規定による委託を受けた者、困難

な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う

民間の団体及び困難な問題を抱える女性への支援

に従事する者その他の関係者(以下この条において

「関係機関等」という。)により構成される会議

(以下この条において「支援調整会議」という。)

を組織するよう努めるものとする。 

２ 支援調整会議は、困難な問題を抱える女性へ

の支援を適切かつ円滑に行うために必要な情報の

交換を行うとともに、困難な問題を抱える女性へ

の支援の内容に関する協議を行うものとする。 

３ 支援調整会議は、前項に規定する情報の交換

及び協議を行うため必要があると認めるときは、

関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の

開陳その他必要な協力を求めることができる。 

４ 関係機関等は、前項の規定による求めがあっ

た場合には、これに協力するよう努めるものとす

る。 

５ 次の各号に掲げる支援調整会議を構成する関

係機関等の区分に従い、当該各号に定める者は、

正当な理由がなく、支援調整会議の事務に関して

知り得た秘密を漏らしてはならない。 

一 国又は地方公共団体の機関 当該機関の職員

又は職員であった者 

二 法人 当該法人の役員若しくは職員又はこれ

らの者であった者 

三 前二号に掲げる者以外の者 支援調整会議を

構成する者又は当該者であった者 

６ 前各項に定めるもののほか、支援調整会議の

組織及び運営に関し必要な事項は、支援調整会議

が定める。 

第四章 雑則 

(教育及び啓発) 

第十六条 国及び地方公共団体は、この法律に基

づく困難な問題を抱える女性への支援に関し国民

の関心と理解を深めるための教育及び啓発に努め

るものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、自己がかけがえのな

い個人であることについての意識の涵

かん

養に資する

教育及び啓発を含め、女性が困難な問題を抱えた

場合にこの法律に基づく支援を適切に受けること

ができるようにするための教育及び啓発に努める

ものとする。 

(調査研究の推進) 

第十七条 国及び地方公共団体は、困難な問題を

抱える女性への支援に資するため、効果的な支援

の方法、その心身の健康の回復を図るための方法

等に関する調査研究の推進に努めるものとする。 
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(人材の確保等) 

第十八条 国及び地方公共団体は、困難な問題を

抱える女性への支援に従事する者の適切な処遇の

確保のための措置、研修の実施その他の措置を講

ずることにより、困難な問題を抱える女性への支

援に係る人材の確保、養成及び資質の向上を図る

よう努めるものとする。 

(民間の団体に対する援助) 

第十九条 国及び地方公共団体は、困難な問題を

抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団

体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとす

る。 

(都道府県及び市町村の支弁) 

第二十条 都道府県は、次に掲げる費用(女性相談

支援センターを設置する指定都市にあっては、第

一号から第三号までに掲げる費用に限る。)を支弁

しなければならない。 

一 女性相談支援センターに要する費用(次号に掲

げる費用を除く。) 

二 女性相談支援センターが行う第九条第三項第

二号の一時保護(同条第七項に規定する厚生労働大

臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を

含む。)及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

三 都道府県が置く女性相談支援員に要する費用 

四 都道府県が設置する女性自立支援施設の設備

に要する費用 

五 都道府県が行う自立支援(市町村、社会福祉法

人その他適当と認める者に委託して行う場合を含

む。)及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

六 第十三条第一項の規定により都道府県が自ら

行い、又は民間の団体に委託して行う困難な問題

を抱える女性への支援に要する費用 

２ 市町村は、市町村が置く女性相談支援員に要

する費用を支弁しなければならない。 

３ 市町村は、第十三条第二項の規定により市町

村が自ら行い、又は民間の団体に委託して行う困

難な問題を抱える女性への支援に要する費用を支

弁しなければならない。 

(都道府県等の補助) 

第二十一条 都道府県は、社会福祉法人が設置す

る女性自立支援施設の設備に要する費用の四分の

三以内を補助することができる。 

２ 都道府県又は市町村は、第十三条第一項又は

第二項の規定に基づく業務を行うに当たって、法

令及び予算の範囲内において、困難な問題を抱え

る女性への支援に関する活動を行う民間の団体の

当該活動に要する費用(前条第一項第六号の委託及

び同条第三項の委託に係る委託費の対象となる費

用を除く。)の全部又は一部を補助することができ

る。 

(国の負担及び補助) 

第二十二条 国は、政令で定めるところにより、

都道府県が第二十条第一項の規定により支弁した

費用のうち、同項第一号及び第二号に掲げるもの

については、その十分の五を負担するものとす

る。 

２ 国は、予算の範囲内において、次に掲げる費

用の十分の五以内を補助することができる。 

一 都道府県が第二十条第一項の規定により支弁

した費用のうち、同項第三号及び第五号に掲げる

もの(女性相談支援センターを設置する指定都市に

あっては、同項第三号に掲げるものに限る。) 

二 市町村が第二十条第二項の規定により支弁し

た費用 

３ 国は、予算の範囲内において、都道府県が第

二十条第一項の規定により支弁した費用のうち同

項第六号に掲げるもの及び市町村が同条第三項の

規定により支弁した費用並びに都道府県及び市町

村が前条第二項の規定により補助した金額の全部

又は一部を補助することができる。 

第五章 罰則 

第二十三条 第九条第八項又は第十五条第五項の

規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の

拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 

附 則 

(施行期日) 

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 
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一 次条並びに附則第三条、第五条及び第三十八

条の規定 公布の日 

二 附則第三十四条の規定 この法律の公布の日

又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和四年

法律第六十六号)の公布の日のいずれか遅い日 

三 附則第三十五条の規定 この法律の公布の日

又は刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第

六十七号)の公布の日のいずれか遅い日 

四 附則第三十六条の規定 この法律の公布の日

又は刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関

係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十

八号)の公布の日のいずれか遅い日 

(検討) 

第二条 政府は、この法律の公布後三年を目途と

して、この法律に基づく支援を受ける者の権利を

擁護する仕組みの構築及び当該支援の質を公正か

つ適切に評価する仕組みの構築について検討を加

え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるもの

とする。 

２ 政府は、前項に定める事項のほか、この法律

の施行後三年を目途として、この法律の施行の状

況について検討を加え、必要があると認めるとき

は、その結果に基づいて所要の措置を講ずるもの

とする。 

(準備行為) 

第三条 厚生労働大臣は、この法律の施行の日(以

下「施行日」という。)前においても、第七条第一

項から第三項までの規定の例により、基本方針を

定めることができる。この場合において、厚生労

働大臣は、同条第四項の規定の例により、これを

公表することができる。 

２ 前項の規定により定められ、公表された基本

方針は、施行日において、第七条第一項から第三

項までの規定により定められ、同条第四項の規定

により公表された基本方針とみなす。 

(売春防止法の一部改正) 

第四条 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八

号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

(補導処分に付された者に係る措置) 

第五条 政府は、前条の規定による改正前の売春

防止法(以下「旧売春防止法」という。)第十七条

の規定により補導処分に付された者であって、施

行日前に婦人補導院(附則第十条の規定による廃止

前の婦人補導院法(昭和三十三年法律第十七号。附

則第十一条において「旧婦人補導院法」という。)

第一条第一項に規定する婦人補導院をいう。以下

同じ。)から退院し、又は旧売春防止法第三十条の

規定により補導処分の執行を受け終わったものと

された者以外のものが、施行日以後において必要

に応じてこの法律に基づく支援を受けることがで

きるよう、その者に対する当該支援に関する情報

の提供、関係機関の連携を図るための措置その他

の必要な措置を講ずるものとする。 

第六条 前条の者であって施行日前に婦人補導院

に収容されたものについては、この法律の施行の

時において刑の執行猶予の期間を経過したものと

みなす。 

２ 旧売春防止法第五条の罪と他の罪とにつき懲

役又は禁錮に処せられ、旧売春防止法第十七条の

規定により補導処分に付された者については、刑

法(明治四十年法律第四十五号)第五十四条第一項

の規定により旧売春防止法第五条の罪の刑によっ

て処断された場合を除き、前項の規定を適用しな

い。 

第七条 施行日前に婦人補導院から退院した者及

び旧売春防止法第三十条の規定により補導処分の

執行を受け終わったものとされた者に係る更生緊

急保護(更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第

八十五条第一項に規定する更生緊急保護をいう。

次項において同じ。)及び刑執行終了者等に対する

援助(刑法等の一部を改正する法律第六条の規定に

よる改正後の更生保護法第八十八条の二に規定す

る援助をいう。同項において同じ。)については、

なお従前の例による。ただし、更生保護法第八十

六条第三項の規定は、適用しない。 

２ 前条第一項に規定する者に係る更生緊急保護

及び刑執行終了者等に対する援助については、前

項に規定する者の例による。 

(婦人相談所に関する経過措置等) 
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第八条 この法律の施行の際現に存する旧売春防

止法第三十四条第一項に規定する婦人相談所は、

女性相談支援センターとみなす。この場合におい

て、この法律の施行の際現に行われている同条第

三項第三号の一時保護及びその委託は、第九条第

七項の規定により行われる同条第三項第二号の一

時保護及びその委託とみなす。 

２ この法律の施行後に行われる女性相談支援員

の任用に当たっては、この法律の施行の際現に旧

売春防止法第三十五条第一項又は第二項の規定に

より婦人相談員を委嘱されている者については、

第十一条第三項に規定する人材として、その登用

に特に配慮しなければならない。 

３ この法律の施行の際現に存する旧売春防止法

第三十六条に規定する婦人保護施設は、女性自立

支援施設とみなす。この場合において、この法律

の施行の際現に行われている同条の収容保護及び

その委託は、第十二条第二項の規定により行われ

る自立支援及びその委託とみなす。 

(旧売春防止法に規定する費用に関する経過措置) 

第九条 施行日前に行われ、又は行われるべきで

あった旧売春防止法第三十八条に規定する費用に

ついての都道府県及び市の支弁並びに国の負担及

び補助並びに旧売春防止法第三十九条に規定する

費用についての都道府県の補助については、なお

従前の例による。 

(婦人補導院法の廃止) 

第十条 婦人補導院法は、廃止する。 

(婦人補導院法の廃止に伴う経過措置) 

第十一条 旧婦人補導院法第十二条の規定による

手当金の支給及び旧婦人補導院法第十九条の規定

による遺留金品の措置については、なお従前の例

による。この場合において、これらに関する事務

は、法務省令で定める法務省の職員が行うものと

する。 

(地方自治法の一部改正) 

第十二条 地方自治法の一部を次のように改正す

る。 

〔次のよう略〕 

(児童福祉法の一部改正) 

第十三条 児童福祉法の一部を次のように改正す

る。 

〔次のよう略〕 

(地方財政法及びストーカー行為等の規制等に関す

る法律の一部改正) 

第十四条 次に掲げる法律の規定中「婦人相談

所」を「女性相談支援センター」に改める。 

一 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十

条第十号 

二 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成

十二年法律第八十一号)第九条第一項 

(公職選挙法及び日本国憲法の改正手続に関する法

律の一部改正) 

第十五条 次に掲げる法律の規定中「、少年鑑別

所若しくは婦人補導院」を「若しくは少年鑑別

所」に改める。 

一 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十

八条の二第一項第三号 

二 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九

年法律第五十一号)第六十条第一項第三号 

(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部

改正) 

第十六条 精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次

のように改正する。 

〔次のよう略〕 

(電波法の一部改正) 

第十七条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一

号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

(社会福祉法の一部改正) 

第十八条 社会福祉法の一部を次のように改正す

る。 

〔次のよう略〕 

(出入国管理及び難民認定法の一部改正) 

第十九条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六

年政令第三百十九号)の一部を次のように改正す

る。 

〔次のよう略〕 

(麻薬及び向精神薬取締法等の一部改正) 
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第二十条 次に掲げる法律の規定中「、少年鑑別

所及び婦人補導院」を「及び少年鑑別所」に改め

る。 

一 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第

十四号)第五十八条の五 

二 矯正医官の兼業の特例等に関する法律(平成二

十七年法律第六十二号)第二条第一号 

三 再犯の防止等の推進に関する法律(平成二十八

年法律第百四号)第三条第二項 

(国家公務員共済組合法の一部改正) 

第二十一条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年

法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

(矯正医官修学資金貸与法の一部改正) 

第二十二条 矯正医官修学資金貸与法(昭和三十六

年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

(激 甚
じん

災害に対処するための特別の財政援助等に

関する法律の一部改正) 

第二十三条 激 甚
じん

災害に対処するための特別の

財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五

十号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

(母子及び父子並びに寡婦福祉法の一部改正) 

第二十四条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和

三十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改

正する。 

〔次のよう略〕 

(児童手当法の一部改正) 

第二十五条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十

三号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

(行政手続法及び行政不服審査法の一部改正) 

第二十六条 次に掲げる法律の規定中「、少年鑑

別所又は婦人補導院」を「又は少年鑑別所」に改

める。 

一 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三条

第一項第八号 

二 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八

号)第七条第一項第九号 

(更生保護事業法の一部改正) 

第二十七条 更生保護事業法の一部を次のように

改正する。 

〔次のよう略〕 

(更生保護事業法の一部改正に伴う経過措置) 

第二十八条 施行日前に婦人補導院に収容された

者については、施行日以後は、更生保護事業法第

二条第五項に規定する被保護者とみなす。 

(児童虐待の防止等に関する法律の一部改正) 

第二十九条 児童虐待の防止等に関する法律(平成

十二年法律第八十二号)の一部を次のように改正す

る。 

〔次のよう略〕 

(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関

する法律の一部改正) 

第三十条 配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護等に関する法律の一部を次のように改正す

る。 

〔次のよう略〕 

(更生保護法の一部改正) 

第三十一条 更生保護法の一部を次のように改正

する。 

〔次のよう略〕 

(更生保護法の一部改正に伴う調整規定) 

第三十二条 施行日が刑法等の一部を改正する法

律附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日以後

である場合には、前条のうち更生保護法第十六条

中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号を

第八号とする改正規定中「第七号を削り、第八号

を第七号とし、第九号を第八号」とあるのは、

「第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号を

第七号」とする。 

(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関

する特別措置法の一部改正) 

第三十三条 平成二十三年度における子ども手当

の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第

百七号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 
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(児童福祉法等の一部を改正する法律の一部改正) 

第三十四条 児童福祉法等の一部を改正する法律

の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

(刑法等の一部を改正する法律の一部改正) 

第三十五条 刑法等の一部を改正する法律の一部

を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法

律の整理等に関する法律の一部改正) 

第三十六条 刑法等の一部を改正する法律の施行

に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部を次

のように改正する。 

〔次のよう略〕 

(法務省設置法の一部改正) 

第三十七条 法務省設置法(平成十一年法律第九十

三号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

(政令への委任) 

第三十八条 この附則に定めるもののほか、この

法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定め

る。 

附 則〔令和四年六月一五日法律第六六号抄〕 

(施行期日) 

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行

する。〔後略〕 

(罰則に関する経過措置) 

第十六条 この法律の施行前にした行為に対する

罰則の適用については、なお従前の例による。 

(政令への委任) 

第十七条 附則第三条から前条までに規定するも

ののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置

(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定め

る。 

〔令和四年六月一七日法律第六八号抄〕 

(罰則の適用等に関する経過措置) 

第四百四十一条 刑法等の一部を改正する法律(令

和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正

法」という。)及びこの法律(以下「刑法等一部改

正法等」という。)の施行前にした行為の処罰につ

いては、次章に別段の定めがあるもののほか、な

お従前の例による。 

２ 刑法等一部改正法等の施行後にした行為に対

して、他の法律の規定によりなお従前の例による

こととされ、なお効力を有することとされ又は改

正前若しくは廃止前の法律の規定の例によること

とされる罰則を適用する場合において、当該罰則

に定める刑(刑法施行法第十九条第一項の規定又は

第八十二条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴

う特別措置に関する法律第二十五条第四項の規定

の適用後のものを含む。)に刑法等一部改正法第二

条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四

十五号。以下この項において「旧刑法」という。)

第十二条に規定する懲役(以下「懲役」とい

う。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁

錮」という。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留

(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当

該刑のうち無期の懲役又は禁錮はそれぞれ無期拘

禁刑と、有期の懲役又は禁錮はそれぞれその刑と

長期及び短期(刑法施行法第二十条の規定の適用後

のものを含む。)を同じくする有期拘禁刑と、旧拘

留は長期及び短期(刑法施行法第二十条の規定の適

用後のものを含む。)を同じくする拘留とする。 

(裁判の効力とその執行に関する経過措置) 

第四百四十二条 懲役、禁錮及び旧拘留の確定裁

判の効力並びにその執行については、次章に別段

の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 

(人の資格に関する経過措置) 

第四百四十三条 懲役、禁錮又は旧拘留に処せら

れた者に係る人の資格に関する法令の規定の適用

については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者

はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有期の

懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同

じくする有期拘禁刑に処せられた者と、旧拘留に

処せられた者は拘留に処せられた者とみなす。 

２ 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の法

律の規定によりなお従前の例によることとされ、

なお効力を有することとされ又は改正前若しくは

廃止前の法律の規定の例によることとされる人の

資格に関する法令の規定の適用については、無期
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拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者

と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくす

る有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた

者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみ

なす。 

(経過措置の政令への委任) 

第五百九条 この編に定めるもののほか、刑法等

一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、政

令で定める。 

附 則〔令和四年六月一七日法律第六八号抄〕 

(施行期日) 

１ この法律は、刑法等一部改正法〔刑法等の一

部を改正する法律＝令和四年六月法律第六七号〕

施行日〔令和七年六月一日〕から施行する。ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める

日から施行する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 

二 〔略〕 
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